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説論

序第
一
節
わ
が
国
に
お
け
る
集
合
物
概
念

第
二
節
ド
イ
ツ
に
お
け
る
集
合
物
概
念

第

三

節

小

括

第
三
章
ド
イ
ツ
の
集
合
財
産
担
保

序第
一
節
集
合
動
産
担
保
法
理
の
展
開
l
動
産
を
中
心
と
す
る
集
合
財
産
の
担
保
化

序第
一
款
譲
渡
担
保
に
よ
る
集
合
財
産
の
担
保
化

第

二

款

登

録

質

権

に

よ

る

集

合

財

産

の

担

保

化

(

以

上

、

第
二
節
従
物
法
理
の
展
開
l
不
動
産
を
中
心
と
す
る
複
合
財
産
の
担
保
化

序第
一
款
∞
の
∞
の
立
法
理
由
お
よ
び
そ
の
編
纂
過
程

第
二
款
従
物
責
任

(
N
Z
Z
F
0
5
弘
宮
口
問
)
に
関
す
る
学
説
と
裁
判
例
の
状
況

第
三
款
ま
と
め

第

三

節

小

括

第
四
章
日
本
の
集
合
財
産
担
保

む
す
ぴ

(
以
上
、
四
五
巻
四
号
)
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第
二
節

従
物
法
理
の
展
開
|
不
動
産
を
中
心
と
す
る
複
合
財
産
の
担
保
化

序

工
場
や
農
場
の
よ
う
に
、

そ
こ
で
企
業
経
営
の
な
さ
れ
て
い
る
不
動
産
が
担
保
化
さ
れ
る
場
合
に
は
、
担
保
価
値
を
維
持
す
る
た
め
に
経

営
の
継
続
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
当
該
不
動
産
だ
け
で
な
く
、
経
営
継
続
の
た
め
に
必
要
な
動
産
を
も
担
保
化

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
要
請
に
応
え
る
た
め
の
法
的
手
段
の
一
つ
が
、
従
物
に
も
抵
当
権
の
効
力
を
及
ぼ
す
こ
と
で
あ
っ

た。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
従
物
に
対
す
る
抵
当
権
の
効
力
に
関
し
て
は
、
第
一
に
、
当
該
不
動
産
上
に
存
す
る
動
産
が
そ
も
そ
も
従
物
で
あ
る
の

集合財産担保に関する基礎的考察 (3) 

か
が
問
題
と
な
る
。
第
二
に
、
あ
る
動
産
が
従
物
と
見
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
抵
当
権
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
に
含
ま
れ
て
い
る
の
か
が

問
題
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
定
め
る
の
が
、
∞
の
国
一
一
一
一

O
条
か
ら
一
一
一
一
一
一
条
の
規
定
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

ま
ず
、

一
一
二

O
条
は
、
抵
当
権
の
効
力
が
従
物
に
及
ぶ
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
「
従
物
」
と

は
な
に
か
で
あ
る
。
九
七
条
に
よ
れ
ば
、

そ
も
そ
も
従
物
と
は
、
主
物
に
対
し
て
従
属
的
地
位
に
あ
る
物
、
言
い
換
え
れ
ば
、
主
物
の
経
済

的
目
的
に
供
す
る
と
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
っ
て
、

か
っ
、
主
物
と
の
聞
で
右
用
途
(
回
2
巳

g
g
E同
)

に
応
じ
た
一
定
の
空
間
的
関
係
に
あ

る
物
と
さ
れ
る
。
他
方
、
そ
の
所
有
の
関
係
は
問
わ
れ
な
い

(
同
条
後
段
)
。
し
た
が
っ
て
、
九
七
条
に
従
っ
た
従
物
性
の
判
断
の
段
階
で
は
、

土
地
所
有
者
以
外
の
者
に
帰
属
す
る
動
産
で
あ
っ
て
も
、
主
物
と
の
関
係
で
従
物
と
な
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
抵
当
権
の
効
力
が

及
ぶ
た
め
に
は
、
右
従
物
が
土
地
所
有
者
の
所
有
に
属
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

一
二

O
条
後
段
但
書
)
。
次
い
で
、

二

二

条

お

よ
ぴ
一
一
一
一
一
一
条
は
、
従
物
が
例
外
的
に
抵
当
権
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
か
ら
離
脱
す
る
た
め
の
要
件
を
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
従
物
が
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説

抵
当
権
者
に
よ
る
不
動
産
差
押
以
前
に
譲
渡
さ
れ
、

ま
た
は
、
従
物
が
差
押
前
に
通
常

か
っ
、
搬
出
さ
れ
る
場
合
(
一
二
二
条
一
項
)
、

の
経
営
の
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
従
物
性
を
失
う
場
合
(
一
一
一
一
一
一
条
二
項
)

で
あ
る
。
前
者
の
場
合
、

そ
の
搬
出
前
に
抵
当
権
者
の
利
益

論

の
た
め
に
土
地
が
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
と
き
に
、
抵
当
権
の
効
力
が
及
ぶ
か
否
か
を
決
定
す
る
の
は
、
右
差
押
に
関
す
る
譲
受
人
の
善
意
ま

た
は
悪
意
で
あ
る

(
一
二
二
条
二
項
後
段
)
。
ま
た
譲
渡
自
体
が
搬
出
以
前
に
な
さ
れ
た
と
き
は
、
譲
受
人
は
抵
当
権
に
関
し
て
善
意
を

主
張
し
え
な
い

(
一
二
二
条
二
項
前
段
)
。

こ
の
よ
う
に
、
切
の
∞
は
、
主
物
と
従
物
と
い
う
複
数
の
物
に
対
し
て
、
主
物
の
抵
当
権
の
効
力
が
及
ぶ
こ
と
を
認
め
、
両
者
を
統
一
的

に
取
り
扱
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
単
に
効
力
を
及
ぼ
す
だ
け
で
な
く
、
効
力
が
及
ば
な
く
な
る
基
準
を
も
定
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、

一
体
ど
の
よ
う
な
根
拠
や
背
景
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
関
し
て
立
法
過
程
や
裁
判
例
、

(
1
)
 

学
説
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
実
質
的
根
拠
と
解
釈
の
背
景
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。

注
(
1
)
ド
イ
ツ
に
お
け
る
抵
当
権
と
従
物
の
関
係
に
関
し
て
は
、
す
で
に
、
我
妻
栄
「
抵
当
権
と
従
物
の
関
係
に
つ
い
て
」
『
法
学
協
会
五
十
周
年
記

念
論
文
集
第
二
部
』
四
六
一
頁
以
下
(
昭
八
)
[
同
『
民
法
研
究
町
担
保
物
権
』
二
七
頁
以
下
(
有
斐
閣
、
昭
四
二
)
所
収
]
や
於
保
不
二
雄
「
附

加
物
及
び
従
物
と
抵
当
権
」
民
商
二
九
巻
(
五
号
二

O
頁
)
一
一
一
一
一
四
頁
(
昭
二
九
)
、
鎌
野
邦
樹
「
『
抵
当
権
と
従
物
』
論
」
早
法
六
四
巻
三
号
七

九
頁
(
平
元
)
な
ど
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
立
法
過
程
や
裁
判
例
の
検
討
に
つ
い
て
は
手
薄
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
る
。
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第
一
款

回
。
∞
の
立
法
理
由
お
よ
び
そ
の
編
纂
過
程

序

(
1
)
 

こ
こ
で
は
、
抵
当
権
に
よ
る
従
物
の
把
握
に
つ
い
て
、
∞
の
∞
の
立
法
理
由
と
そ
の
編
纂
過
程
を
検
討
す
る
。
こ
の
検
討
に
よ
っ
て
、
抵

当
権
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
の
決
定
に
際
し
て
、
立
法
者
が
ど
の
よ
う
な
利
益
状
況
を
想
定
し
て
い
た
の
か
、

ま
た
、
ど
の
よ
う
な
解
決
を
図

ろ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
な
お
、
以
下
で
は
、
抵
当
権
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
に
関
す
る
一
一
一
一

O
条
以
下
の
各
条
項
の

(
2
)
 

他
に
、
従
物
に
関
す
る
概
念
規
定
で
あ
る
九
七
条
や
九
八
条
も
あ
わ
せ
て
と
り
上
げ
る
。

集合財産担保に関する基礎的考察 (3) 

第
一
草
案

回
の
∞
第
一
草
案
は
、
抵
当
権
の
効
力
が
従
物
に
及
ぶ
こ
と
を
一

O
六
七
条
三
号
に
規
定
し
た
。
理
由
書
(
以
下
、
「
冨
o
t
〈
巾
」
と
い
う
)

は
、
次
の
二
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
一
に
、
土
地
抵
当
権
が
従
物
も
把
握
す
る
こ
と
は
、
ロ
ー
マ
法
に
由
来
し
、
近
代
の
諸
法
典
で
も
継

(
3
)
 

承
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
実
質
的
に
も
、
債
権
者
の
た
め
に
抵
当
権
の
実
行
ま
で
担
保
が
保
持
さ
れ
る
こ
と
が
物
的
信
用
の
条
件
で
あ
る
。

(
4
)
 

こ
の
た
め
に
は
、
土
地
お
よ
び
構
成
部
分
の
他
、
担
保
に
影
響
を
及
ぼ
す
経
済
的
な
部
分
も
債
権
者
の
権
利
に
服
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の

(
5
)
 

結
果
、
抵
当
権
の
効
力
は
、
土
地
の
経
済
的
な
一
部
を
形
成
す
る
す
べ
て
の
客
体
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
拡
張
は
、
従
物
概
念
に
よ
る

(
6
)
 

も
の
で
は
な
く
、
抵
当
権
の
特
殊
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
あ
る
は
、
土
地
単
独
の
価
値
で
は
債
権
者
の
担
保
と
し
て
不
十
分

(
7
)
 

で
あ
り
、
多
く
の
場
合
に
は
従
物
を
も
含
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
経
済
的
な
考
慮
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

北法46(1・81)81



論

他
方
、
何
が
従
物
で
あ
る
か
は
、
七
八
九
条
や
七
九
一
条
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
抵
当
権
の
た
め
の
特
別
な
規
定
は
不
要
と

(
8
)
 

さ
れ
た
。
七
八
九
条
に
よ
れ
ば
、
従
物
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
構
成
部
分
と
は
異
な
り
独
立
の
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
外
部
か
ら
認

(
9
)
 

識
可
能
で
か
つ
一
定
の
経
済
的
な
関
係
を
主
物
と
の
聞
に
有
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
七
九
一
条
は
、
さ
ら
に
従
物
を
例
示
し
て

(
叩
)

い
る
。

北法46(1・82)82

説

一
O
六
七
条
三
号
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
抵
当
権
の
効
力
が
及
ぶ
は
、
右
の
諸
条
項
に
い
う
従
物
の
う
ち
、
土
地
所
有
者
が
所
有

(

日

)

(

ロ

)

す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
。
普
通
法
学
説
は
、
こ
れ
を
、
土
地
所
有
者
の
意
思
を
推
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
宮
o
t
〈
巾
に
は
、

(
日
)

規
定
の
趣
旨
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
い
。

し
か
し
、

一
O
六
八
条
は
、
従
物
の
搬
出
に
よ
っ
て
従
物
に
抵
当
権
の
効
力
が
及
ば
な
く
な
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
富
三
ミ
巾
に
よ
れ
ば
、
こ

の
規
定
は
、
抵
当
権
者
と
土
地
所
有
者
の
利
害
の
対
立
を
、
土
地
所
有
者
の
利
益
保
護
を
図
る
形
で
調
整
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な

も
し
従
物
が
抵
当
権
の
効
力
を
免
れ
る
た
め
に
抵
当
権
者
の
同
意
を
要
す
る
な
ら
ば
、
土
地
所
有
者
の
通
常
の
経
営
活
動
は
、
不

(M) 

可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
た
め
に
、
抵
当
権
の
効
力
が
及
ば
な
く
な
る
こ
と
を
認
め
て
土
地
所
有
者
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
。
同
時

ぜ
な
ら
、

に
、
土
地
か
ら
完
全
に
分
離
さ
れ
た
従
物
に
抵
当
権
が
及
ば
な
い
理
由
は
、
動
産
担
保
権
が
動
産
質
権
に
限
ら
れ
、
動
産
抵
当
権
は
禁
止
さ

(
日
)

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
富
。

zsに
よ
れ
ば
、
従
物
に
も
不
動
産
差
押
に
よ
る
処
分
禁
止
の
効
力
が
及
ぶ
か
ら
、
抵
当
権
者
の

(
団
)

保
護
に
は
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
。
ま
た
、
構
成
部
分
の
搬
出
の
場
合
と
従
物
の
搬
出
の
場
合
と
で
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
と

(
口
)

く
に
従
物
だ
け
に
つ
い
て
抵
当
権
の
効
力
を
強
化
す
る
理
由
は
な
い
。
さ
ら
に
、
七
八
九
条
に
よ
れ
ば
、
土
地
の
従
物
で
あ
る
動
産
は
、
分

(
同
日
)

離
に
よ
っ
て
従
物
性
を
失
う
。
以
上
が
、
従
物
の
搬
出
に
よ
っ
て
従
物
に
抵
当
権
の
効
力
が
及
ば
な
く
な
る
理
由
で
あ
っ
た
。

第
一
草
案
の
段
階
で
は
、
切
の
国
一
一
一
一
一
一
条
に
相
当
す
る
条
項
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

次
に
、
第
一
草
案
へ
の
批
判
を
と
り
上
げ
る
。



第
一
草
案
へ
の
批
判

第
一
草
案
へ
の
批
判
に
は
、
従
物
概
念
に
関
す
る
も
の
と
抵
当
権
に
関
す
る
も
の
の
二
つ
が
あ
っ
た
。
順
次
と
り
上
げ
る
。

1 

従
物
概
念
に
関
す
る
批
判

従
物
概
念
に
関
す
る
批
判
に
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
批
判
が
あ
っ
た
。
第
一
に
、
従
物
概
念
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
や
草
案
の
基

(

閉

山

)

本
的
態
度
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
従
物
概
念
が
、
企
業
概
念
な
い
し
経
営
概
念
を
基
礎
と
し
て
い
な
い
と
の
批
判
で
あ
る
。

ま
た
、
。
岡
市
『
宮
は
、
草
案
が
一
方
で
い
わ
ゆ
る
「
原
子
論
的
原
理
」
を
採
用
し
な
が
ら
、
他
方
で

「
従
物
概
念
」

の
採
用
に
よ
っ
て
複
数

集合財産担保に関する基礎的考察 (3) 

の
独
立
物
か
ら
な
る
全
体
物
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
は
矛
盾
す
る
と
評
し
た
。
も
っ
と
も
、
玄
2
Z巾
は
、
抵
当
権
が
従
物
も
把
握
す
る
こ

と
に
関
し
て
抵
当
権
法
の
特
例
で
あ
っ
て
従
物
概
念
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
お
り
、

2
2
E
も、

p
h
o
巴
〈
巾
が
右
矛
盾
を
避

け
よ
う
と
し
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

た
し
て
お
ら
ず
、

そ
の
よ
う
な
従
物
法
が
時
代
の
考
え
方
や
必
要
性
を
満

(
初
)

か
っ
、
近
代
的
な
経
済
関
係
を
反
文
化
的
な
方
法
で
無
視
し
て
い
る
と
批
判
し
た
。

し
か
し
、
の
-
巾
『
宵
巾
は
、

そ
れ
で
も
な
お
、

第
二
に
、
主
物
従
物
関
係
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
の
か
に
関
す
る
批
判
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
第
二

O
団
法
曹
大
会
に
お
い
て
、

(
幻
)

関
与
戸
市
吋
は
、
従
物
概
念
を
物
権
的
な
関
係
と
し
て
構
成
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
七
九

O
条
に
関
し
て
、
本
来
は
、
主
物
・

従
物
聞
の
関
係
が
経
済
的
な
目
的
の
単
一
性
に
依
拠
し
、
か
っ
、
物
権
的
な
関
係
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
が
当
事
者
の
意
思
を
重

北法46(1・83)83

視
す
る
と
い
う
考
え
方
に
依
拠
し
て
い
る
の
は
誤
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
他
方
、
国

R
F
g
E「
聞
は
、
右
大
会
に
お
い
て
第
一
草
案
が
従

物
を
動
産
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
は
登
記
法
上
正
当
化
さ
れ
る
が
、
「
継
続
的
に
」
と
い
う
文
言
や
「
主
物
に
供
さ
れ
る
」
と
い
う
表
現
に



説

(
幻
)

は
疑
義
が
あ
り
、
取
引
観
念
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

論

2 

抵
当
権
の
効
力
に
関
す
る
批
判

北法46(1・84)84

抵
当
権
の
効
力
に
関
す
る
批
判
の
う
ち
、

一
O
六
七
条
三
号
に
関
す
る
も
の
に
は
、

そ
の
範
囲
の
縮
少
を
目
指
す
立
場
か
ら
も
逆
に
拡
大

を
目
指
す
立
場
か
ら
も
批
判
が
な
さ
れ
た
。
前
者
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
、
。
℃
R
N
の
批
判
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
ザ
ク
セ
ン
民
法
に
依
拠

(
お
)

し
て
、
主
物
の
抵
当
権
が
属
具
に
及
ぶ
べ
き
で
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
司
?
同
.

設
置
さ
れ
る
従
物
に
抵
当
権
が
及
ぶ
と
い
う
草
案
の
規
定
を
批
判
す
る
。
こ
れ
で
は
土
地
所
有
者
は
人
的
信
用
と
動
産
信
用
の
す
べ
て
を
奪

(
M
)
 

か
っ
、
物
的
信
用
が
肥
大
化
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

わ
れ
、こ

れ
に
対
し
て
、
後
者
の
立
場
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
、
次
の
三
人
の
批
判
が
あ
る
。
す
で
に
紹
介
し
た

Z
R
Zロ
宮
『
聞
は
、

(
お
)

七
条
三
号
の
規
定
を
全
て
の
物
権
行
為
に
つ
い
て
の
一
般
原
則
と
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、
さ
ら
に
問
。
芝
巾
吋
も
、
将
来
の
従
物
に
抵
当

(
お
)

権
の
効
力
が
及
ぶ
こ
と
を
明
定
す
る
よ
う
主
張
し
た
。
ま
た
、
第
一
二
団
法
曹
大
会
に
お
い
て
、
国

R
S
B
は
、
従
物
、
と
く
に
農
場
属
具

(
幻
)

に
つ
い
て
の
担
保
物
権
者
と
一
般
債
権
者
の
利
益
を
比
較
し
た
上
で
、
担
保
物
権
者
の
優
越
を
主
張
し
た
。
彼
は
、
ま
ず
、
貸
付
に
際
し
一

一
O
六

般
債
権
者
が
農
場
か
ら
分
離
し
た
個
々
の
属
具
物
件
の
売
買
価
格
を
担
保
と
し
て
評
価
す
る
の
に
対
し
て
、
担
保
物
権
者
が
土
地
と
農
場
属

具
と
の
結
合
に
よ
っ
て
生
じ
、

か
っ
、
強
制
競
売
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
農
場
属
具
の
経
営
価
値
を
担
保
と
し
て
評
価
し
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
た
。
そ
の
上
で
、

一
般
債
権
者
よ
り
も
担
保
物
権
者
に
よ
る
担
保
物
の
評
価
の
方
が
大
き
く
な
る
の
で
、
農
場
属
具
に
対
し
て
抵
当
権

の
効
力
が
及
ぶ
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
、
土
地
所
有
者
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
農
場
属
具
へ
の
効
力
を
認
め
な
い
な
ら
ば
、

物
的
信
用
機
関
に
よ
る
与
信
制
限
を
招
く
こ
と
に
な
る
と
主
張
し
た
。



一
O
六
八
条
に
関
し
て
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
農
業
協
議
会

(EM
胃

2
0・
E
E
g
E
O品
。
ロ
O
B
Z
欠
。
口
市
m
Eヨ
)
に
お
い
て
、

E
q
s
g
の
提
案

(
犯
)

を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
行
わ
れ
た
。
提
案
の
内
容
は
、
抵
当
権
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
か
ら
の
従
物
の
解
放
が
単
な
る
搬
出
と
い
う
事
実
に
で
は

な
く
、
通
常
の
経
営
の
範
囲
内
で
の
搬
出
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
議
論
は
、
委
員
会
と
総
会
で
行
な
わ
れ
た
。

(
m
U
)
 

委
員
会
で
は
、
次
の
三
点
か
ら
右
提
案
は
否
決
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
抵
当
権
に
よ
る
従
物
の
把
握
は
、
従
物
が
土
地
と
の
経
済
的
一

体
性
を
基
礎
と
し
、
搬
出
に
よ
り
こ
の
基
礎
が
失
わ
れ
れ
ば
、
抵
当
権
の
効
力
が
及
ば
な
く
な
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

②
こ
の
原
則
を
通
常
の
経
営
の
範
囲
に
係
ら
し
め
れ
ば
、
搬
出
の
容
態
と
い
う
判
断
の
困
難
な
問
題
が
生
じ
る
。
さ
ら
に
、
③
土
地
所
有
者

の
人
的
信
用
が
制
限
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
う
。

し
か
し
、
総
会
に
お
い
て
は
、

(
初
)

お
も
に
次
の
四
点
が
主
張
さ
れ
、
委
員
会
と
は
逆
に
提
案
が
採
択
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
土
地
所
有
者

に
対
す
る
不
必
要
な
制
限
は
回
避
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
同
時
に
抵
当
権
者
の
よ
り
有
効
な
保
護
が
必
要
で
あ
る
。
他
方
で
、
②
誠
実
な

集合財産担保に関する基礎的考察 (3) 

従
物
の
取
得
者
を
保
護
す
べ
き
で
あ
る
。
③
草
案
の
規
定
は
、
国
民
の
法
意
識
に
反
す
る
。
④
草
案
を
支
持
す
れ
ば
、
農
業
信
用
機
関
が
従

物
を
担
保
価
値
と
し
て
評
価
し
え
ず
融
資
を
拒
絶
す
る
か
制
限
す
る
結
果
に
な
っ
て
し
ま
う
。

も
っ
と
も
、
プ
ロ
イ
セ
ン
農
業
協
議
会
の
結
論
に
対
し
て
は
、
破
産
者
の
手
中
に
あ
る
従
物
は
、
抵
当
権
者
に
と
っ
て
あ
ま
り
価
値
の
あ

る
も
の
で
は
な
く
、

ま
た
、
一
般
債
権
者
の
差
押
を
妨
げ
る
だ
け
の
目
的
で
抵
当
権
者
が
従
物
を
差
し
押
さ
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
の
理

(
幻
)

由
に
基
づ
く
反
対
が
あ
っ
た
。

(
犯
)

一
O
六
八
条
に
つ
い
て
、
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

国
内
『

g
g
は
第
一
一
一
回
法
曹
大
会
に
お
い
て
も
、

そ
も
そ
も
債
務
者
が
担

F
h
d
 

nmu 

保
権
者
の
同
意
な
し
に
抵
当
権
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
か
ら
自
由
に
そ
の
客
体
を
離
脱
さ
せ
る
こ
と
は
法
理
論
上
変
則
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
制

担
保
権
者
の
同
意
を
要
件
と
す
る
と
所
有
者
の
通
常
の
経
営
活
動
が
不
可
能
に
な
る
と
い
う
理
由
は
正
当
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
山
肌法b

r
u
 

J
E
4
1
 

草
案
の
規
定
に
よ
れ
ば
単
純
な
搬
出
に
よ
っ
て
抵
当
権
の
効
力
が
及
ば
な
く
な
る
が
、

し
か
し
こ
れ
で
は
土
地
か
ら
の
非
経
済
的
な
搬
出
が



説

債
権
者
の
み
な
ら
ず
、
土
地
耕
作
、
す
な
わ
ち
債
務
者
の
農
場
経
営
を
阻
害
す
る
結
果
と
な
る
。
む
し
ろ
、
農
場
と
属
具
の
経
済
的
な
一
体

論

属
具
物
件
の
取
得
者
自
身
に
一
定
の
危
険
を
負
わ
せ
る
よ
う
な
法
命
題
が
よ
り
有
効
で
あ
る
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
「
通
常
の
経
営
の
範
囲
」

と
い
う
文
言
の
草
案
へ
の
挿
入
を
主
張
し
た
。
こ
の
主
張
の
前
提
と
な
る
属
具
の
取
得
者
像
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

北法46(1・86)86

性
を
維
持
す
る
方
が
公
共
の
利
益
に
か
な
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
抵
当
権
者
の
保
護
と
し
て
、
農
場
属
具
の
搬
出
に
直
接
干
渉
し
、

近
隣
の
実
業
家
や
買
物
上
手
な
隣
人
で
あ
っ
て
、
債
務
者
の
財
産
状
態
を
熟
知
し
、
農
場
に
と
っ
て
不
可
欠
な
属
具
の
売
却
に
よ
る
経
済
的

単
一
体
の
破
壊
を
手
助
け
す
る
人
物
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
第
一
草
案
に
対
し
て
は
、
各
ラ
ン
ト
か
ら
も
意
見
が
表
明
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
プ
ロ
イ
セ
ン
は
、

一
O
六
八
条
に
関
し
て
、

先
に
挙
げ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
農
業
協
議
会
の
結
論
に
賛
成
し
、
搬
出
だ
け
を
要
件
と
す
る
草
案
の
規
定
は
譲
渡
お
よ
び
搬
出
を
要
件
と
す
る
現

(
お
)

行
法
の
規
定
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

第
二
草
案

(

引

品

)

第
一
草
案
へ
の
批
判
は
ど
の
よ
う
に
第
二
委
員
会
で
考
慮
さ
れ
た
の
か
。
従
物
概
念
と
抵
当
権
の
効
力
に
つ
い
て
順
次
と
り
上
げ
る
。

1 

従
物
の
概
念
規
定

従
物
に
関
す
る
各
規
定
に
お
い
て
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
点
を
と
り
上
げ
る
。

(
お
)

お
も
に
継
続
性
に
関
し
て
議
論
が
行
な
わ
れ
た
。
委
員
会
の
多
数
は
、
継
続
性
を
要
件
と
し
な
い
と
い

ま
ず
、
七
八
九
条
に
関
し
て
は
、



(お

a)

う
動
議
に
反
対
し
た
。

そ
の
理
由
は
、

一
時
的
に
経
済
的
な
目
的
で
供
さ
れ
て
い
る
物
を
従
物
と
す
る
の
は
極
端
だ
と
い
う
点
に
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
試
験
的
に
調
達
さ
れ
た
機
械
や
後
に
交
換
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
一
時
的
に
調
達
さ
れ
た
機
械
、

さ
ら
に
一
時
的
に
貸
し
与
え

ら
れ
た
属
具
な
ど
の
継
続
性
を
欠
く
動
産
が
土
地
の
従
物
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
従
物
の
範
囲
が
拡
が
り
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

売
却
用
の
家
畜
が
土
地
の
従
物
で
あ
る
と
い
う
誤
解
も
生
じ
う
る
。
さ
ら
に
、
継
続
性
の
要
件
を
不
要
と
す
る
立
場
が
根
拠
と
す
る
従
物
と

主
物
と
の
経
済
的
一
体
性
と
い
う
理
由
に
対
し
て
は
、
集
合
物
概
念
を
否
定
し
た
七
七
八
条
の
審
議
と
矛
盾
す
る
と
し
て
、
委
員
会
は
反
対

'
レ
れ
ん
。

次
に
、
七
九

O
条
に
関
し
て
は
、
二
種
類
の
動
議
が
出
さ
れ
た
。
第
一
は
、
次
の
三
点
の
理
由
に
基
づ
く
同
条
の
削
除
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
①
そ
の
内
容
が
従
物
概
念
自
体
か
ら
導
か
れ
る
、
②
そ
の
規
定
が
債
務
法
上
の
法
律
行
為
に
つ
い
て
意
義
を
有
す
る
に
す
ぎ
ず
、
物
権

集合財産担保に関する基礎的考察 (3) 

法
で
は
な
く
総
則
に
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
③
物
権
行
為
に
関
し
て
は
個
別
に
審
議
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
二
は
、
第
一
の
提
案
と

(
お
)

は
逆
に
、
従
物
た
る
動
産
に
つ
い
て
個
別
の
引
渡
を
不
要
と
す
る
た
め
に
同
条
を
物
権
行
為
に
転
用
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
委
員
会

は
、
こ
れ
ら
の
動
議
を
採
択
し
な
か
っ
た
。
第
一
に
、
売
買
と
抵
当
権
で
従
物
の
範
囲
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
す
べ
て
の
場
合

に
特
別
な
有
体
的
引
渡
を
不
要
と
す
る
は
疑
問
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
は
、
強
制
競
売
手
続
に
お
け
る
競
落
に
関

し
で
も
生
じ
る
こ
と
か
ら
、
個
別
の
物
権
行
為
の
審
議
に
際
し
て
こ
の
提
案
を
採
用
す
る
か
否
か
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

最
後
に
、
七
九
一
条
に
関
し
て
は
、
「
七
八
九
条
に
定
め
る
要
件
を
み
た
す
限
り
」
と
い
う
文
言
の
削
除
が
、
そ
れ
が
自
明
で
あ
り
不
要

で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
提
案
さ
れ
た
。
し
か
し
委
員
会
は
、
七
九
一
条
が
従
物
の
範
囲
を
拡
大
す
る
も
の
で
は
な
く
、
七
八
九
条
の
解
釈

(
幻
)

の
明
確
化
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
関
連
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
反
対
し
た
。

(
お
)

こ
の
後
、
第
二
委
員
会
の
暫
定
総
括
や
第
二
委
員
会
総
括
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
条
文
に
は
多
少
の
修
正
が
な
さ
れ
た
。
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以
上
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
従
物
概
念
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
第
一
草
案
に
対
す
る
批
判
と
は
異
な
っ
た
点
が
主
と



説

し
て
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
批
判
が
第
二
委
員
会
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
た
と
は
言
い
が
た
い
。

論

2 

従
物
に
対
す
る
抵
当
権
の
効
力

(
鈎
)

一
O
六
七
条
三
号
は
、
委
員
会
に
お
い
て
第
一
草
案
の
ま
ま
採
択
さ
れ
た
。

他
方
、

一
O
六
八
条
に
関
し
て
は
、
第
一
草
案
に
対
す
る
批
判
を
受
け
て
、
「
通
常
の
経
営
の
範
囲
内
」
に
類
す
る
文
言
を
挿
入
す
る
の

か
否
か
で
議
論
が
な
さ
れ
た
。
委
員
会
は
、
同
条
一
項
の
意
義
を
、
不
動
産
差
押
以
前
に
従
物
が
土
地
か
ら
搬
出
さ
れ
る
場
合
に
抵
当
権
の

効
力
の
及
ぶ
範
囲
か
ら
免
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
右
文
言
の
挿
入
を
主
張
す
る
動
議
は
、
従
物
が
通
常
の
経
営
活
動

(ω) 

に
お
い
て
土
地
か
ら
搬
出
さ
れ
る
場
合
に
そ
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
か
ら
免
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
次
の
五
点
が
挙

げ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
と
り
わ
け
農
場
属
具
の
価
値
が
大
き
く
、
抵
当
権
者
は
属
具
が
抵
当
権
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
に
含
ま
れ
る
こ
と

に
つ
い
て
利
益
を
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
強
制
競
売
の
直
前
の
属
具
、
の
譲
渡
お
よ
び
搬
出
が
き
わ
め
て
多
く
、

一O
六

八
条
の
規
定
で
は
抵
当
権
者
の
保
護
が
十
分
で
は
な
い
。
②
右
動
議
を
採
択
す
れ
ば
、
確
か
に
土
地
所
有
者
の
処
分
権
を
制
限
す
る
結
果
と

な
る
が
、

一
度
抵
当
権
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
以
上
土
地
所
有
者
の
任
意
に
よ
っ
て
効
力
の
及
ぶ
範
囲
か
ら
免
れ
る
と
す
る
こ
と
は
、
主
物

と
従
物
と
の
経
済
的
一
体
性
か
ら
、
回
避
す
べ
き
で
あ
る
。
③
市
場
で
の
購
入
を
前
提
と
す
れ
ば
、
従
物
の
善
意
取
得
も
そ
れ
ほ
ど
困
難
で

は
な
い
。
④
譲
渡
が
「
通
常
の
経
営
」

の
結
果
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
が
容
易
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
農
業
協
議
会
の
総

会
審
議
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
⑤
右
動
議
を
採
択
す
れ
ば
、
物
的
信
用
の
拡
大
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
次
の
七
点
の
反
論
が
な
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
抵
当
権
の
設
定
が
ま
る
で
不
動
産
差
押
で
あ
る
か
の
よ

う
で
あ
る
。
②
債
権
者
が
債
務
者
を
圧
迫
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
③
動
議
は
、
国
民
の
法
意
識
に
合
致
せ
ず
、
大
部
分
の
ラ
ン
ト
法
と
異
な
る
。
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④
動
議
を
採
択
す
れ
ば
、
属
具
の
占
有
に
基
づ
く
人
的
信
用
は
大
き
な
打
撃
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
⑤
属
具
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者
が

売
買
契
約
の
締
結
を
た
め
ら
う
結
果
と
な
る
。
⑥
譲
渡
が
「
通
常
の
経
営
」
の
結
果
で
あ
る
か
否
か
の
確
認
が
困
難
で
あ
る
、
と
く
に
、
経

済
状
態
を
確
認
す
る
こ
と
の
困
難
な
工
場
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑦
善
意
の
証
明
も
極
端
な
事
例
で
は
な

く
、
通
常
の
事
例
を
考
え
る
と
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
激
し
い
議
論
の
中
で
、
妥
協
が
は
か
ら
れ
、
二
つ
の
案
が
出
さ
れ
た
。
第
一
案
は
、
従
物
が
譲
渡
さ
れ
、

か
っ
、
搬
出
さ
れ

る
以
前
は
債
権
者
の
た
め
に
従
物
に
抵
当
権
の
効
力
が
及
ぶ
と
い
う
提
案
で
あ
り
、
第
二
案
は
、
第
一
案
で
は
効
力
の
及
ぶ
範
囲
か
ら
の
離

脱
が
必
ず
し
も
全
て
の
場
合
で
公
平
と
は
な
ら
な
い
と
し
て
第
一
案
と
先
に
検
討
し
た
動
議
と
を
結
合
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
提
案
で
あ
っ

(
H
M
)
 

た
。
委
員
会
は
、
第
二
案
が
ま
れ
な
事
例
を
念
頭
に
置
い
て
お
り
、
複
雑
な
条
文
に
な
る
こ
と
を
理
由
に
採
択
せ
ず
、
第
一
案
を
採
用
し
た
。

(
H
U
a
)
 

こ
の
結
果
、
第
一
草
案
一

O
六
八
条
は
、
第
二
委
員
会
に
よ
る
第
二
草
案
一

O
三
O
条
と
な
っ
た
。

集合財産担保に関する基礎的考察 (3) 

第
一

O
三
O
条

債
権
者
の
た
め
に
す
る
差
押
前
に
、
産
出
物
が
土
地
か
ら
搬
出
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
搬
出
が
一
時
的
な
目
的
で
な
さ
れ
な
い
限
り
、

産
出
物
に
対
す
る
抵
当
権
の
効
力
は
消
滅
す
る
。
そ
の
他
の
土
地
構
成
部
分
及
び
従
物
は
、
不
動
産
差
押
の
以
前
に
譲
渡
さ
れ
る
か
又
は
負
担

設
定
さ
れ
且
つ
そ
の
結
果
土
地
か
ら
搬
出
さ
れ
る
場
合
に
は
、
効
力
を
免
れ
る
。

一
項
に
お
い
て
挙
げ
ら
れ
た
物
が
搬
出
以
前
に
譲
渡
さ
れ
る
か
又
は
負
担
設
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
譲
受
人
は
債
権
者
に
対
し
て
抵
当
権
に

関
す
る
善
意
を
主
張
で
き
な
い
。
譲
受
人
が
土
地
か
ら
そ
の
物
を
搬
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
搬
出
以
前
に
な
さ
れ
た
不
動
産
差
押
が
譲
受
人
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に
対
し
て
そ
の
効
力
を
有
す
る
の
は
、
譲
受
人
が
搬
出
の
当
時
差
押
に
関
し
善
意
で
な
か
っ
た
と
き
に
限
ら
れ
る
。

(
位
)

し
か
し
、
こ
の
第
二
草
案
一

O
三
O
条
は
、
さ
ら
に
、
次
の
二
点
で
修
正
さ
れ
た
。
第
一
に
、
負
担
設
定
お
よ
び
搬
出
に
よ
っ
て
抵
当
権

の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
か
ら
の
離
脱
が
生
じ
る
と
い
う
点
を
修
正
し
、
効
力
が
及
ぶ
と
し
た
。
こ
れ
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
法
の
理
論
と
実
務
を
参



説

酌
し
て
、
動
産
質
権
の
た
め
の
従
物
の
引
渡
で
は
従
物
に
対
す
る
抵
当
権
の
効
力
が
消
滅
し
な
い
こ
と
を
と
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
第
二

，
(
伺
)

に
、
同
条
一
項
に
「
通
常
の
経
営
活
動
に
よ
る
従
物
性
の
喪
失
L

と
い
う
要
件
を
導
入
し
た
。
こ
の
結
果
、
従
物
に
対
す
る
抵
当
権
の
効
力

号4
a岡

の
消
滅
の
た
め
に
、
譲
渡
お
よ
び
搬
出
と
い
う
要
件
と
並
ん
で
、
通
常
の
経
営
の
範
囲
内
で
の
従
物
性
の
喪
失
と
い
う
要
件
が
設
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
抵
当
権
者
は
、
従
物
の
譲
渡
が
土
地
か
ら
の
空
間
的
分
離
と
結
び
付
い
て
い
る
場
合
に
は
譲
渡
を
不
動
産

差
押
ま
で
甘
受
し
、
通
常
の
経
営
活
動
の
枠
内
で
そ
の
他
の
従
物
性
の
喪
失
が
行
な
わ
れ
た
場
合
に
は
従
物
性
の
喪
失
を
甘
受
し
な
け
れ
ば

つ
ま
り
、
譲
渡
お
よ
び
搬
出
の
場
合
に
は
通
常
の
経
営
活
動
と
い
う
制
限
を
設
け
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

(
H
H
)
 

そ
の
後
連
邦
参
議
院
と
帝
国
議
会
に
相
次
い
で
提
出
さ
れ
、
若
干
の
審
議
が
行
な
わ
れ
た
後
、
民
法
典

な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。

こ
の
修
正
さ
れ
た
第
二
草
案
は
、

と
し
て
制
定
さ
れ
た
。

四

ま
と
め

以
上
の
立
法
過
程
か
ら
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

第
一
に
、
抵
当
権
の
効
力
が
従
物
に
及
ぶ
根
拠
は
、
経
済
的
な
考
慮
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
富
O
Z
〈
巾
に
よ
れ
ば
、
従
物
に
抵
当
権
の

効
力
が
及
ぶ
の
は
、
従
物
概
念
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
抵
当
権
の
特
殊
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
自
体
、
抵
当
権
者
が
把
握
す

る
価
値
を
保
護
す
る
と
い
う
経
済
的
な
利
益
を
重
視
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
立
法
の
過
程
で
、
こ
の
点
が
重
大
な
議
論

の
対
象
と
な
っ
た
形
跡
は
な
く
、
む
し
ろ
自
明
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

第
二
に
、
集
合
物
概
念
を
否
定
し
た
∞
の
∞
が
経
済
的
な
関
係
を
基
礎
と
し
て
複
数
の
物
を
同
一
の
運
命
の
も
と
に
統
合
す
る
た
め
に
、

従
物
概
念
を
認
め
た
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。
し
か
し
、
主
物
従
物
関
係
自
体
は
、
物
権
的
な
関
係
と
み
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
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る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
草
案
七
九

O
条
が
法
律
行
為
の
解
釈
規
定
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
第
一
草
案
は
従
物
概
念
に
つ
い
て
も
当
事
者
の

意
思
を
重
視
し
た
規
定
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
、

2
2
Z
や
問
。

E
R
な
ど
が
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
批
判
、

と
り
わ
け
主
物
従
物
関
係
を
物
権
的
な
関
係
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
問
。
豆
町
円
の
批
判
は
、
ま
っ
た
く
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ

(
必
)

の
こ
と
か
ら
み
て
も
、
切
の
∞
は
、
第
一
草
案
と
同
様
、
当
事
者
の
意
思
を
重
視
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
に
、
第
二
点
と
関
連
し
て
、
従
物
所
有
者
を
土
地
所
有
者
に
限
定
し
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
普
通
法
学
説
は
、
当
事
者
意
思
の
推

(
必
)

定
と
み
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
去
三
守
巾
は
、
は
っ
き
り
と
理
由
を
述
べ
て
お
ら
ず
、
多
く
の
ラ
ン
ト
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い

(
円
引
)

る
と
指
摘
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

第
四
に
、
以
上
三
点
よ
り
も
立
法
過
程
に
お
い
て
重
視
さ
れ
た
の
は
、
抵
当
権
の
効
力
に
関
す
る
規
定
の
う
ち
で
も
離
脱
に
関
し
て
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
抵
当
権
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
か
ら
従
物
が
解
放
さ
れ
る
場
合
の
要
件
を
ど
の
よ
う
に
構
成
す
る
の
か
、

つ
ま
り
抵
当
権

集合財産担保に関する基礎的考察 (3)

者
と
土
地
所
有
者
な
い
し
動
産
取
得
者
の
利
益
を
ど
の
よ
う
に
調
節
す
る
の
か
で
あ
る
。
こ
の
点
の
考
察
に
際
し
て
、
農
場
お
よ
び
農
業
信

用
が
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
譲
渡
お
よ
び
搬
出
な
い
し
「
通
常
の
経
営

活
動
」
と
い
う
枠
内
に
お
け
る
従
物
性
の
喪
失
に
よ
っ
て
抵
当
権
の
効
力
の
消
滅
を
認
め
る
の
か
、
そ
れ
と
も
単
に
搬
出
と
い
う
事
実
に
よ

る
効
力
の
消
滅
を
認
め
る
の
か
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
抵
当
権
者
に
対
し
て
そ
の
把
握
し
た
価
値
の
確
保
を
保
障
し
な
が
ら
、
同
時
に
、

か
に
し
て
土
地
所
有
者
の
経
営
活
動
を
保
障
す
る
の
か
と
い
う
試
み
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し、

立
法
過
程
に
お
い
て
当
初
提
案
さ
れ
た
規
定
は
、
単
純
な
搬
出
を
要
件
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
通
常
の
経
営
の
範
囲
」
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と
い
う
要
件
を
搬
出
に
付
加
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。
両
者
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
た
観
点
は
、
従
物
取
得
者
の

(
必
)

保
護
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
取
得
者
を
保
護
で
き
な
け
れ
ば
、
土
地
所
有
者
に
経
営
活
動
の
自
由
を
認
め
る
意
味
は
な

く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
取
得
者
が
安
心
し
て
従
物
を
取
得
で
き
る
よ
う
に
、
土
地
か
ら
の
搬
出
後
に
は
抵
当
権
の
効



い
な
い
。
こ
の
た
め
、
従
物
が
第
三
者
に
取
得
さ
れ
る
主
た
る
場
合
で
あ
る
「
譲
渡
お
よ
び
搬
出
」

つ
ま
り
、
取
得
者
の
誤
解
を
生
じ
う
る
よ
う
な
「
通
常
の
経
営
の
範
囲
」
と
い
う
要
件
は
、
付
加
さ
れ
て

の
と
き
に
は
、
「
通
常
の
経
営
の
範
囲
」
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説

力
が
及
ば
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。

論

と
い
う
要
件
を
要
す
る
こ
と
な
く
、
抵
当
権
の
効
力
が
消
滅
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
土
地
所
有
者
の
経
営
活
動
の
自
由
を

重
視
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
譲
渡
に
よ
ら
ず
に
従
物
性
が
失
わ
れ
る
場
合
に
は
「
通
常
の
経
営
の
範
囲
」
と
い
う
要
件
を
付
加
し
て
、
抵
当
権
者
を

保
護
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
議
論
の
過
程
で
「
譲
渡
お
よ
び
搬
出
」
と
並
ん
で

「
負
担
設
定
お
よ
び
搬
出
」
に
よ
っ
て
も
抵
当
権
の
効
力

が
消
滅
す
る
旨
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
者
の
要
件
に
よ
る
効
力
の
消
滅
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
土
地
所
有
者

の
経
営
活
動
に
関
し
て
重
大
な
制
限
を
加
え
、
抵
当
権
者
を
強
力
に
保
護
す
る
結
果
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
土
地
所
有
者

の
経
営
活
動
に
関
し
て
は
、
譲
渡
と
並
ん
で
、
動
産
質
権
に
よ
る
受
信
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
切
の
∞
の
規
定
が
第

一
草
案
の
規
定
よ
り
も
、
抵
当
権
者
の
保
護
に
傾
い
て
い
る
の
は
、
立
法
過
程
を
通
じ
て
執
効
に
行
な
わ
れ
た
信
用
機
関
の
側
か
ら
の
修
正

要
求
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

注

(
1
)
ま
ず
、
図
。
∞
九
七
条
お
よ
び
九
八
条
が
従
物
概
念
を
規
定
し
、
主
物
に
関
す
る
債
務
行
為
が
従
物
に
及
ぶ
こ
と
を
二
二
四
条
が
定
め
、
不
動

産
所
有
権
移
転
の
際
の
従
物
の
取
り
扱
い
を
九
二
六
条
が
規
定
し
、
用
益
権
が
従
物
に
及
ぶ
こ
と
を
一

O
コ
二
条
お
よ
び
一

O
六
二
条
が
定
め

て
い
る
。
抵
当
権
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
に
関
し
て
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
、
一
一
一
一

O
条
、
一
一
一
一
一
条
お
よ
び
一
一
二
一
一
条
が
規
定
し
て
い
る
。

(
2
)
本
論
文
で
と
り
上
げ
る
各
条
文
の
第
一
草
案
と
現
行
法
の
対
応
関
係
お
よ
び
そ
の
規
定
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
現
行
法
の
訳
に
つ
い
て
は
、

神
戸
大
撃
外
園
法
研
究
曾
編
『
現
代
外
図
法
典
叢
書

(
3
)
濁
逸
民
法
[
固
]
物
権
法
』
[
於
保
不
二
雄
H

高
木
多
喜
男
]
(
有
斐
閣
、
復
刊
版
、

昭一ニ

O
)
お
よ
び
「
ド
イ
ツ
民
法
典
|
総
則
」
法
務
資
料
四
四
五
号
(
昭
六
O
)
を
参
照
し
た
。



集合財産担保に関する基礎的考察 (3) 

第
一
草
案

七
八
九
条

物
の
従
物
と
は
、
主
物
の
構
成
部
分
と
な
る
こ
と
な
く
、
永
続
的

に
主
物
に
供
さ
れ
且
つ
こ
の
用
途
に
応
じ
た
主
物
と
の
外
見
的
な
関

係
に
あ
る
動
産
で
あ
る
。
但
し
、
取
引
慣
行
に
よ
り
従
物
と
み
ら
れ

な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

従
物
は
、
一
時
的
な
目
的
の
た
め
の
主
物
か
ら
の
分
離
に
よ
り
、

そ
の
性
質
を
失
う
こ
と
は
な
い
。

∞の∞

九
七
条

従
物
と
は
、
主
物
の
構
成
部
分
と
な
る
こ
と
な
く
、
主
物
の
経
済

的
目
的
に
供
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
且
つ
、
用
途
に
応
じ
て
主
物
と

空
間
的
関
係
に
あ
る
動
産
で
あ
る
。
但
し
、
取
引
に
お
い
て
従
物
と

み
ら
れ
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

物
は
、
他
物
の
経
済
的
目
的
の
た
め
に
一
時
的
に
使
用
し
て
も
、

従
物
と
な
ら
な
い
。
従
物
は
、
主
物
か
ら
一
時
的
に
分
離
し
て
も
、

従
物
性
を
失
わ
な
い
。

七

九

一

条

=

九

八

条

七
八
九
条
に
定
め
る
要
件
を
み
た
す
限
り
、
左
の
物
も
ま
た
従
物
一
左
の
物
は
、
主
物
の
経
済
的
目
的
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

で

あ

る

。

一

一

、

営

業

の

た

め

永

続

的

に

設

置

さ

れ

た

建

物

に

お

い

て

、

特

に

一
、
営
業
目
的
に
供
さ
れ
る
機
械
そ
の
他
の
器
具
。
こ
れ
ら
は
営
一
粉
挽
場
、
鍛
冶
場
、
醸
造
場
、
製
造
工
場
に
お
け
る
営
業
用
の
機
械

業
目
的
で
継
続
的
に
設
置
さ
れ
た
建
物
、
と
り
わ
け
粉
挽
場
及
び
醸
一
及
び
そ
の
他
の
器
具
。

造
場
、
鍛
冶
場
、
製
造
工
場
の
従
物
と
な
る
。
一
二
、
農
地
に
お
い
て
は
、
農
業
用
の
器
具
・
家
畜
、
及
び
同
種
若

二
、
農
業
経
営
の
た
め
の
器
具
・
家
畜
、
及
び
同
種
若
く
は
類
似
一
く
は
類
似
の
農
作
物
の
収
穫
予
定
時
期
ま
で
経
営
を
継
続
す
る
た
め

の
農
作
物
の
収
穫
予
定
時
期
ま
で
経
営
を
継
続
す
る
た
め
に
必
要
な
一
に
必
要
な
農
作
物
及
び
現
に
農
場
で
産
出
さ
れ
た
肥
料
。

農
作
物
及
び
経
営
に
必
要
な
肥
料
。
こ
れ
ら
は
農
場
の
従
物
と
な
る
。
=

一O
六
七
条
三
号

左
の
物
に
つ
い
て
は
債
権
者
の
た
め
に
抵
当
権
の
効
力
が
及
ぶ
。

一
一
一
一

O
条

抵
当
権
は
土
地
よ
り
分
離
し
た
土
地
の
産
出
物
そ
の
他
の
構
成
部

北法46(1・93)93



説

三
、
土
地
の
従
物
。
但
し
、
土
地
所
有
者
の
所
有
に
帰
せ
ざ
る
も

の
を
除
く
。

吾'b.
H冊

一O
六
八
条

抵
当
権
者
の
利
益
の
た
め
に
差
押
が
な
さ
れ
る
以
前
に
、
土
地
か

ら
の
分
離
に
よ
っ
て
動
産
と
な
っ
た
産
出
物
そ
の
他
の
構
成
部
分
又

は
従
物
が
土
地
か
ら
搬
出
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
物
に

対
す
る
抵
当
権
の
効
力
は
搬
出
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。

そ
の
よ
う
な
物
が
搬
出
以
前
に
譲
渡
さ
れ
又
は
質
入
れ
さ
れ
る
場

合
に
お
い
て
、
八
七
八
条
[
第
三
者
の
権
利
の
目
的
物
に
関
す
る
普

意
取
得
の
規
定
]
及
ぴ
一
一
五
二
条
{
第
三
者
の
権
利
の
目
的
物
に

関
す
る
質
権
の
善
意
取
得
の
規
定
]
は
抵
当
権
者
に
対
し
て
適
用
さ

れ
な
い
。

分
に
及
ぶ
。
但
し
、
第
九
五
四
条
乃
至
第
九
五
七
条
[
物
の
産
出
物

及
ぴ
構
成
部
分
の
取
得
に
関
す
る
規
定
]
に
よ
り
分
離
と
共
に
土
地

の
所
有
者
又
は
自
主
占
有
者
以
外
の
者
の
所
有
に
帰
す
場
合
は
こ
の

限
り
で
は
な
い
。
ま
た
、
土
地
の
従
物
に
つ
い
て
も
抵
当
権
が
及
ぶ
。

但
し
、
土
地
所
有
者
の
所
有
に
帰
せ
ざ
る
も
の
を
除
く
。

北法46(1・94)94

一
一
一
一
一
条

土
地
の
産
出
物
そ
の
他
の
構
成
部
分
並
び
に
従
物
が
、
債
権
者
の

た
め
に
す
る
差
押
前
に
、
譲
渡
さ
れ
且
つ
搬
出
さ
れ
た
と
き
は
、
抵

当
権
の
効
力
を
免
れ
る
。

譲
渡
が
搬
出
の
前
に
な
さ
れ
た
と
き
は
、
譲
受
人
は
債
権
者
に
対

し
抵
当
権
に
関
し
善
意
で
あ
る
こ
と
を
主
張
で
き
な
い
。
譲
受
人
が

物
を
土
地
よ
り
搬
出
し
た
場
合
に
お
い
て
、
搬
出
前
に
な
さ
れ
た
差

押
が
譲
受
人
に
対
し
て
そ
の
効
力
を
有
す
る
の
は
、
譲
受
人
が
搬
出

の
当
時
差
押
に
関
し
善
意
で
な
か
っ
た
と
き
に
限
ら
れ
る
。

一
一
一
一
二
条

産
出
物
又
は
構
成
部
分
が
通
常
の
経
営
の
範
囲
内
に
お
い
て
土
地

よ
り
分
離
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
差
押
前
に
土
地
よ
り
搬
出
さ
れ

た
と
き
は
、
譲
渡
が
な
く
と
も
抵
当
権
の
効
力
は
消
滅
す
る
。
但
し
、

搬
出
が
一
時
的
な
目
的
の
た
め
な
さ
れ
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な

・ν
従
物
が
差
押
前
に
通
常
の
経
営
の
範
囲
内
に
お
い
て
従
物
性
を
失

っ
た
と
き
は
、
譲
渡
が
な
く
と
も
抵
当
権
の
効
力
を
免
れ
る
。



法七
律物九
行に O
為関条
のす
締る
結生
の~

日空前
日の
で持

主語
弱行
m 為
誌は

哲疑
.し3

jえが
ぶめ
。る

場
A 
口

は

一
一
二
四
条

物
を
譲
渡
し
又
は
こ
れ
に
負
担
を
課
す
債
務
は
、
疑
い
が
あ
る
場

合
に
は
、
物
の
従
物
に
も
及
ぶ
。

集合財産担保に関する基礎的考察 (3)

本
論
文
で
は
、
さ
し
あ
た
り
、
抵
当
権
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
に
関
わ
ら
な
い
=
二
四
条
や
九
二
六
条
、

諸
規
定
を
検
討
の
対
象
と
は
し
な
い
。

(
3
)
冨
O
巴
〈
巾
N
E
島
市
口
開
ロ
同
耳
ロ
吋
同
市
巾
百
巾
∞
∞
骨
四
巾
『
-
R
宮
市
ロ
の
巾
帥
R
N
σ
=
円
『
巾
印
『
D
司
巴
回
目
。
2
丹
田
円
宮
市
周
包
門
戸
田
内
田
・
ω
・
ω
白
内
『
巾
口
『
巾
円
宮
・
ω
・
命
日
(
)
同
・
4

百
一
回
・
冨
匡
四
円
r
w
ロ

(FZ同)・

0
5
問
巾
回
目
吉
宮
丹
市
ロ
富
即
丹
市
『
E
-
g
N
E
呂
田
口
『
岡
市
忌
各
自
の
何
回
巾
仲
N
U
E
門
戸
田
島
ω
・
・
5
3
-
m
-
ω
忠
〔
以
下
、
ョ
冨
口
問
E
P
F白
o
t
〈
ぺ
と
引
用
す
る
]

右
冨
o
z
z
に
よ
れ
ば
、
従
物
以
外
の
経
済
的
な
部
分
と
し
て
、
分
離
に
よ
っ
て
所
有
権
者
に
帰
属
し
た
果
実
、
果
実
に
代
わ
る
使
用
お
よ
び

用
益
賃
料
債
権
、
抵
当
目
的
物
の
保
険
に
基
づ
く
債
権
に
も
抵
当
権
の
効
力
が
拡
張
さ
れ
る
の
が
原
別
で
あ
る
(
宮
高
E
ロ
-
F
-
2
2
-
m
-
民
ω)。

わ
が
国
で
は
、
こ
れ
ら
の
客
体
の
う
ち
、
賃
料
債
権
お
よ
び
保
険
金
支
払
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
物
上
代
位
に
よ
っ
て
抵
当
権
の

効
力
が
及
ぶ
(
民
法
三
七
二
条
お
よ
び
三

O
四
条
)
。

(
4
)
玄
ロ
向
島
田
P
白
・
曲
・
0
・・(〉ロB・

s・ω・ω
め

ω・

(
5
)
玄ロ岡島mwHY白・白
0
・
(
〉
ロ
E
・
g
-
m
-
ω
∞
ω
・

(6)
玄ロ伺品川wpmw-曲・
0
・
・
(
〉
ロ
ヨ
ω
)
・
ω
・
ω
。

(
7
)
F
Z
且
当
日
間
Z
印
ロ
呂
田
口
口
・
。
回
巾
開
『
凹
門
『
巾
n
w
z
=
岡
島
m
w
『
国
可
U
0
5
巾
}
向
田
口
町
『
巾
垣
市
岡
z
n
F
巾
∞
白
円
}
戸
市
戸
百
回
σ
巾
的
。
ロ
円
四
巾
『
巾
田
口
問
。
『
=
ロ
島
田
g
n
r
帥
N
Z
σ
巾
F
D
『
・
ロ
ロ
丹
市
『

〈
O
ユ
岡
市
立
岡
市
『
岡
市
口
白
E
R
-
∞
巾
帥
Z
B
B
E
回
開
門
同
巾
∞
∞
巾
印
片
山
w
=
ι
丹
市
-
z
-
E
ロ
ι
N
E
F
巾
F
O
『
σ
巾
間
ユ
ロ
回
目
同
国
∞
F
ロ
ロ
巾
島
内
田
∞
・
の
回
・
・

0
-師
団

-
F
2℃
NF拘・]戸市山]ニ」的・]戸Oω

(
8
)
Z
E
開
品
目
白
-
m
w
-
国
・
0
・
・
(
〉
E
g
g
-
ω
・
ω
。
。
・

(9)
玄ロ岡島田口・白・白・
0
・
・
(
〉
ロ
ヨ
ω
)
・
ω
ω
念
『

(
日
)
冨
己
主
g
-
白
・
白
・
0
・
・
(
〉
ロ
冒
・
ω
)
・
ω
ω
叶
は
、
第
一
草
案
七
九
一
条
自
体
が
七
八
九
条
所
定
の
要
件
の
明
確
化
を
目
的
と
し
た
条
文
で
あ
っ
て
、

従
物
の
範
囲
の
拡
大
を
目
的
と
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

(
日
)
第
一
草
案
七
八
九
条
な
ど
に
は
、
従
物
所
有
者
を
土
地
所
有
者
に
限
定
す
る
旨
の
規
定
は
な
い
。
こ
れ
は
、
第
三
者
で
あ
っ
て
も
、
従
物
関
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一
O
一
一
一
一
条
、

一
O
六
二
条
な
ど
の



説

係
の
創
設
を
意
図
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
〈
四
-
-
窓
口
芭

E-
白血・。・・(〉ロ
g
・ω)
・
ω
・
2
・

も
っ
と
も
、
第
一
草
案
一

O
六
七
条
に
先
立
つ
』

o
Z耳
に
よ
る
部
分
草
案
三
八
三
条
四
号
で
は
、
「
所
有
者
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
、
か
っ
、
土
地

か
ら
空
間
的
に
分
離
さ
れ
る
以
前
の
動
産
た
る
従
物
」
に
抵
当
権
の
効
力
が
及
ぶ
旨
を
規
定
す
る
こ
と
で
、
所
有
者
が
限
定
さ
れ
て
い
た
。
こ

の
規
定
は
、
第
一
委
員
会
に
よ
る
審
議
に
お
い
て
、
現
在
と
ほ
ぼ
同
様
の
規
定
と
な
っ
た
。
〈
同
一
-
E
2え
Z
2ロユ円
F
U
Z
Z
¥垣
市
『
口
市
『
∞
円
E

Z
ユ

(
町
『
∞
伺
)
・
。
田
町
∞
巾
『
白
押
匡
口
開
会
山
mw
∞門戸『岡市「
znv巾
ロ
の
内
的
巾
丹
NUE円
F
M
E
a
-∞
ZEmwE日円『巾『

N
Z回
白
呂
田
町
田
mwz--E白
岡
島
市
『
ロ
ロ
〈
巾
『
D
民巾ロ己
Hn宮市ロ

ρ
z
m
-
z
p

∞白円
Fmロ『巾円『丹田向日・

N・間川町]{()]戸∞
lHN
句。・]戸川甲山山]「∞-印
C
0
・

む
し
ろ
、
同
号
に
関
す
る
理
白
書
は
、
分
離
す
る
場
合
の
抵
当
権
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

後
掲
注

(
M
)
参
照
。

(
ロ
)
た
と
え
ば
、
出
合
ロ
コ
n
F
U
Rロ
FE『伺・

0
8
2
m
wロ
ι『巾
n
z・回色
-
r
H
∞め
0
・∞
-AHω
∞二回
q
p
司
自
己
巾
宮
内
ロ
・
切
己
-
Y
ω
・
〉
ロ
戸
-H
∞∞一円

ω・
。
。
叶
・
は
、
こ

の
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。

(
日
)
抵
当
権
の
効
力
の
及
ぶ
従
物
を
土
地
所
有
者
の
所
有
す
る
従
物
に
限
定
す
る
と
い
う
原
則
を
採
用
す
る
立
法
例
が
あ
る
(
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般

ラ
ン
ト
法
第
一
一
編
第
二

O
章
四
四
三

l
四
四
六
条
、
プ
ロ
イ
セ
ン
所
有
権
取
得
法
三

O
条
、
仏
民
法
一
一
一
一
八
条
二
号
お
よ
び
一
二
三
一
二
条
、

バ
イ
エ
ル
ン
抵
当
権
法
三
四
条
、
ザ
ク
セ
ン
民
法
四
一

0
1
四
二
二
条
、
ヘ
ッ
セ
ン
担
保
法
四
九
条
な
ど
)
。
し
か
し
、
ピ
ユ
ル
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク

担
保
法
は
、
例
外
的
に
右
原
則
を
採
用
し
て
い
な
い
(
冨
Z
E
P
E・o・-
2
E
r
g
-
∞
-
ω
2・)。

(日比
)
g
E伺《同開口・白血・
0
・・(〉ロ阿国

ω)
・
ω
ω
。∞-

も
っ
と
も
、
部
分
草
案
の
理
白
書
に
よ
れ
ば
、
部
分
草
案
三
八
三
条
四
号
に
お
け
る
抵
当
権
者
と
土
地
所
有
者
の
利
益
の
均
衡
に
つ
い
て
、

所
有
権
の
外
観
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
た
し
か
に
法
理
論
的
に
は
附
属
物
所
有
者
と
主
物
所
有
者
と
が
異
な
れ
ば
、
主
物
従
物
関

係
は
解
消
す
る
。
し
か
し
所
有
権
の
外
観
に
対
す
る
抵
当
権
者
の
保
護
の
た
め
に
、
譲
渡
さ
れ
た
物
が
抵
当
地
か
ら
搬
出
さ
れ
る
ま
で
、
そ
の

物
に
抵
当
権
の
効
力
を
認
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
〈
m
F
F
E
Z
-
ι
』CF04タ
∞
同
門
町
巾
口
『
市
内
宮
回
市
開
『
E
E
Z
-
H
∞
∞
。
ム
∞
∞
N-ω
・
5
ω
ω
同・・

5
・
t
Z
2
2
P
E
Z『同

(
F
Z同
)-o-巾
〈
ロ
ユ
即
開
閉
口
島
市
『

m
E呉
5

2

2
円
己
戸
市
内
門
的
丹
市
問
。
昌
吉
田
包
O

ロ
NE『
〉
g
R
Z
E口
問
己
g
E
Z
R
P
2ロ巾印

∞門戸『岡町『
}HnF巾ロの巾印巾門
NFZ円
F巾印・∞国円
F
2岡田i
巾
門
町
門
司
巳
}N.]戸市W
∞
N.
∞
・
。
。
印
戸

(
日
)
宮
口
同
ι白口・曲目・
0
・・(〉ロ
B
・
s・
ω・
ω。匂

(
日
)
冨
E四品目
HY
同・同・
0
・・(〉ロ自・
ω)
・
ω・
ω∞∞

f命
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(口)Mugdan， a.a.O.， (Anm.3)， S. 370. 

Motive ti' 十4書司令化工、余離れJ ♀~~æ匹81K141言い崎将司n鍵~~宗-R!.1 ~-'ν ， r州製~...ç、余選択j~~m帳も4KL41定Jν 慰!と規!.1吋~'!:!'

時J.，p t¥J .，p t¥J ~吋小拠寂干ミヰ己稲{i&長ν エr{l g堅-，=，'事~-Rる同省~i己'時J~ 当時J~III持~込刊幸司斗!.1怜JP1韮~~単榊佃.Jilf\!.1唆E寒J

νエr{l.lJ判J14E堅必4二時。 舎もJ 平4 草当時J~III特~ti' 時J~ 込+1認会♂霊長ヨヨ耳1.1与二 ν エr{l会内ノ戸長.lJ.，p判事司斗 IP 限寝耳1.1;長 ν 二時単~<jIl!.1 ti 

時J~ 者~-R'\ldlj:民~r{l 0 1 0-1(<様|隠さ主霊長坦!.1リ~事実R剰な1IトJν 三時~:t' IP~ 時。J .lJ J告でν二時 (Mugdan， a. a. 0.， (Anm目

3)，S.369.)0 IJ~IJ .lJ~必' 僻縦士主'単当官蝶~者~-R~同~~<jD~ !!l望{J!;/~榔烈-'.lJ-'\-'寂-R~再認を"!~ポエ~<jロω10-1くく延長 IP

ílr1l毛-'~!.1~~ヤエ.lJや吋&~r{l。

(~) Mugdan， a.a.O.， (Anm.3)， S. 370 

(~) Kloppel， Der Entwurf eines bu時 erlichenGesetzbuchs fur das del山 cheReich，Gruchot 32， 650f. 

(日)Otto von Gierke， Der Entwurf eines burgerlichen Gestzbuchs und das deutsche Recht， 1889， S. 290f. 

.，p I' .lJ.，p' Gierke!.1吋ト(!IJ ~吋小指幸言葉!.1殺Jν ， Planck さ' 時J~~$;雇~~芸日思'R除 ílr lP今~r{l.lJ章式事宇Jν エ心

Zur Kritik des Entwurfes eines burgeriichen Gesetzbuches fur das deutsche Reich， AcP， 75， 327， 398!.) 0 

IJ ~週土」撚!掛紙北J+阿波 -，~.，p~!.1 ti' ~.lJ岬<'!:!' Johannes Krech， Die Rechte an Grundstucken nach dem Entwurfe eines 

Burgeriichen Gesetzbuches fur das Deutsche Reich.， in: E.I. Bekker/O. Fischer (hrsg.)， Beitrage zur Erlauterung und Beur 

teilung des Entwurfes eines Burgerlichen Gesetzbuches fur das Deutsche Reich， 14. Heft.， 1889， S. 54ff や:lJ i己必伶。 t\J~~

~.，p~!.1(ìエ ν ti' Zusammenstellung der gutachtlichen Aeuβerungen zu dem Entwurf eines Burgerlichen Gesetzbuchs gefer-

tigt im Reichs=Justiza皿、 Bd.3.， 1890， S. 19ft. [~~lP ti' IJ~ -þ\緩'\ld“ Zusammenstellung 3" .lJ;;r:;買い時]総堕~~IJ .lJ。

(お)Josef Kohler， Gutachten uber die Frage: 1st die im Entwurf eines burgeriichen Gesetzbuches angenommene Behandlung der 

Pertinenzen z臼 billigen，oder eine Abanderung derselben wunschel】swerth，und in welchem Sinne?， Verhandlungen des 20 

Deutschen Juristentags， Bd. 3.， 1889， S. 145. 

(お)M. Hachenburg， Gutachten uber die Frage: 1st die im Entwurf eines burgerlichen Gesetzbuches angeno町町neBehandlung 

der Pertinenzen zu biJligen， oder eine Abanderung derselben wunschenswerth und in welchen Sinne?， Verhandlungen des 20. 

Deutschen Juristentags， Bd. 3.， 1889， S. 122. 

(Planck， 

(
的
)
僚
や
窓
越
欄
A

吋
令

E
H
-越
国
州
制
醤
h
w
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∞由(∞∞・【
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4特科

(幻)Opitz， Gutachten uber den Entwurf eines burgerlichen Gesetzbuchs fur das Deutsche Reich. 1889， S. 4lf. 'J 8-?<援制ベ朴

J吋 4評会(¥{..! 8~' Zusammenstellung 3， a.a.O.， (Anm.20)， S. 304. 8日矧剃倫理:--1~O 

(認)Freiherr v. Cetto， Referat uber: Pfandrecht und Grundschuld， Archiv des deutschen Landwirthschaftsraths， xm. Jahrg.， 

1889， S. 192f. 'J 8拭溢4 制{..!r-<ゆJ吋恥， Zusammenstellung 3， a.a.O.， (Anm.20)， S. 304f. 8同組制執底~.;.!O

(~) Hachenburg， a.a.O.， (Anm.22)， S. 142 

(自)Kohler， a.a.O.， (Anm.21) ， S. 147 

(お)Herrnes， Gutachten uber die Frage: In welcher Weise ist die Stellung des Gutsinventars zu den Rechten der Real= und Per. 

sonalglaubiger und zu dem Pfandrechte des Verpachters zu regeln?， Verhandlungen des 21. Deutschen Juristentages， Bd. 1.， 

1890， S. 282ff. 

(罰)Verhandlu昭 endes Konigl. Landes.Oekonon山.Kolleg山 nsuber den Entwuf eines bむgerlichenGesetzbuches furdas Deut. 

sche Reich und andere Gegenstande， 3. Session der 4. Sitzungsperiode vom 11. bis 22. Nov. 1889，1890， S. 815ft. ~世~け

Q終縫~(\ニ ν'!!' Zusammenstellung 3， a.a.O.， (Anm. 20)， S. 305f. 81官制G総監....l{..!。

(自)Verhandlungen， a.a.O.， (Anm.28)， S. 33lf.; Zusammenstellung 3， a.a.O.， (Anm.20)， S. 305f. 

(日)Zusammenstellung 3， a.a.O.， (Anm.20)， S. 306. ~ム.，q;'!:!' !L.ヤト置虫剤*1危機~~ (der deutsche Landwirthschaftsrath) 

、「ヰJλ 世帯帯主さ鰭4目 8主制~!.，!誕11(4ぎJν エ!{l吋小~時々。

(お)J. Bachmair， Bericht an das Generalkomite des landwirthschaftl. Vereins in Bayern uber den Entwurf eines burgerlichen 

Gesetzbuchs fur das Deutsche Reich v. 29. 9. 1889， S. 55リ e制緩4 例記ベ朴Jペぷ会(¥{..! 8 ~/ Zusarnmenstellung 3， 

a.a.O.， (Anm.20)， S. 306. 8同鰻ω総監-.J-¥..!.。

(~) Hermes， a.a.O.， (Anrn.27). S. 284ft 

(沼)Zusamrnenstellung der Aeusserungen der Bundesregierungen zu dem Entwurf eines Burgerlichen Gesetzbuchs gefertigt im 

Reichs=Justizarnt， Bd. 2.， 1891， S. 82ff. u. S. 112. トロャヤ入誌::::8\ト入ム 8轍眠術gf:~Ç\エ ν、〆-w制緩制執堕~8'J .lJ。

(諸)組長 11~眠~~8憐機工2(\ エ ν'!!' Protokolle der Kommission fur die zweite Lesung des Entwurfs eines Burgerlichen Gesetz. 

buchs， Bd. 3. Sache町 echt.， in: B. Mugdan (hrsg.)， Die gesammten Materialien zurn Burgerlichen Gesetzbuch， Bd. 3.， 1899， S . 

."，1、ロ
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集合財産担保に関する基礎的考察 (3) 

邑印問問・=・

ω・
3
m
v
R
・
[
以
下
、
ョ
ζ
=
包
g
h
g
g
r
o
-
-
巾
ョ
と
引
用
す
る
}
を
参
照
し
た
。

(
お
)
富
匡
間
色
g
-
句
『
D
同
o
r
o
-
-
巾
・

ω・品匂印・

(お

a)
冨
a
E
P
白
・
釦
・
0
・
・
(
〉
ロ
自
・

ω
印)・∞

-sm-
に
よ
れ
ば
、
提
案
さ
れ
た
動
議
3
は
、
従
物
を
「
主
物
と
全
体
を
構
成
す
る
と
い
う
関
係
に
あ

る
動
産
」
と
定
議
し
、
継
続
性
を
要
件
と
し
な
い
。
こ
の
他
同
時
に
提
案
さ
れ
た
の
は
、
従
物
と
主
物
と
の
聞
の
関
係
を
「
主
物
の
経
済
的
な

用
途
に
供
さ
れ
る
関
係
」
と
す
る
動
議
1
ゃ
、
従
物
を
「
継
続
的
に
主
物
の
経
済
的
目
的
に
供
さ
れ
る
と
い
う
用
途
を
有
す
る
動
産
」
で
あ
る

と
定
義
す
る
動
議
2
で
あ
っ
た
。

(
部
)
そ
の
上
、
豆
諸
島
田
口
・
白
血
・
0
・・(〉ロヨ・

ω
日)・∞

-
Sべ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
一
般
条
項
を
定
め
る
こ
と
で
個
別
の
物
権
行
為
に
つ
い
て
の
特

別
条
項
を
作
成
す
る
必
要
が
な
く
な
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
と
す
る
。

(
初
出

)
Z
E
四
円

HS-同
-
m
W

・O
・-(〉ロ自・
ω
印)・∞-AFゆ∞-

(
お
)
第
二
草
案
の
た
め
の
暫
定
総
括
(
切
の
∞
-
E
Z
E
ユ
ヨ
品
2
2
2
匂
若
宮
日
喜
一
口
口
問
母
出
向
山
-
H
E
n
z
号
『
ョ
〈
C

『
-
2
2
問
g
N
5
白
呂
田
吉
田
E
Z
Z

円
四
巾
『
∞
巾
印
n
F
Z
目
的
巾
品
巾
同
・
穴
O
B
g
Z
2
0
ロ
岳
町
『
忌
巾
N
耳
巳
丹
市
戸
巾
印
=
口
問
会
ω

的
問
ロ
件
当
巴
『
P
2
ロ
巾
回
∞
世
『
伺
巾
「
一
囲
内
『
巾
ロ
の
巾
由
。
S
F
E三
回
帥
w-

〈
O
ロ
勺
S
E
r
-
]
[
∞
m
w
H
t
H
∞
∞
印
)

で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
七
八
九
条
、
七
九

O
条
、
七
八
九

a
条
と
し
て
規
定
さ
れ
、
文
言
が
多
少
修
正
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
第
二
委
員
会
総
括
(
ロ
の
∞

何
ロ
タ
弓
ロ
ユ

5
門
田
市
「
句
白
『
白
伺
『
担
問
V
F
巾
ロ
N
M
V
E
E
口
四
品
巾
回
開
・
]
{
口
白
円
F
島
市
『
3
N
E
目
E
B
S
巾
ロ
凶
門
巾
=
=
口
問
且
角
川
「
∞
巾
印
円
E
E
M
印
司
会
川
『
同
州
市
【
U
r
c
o
ロ
印
。
r
o
g
g
U巴
D
ロ
ョ
岳
山
-
N
-

同
D
B
H
巳
間
的
F
8
・
H
∞
巴
f
H
∞
m
w
印
)
で
も
、
さ
ら
に
修
正
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
第
二
草
案
と
し
て
編
纂
さ
れ
る
際
に
、
再
度
文
言
の
修
正
が
な

さ
れ
、
ま
た
、
七
九

O
条
は
債
務
編
に
移
さ
れ
た
。
〈
包
国
O
『
え
Z
2
ロ
ユ
え
こ
美
与
え
君
。
吋
ロ
ミ

ω円
Z
Z
ユ
(
F
Z
尚
)
唱
。
汚
回
巾
『
包
ロ
ロ
四
ι
2

切昌司岡市岡山田円『巾ロの巾印巾同Nσロ門町田

5

3、
∞
耳
目
白
色
田
口
『
岡
市
『
N
=
印
加
ヨ
ヨ
巾
ロ
出
席
=
=
口
問
ι
巾
『
ロ
ロ
〈
2
・
0

町内巾ロ門戸HnF巾ロ

ρ
ロ
巾
=
巾
ロ
・
〉
ロ
岡
市
自
己
口
市
『
叶
巾
己
抑
間
同
l
N
A
F
C
-
]「

↓2-F品・・]戸市
W

∞印・∞・品∞市山内『・

(
お
)
第
二
草
案
の
た
め
の
暫
定
総
括
で
は
、
文
言
の
修
正
な
く
一

O
六
七

a
条
と
さ
れ
、
第
二
委
員
会
総
括
で
文
言
が
変
更
さ
れ
た
が
、
し
か
し
、

内
容
の
修
正
は
な
く
、
一

O
六
七
条
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
第
二
草
案
で
は
一

O
二
九
条
と
な
り
、
現
行
法
で
は
一
一
二

O
条
と
な
っ
た
。
こ

の
第
二
草
案
と
現
行
法
の
条
文
は
同
一
で
あ
る
。
〈
回
一
』
美
与
え
∞
円
F
E
F
巾
『
戸
白
・
印
・
0
・
・
(
〉
ロ
ヨ
-
H
H
)
唱
印
・
品
∞
。
R
・
E
-
∞
・
印
N
H
内
向

(MW)zzzs-曲
E・

o・-(〉=ョ・
ω
印
)
・
∞
∞
。
k

呂
田
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
動
議
は
、
一

O
六
八
条
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
抵
当
権
者
の
た
め
の
不
動
産
差
押
の
以
前
に
、
分
離
に
よ
っ
て
動
産
と
な
っ
た
土
地
の
産
出
物
そ
の
他
の
構
成
部
分
が
土
地
か
ら
搬
出
さ

れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
抵
当
権
の
効
力
は
搬
出
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。
従
物
が
通
常
の
経
営
活
動
に
お
い
て
土
地
か
ら
搬
出
さ
れ
る
限
り
、
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説

従
物
へ
の
効
力
に
つ
い
て
も
ま
た
同
じ
。
一
時
的
な
目
的
で
行
な
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
搬
出
に
よ
っ
て
は
そ
の
効
力
は
消
滅
し
な
い
。

一
項
に
お
い
て
挙
げ
た
物
が
搬
出
以
前
に
譲
渡
さ
れ
る
か
又
は
質
入
れ
さ
れ
る
と
き
に
は
、
譲
受
人
は
、
抵
当
権
者
に
対
し
て
、
譲
渡
ま
た

は
質
入
の
時
点
で
の
抵
当
権
に
つ
い
て
の
善
意
を
主
張
で
き
な
い
。
」

(
剖
)
も
っ
と
も
、
第
二
委
員
会
の
こ
の
判
断
に
対
し
て
、
後
に
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク

H
シ
ユ
ッ
ペ
リ
ン
や
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク

H
シ
ュ
ト
レ
リ
ッ
ツ

に
よ
り
、
メ
ク
レ
ン
プ
ル
ク
で
は
そ
の
よ
う
な
事
態
が
ま
れ
で
は
な
い
の
で
、
法
的
安
定
性
の
見
地
か
ら
第
一
案
の
よ
う
に
規
定
す
べ
き
で
あ

る
と
の
意
見
が
表
明
さ
れ
た
。
〈
同
こ
美
与
え
∞
円
F
E
U
巾「
F

白・白
0
・(〉

E
L
H
)・
ω・印
N
叶・

(
H
H
a
)

第
二
草
案
の
た
め
の
暫
定
総
括
一

O
六
七
a

条
二
項
三
文
は
、
抵
当
権
の
効
力
か
ら
従
物
が
免
れ
る
要
件
を
、
差
押
前
に
譲
渡
な
い
し
質

入
れ
き
れ
、
且
つ
、
搬
出
さ
れ
る
こ
と
と
定
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
第
二
委
員
会
総
括
一

O
六
七

a
条
一
項
後
段
お
よ
び
第
二
草
案
一

O
三

O
条
一
項
後
段
に
お
い
て
は
、
差
押
前
に
譲
渡
な
い
し
負
担
設
定
さ
れ
(
『
己

g
R己
)
、
且
つ
、
搬
出
さ
れ
る
こ
と
と
文
言
が
変
更
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
文
言
変
更
の
理
由
は
、
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
。

(
必
)
宮
ロ
間
色
白
ロ
・
国
・
白
0
・・(〉ロ周回・

ω
印
)
・
凶
・
∞
。
。
ぬ
・

(
日
)
従
物
性
の
喪
失
の
例
と
し
て
想
定
さ
れ
た
の
は
、
同
一
所
有
者
の
土
地
の
聞
で
従
物
が
移
動
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
、
譲
渡
と
同
様
、

抵
当
権
の
効
力
を
免
れ
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
議
が
提
出
さ
れ
て
い
る
(
玄
ロ
立

E-
国・目・
0
・・(〉ロヨ・
ω日)・

ω・∞
C
N
)
。

(
叫
)
た
と
え
ば
、
切
の
∞
九
七
条
は
連
邦
参
議
院
提
出
法
案
お
よ
び
帝
国
議
会
提
出
法
案
(
い
わ
ゆ
る
第
三
草
案
)
で
は
九
三
条
と
し
て
表
記
さ
れ

て
い
た
。
ま
た
、
一
二
一
一
条
お
よ
び
一
一
二
二
条
と
な
っ
た
第
二
草
案
一

O
三

O
条
(
第
一
草
案
一

O
六
八
条
)
は
、
連
邦
参
議
院
提
出
段

階
で
一
一

O
五
条
と
一
一

O
六
条
に
分
割
さ
れ
、
帝
国
議
会
提
出
段
階
で
は
そ
れ
ぞ
れ
一
一

O
四
条
、
一
一

O
五
条
と
さ
れ
た
。
〈
包

]巳
8
σ
凹¥∞円
F
E
σ
巾
『
?
目

po--(〉ロ呂田
HH)
・
∞
・
印
N
J
刊
一
の
巾
岡
市
口
昌
F
m
H
d
山丹市
-
Z口
問
込
巾
帥
閉
山
口
公
司
巾
『
印
丹
巾
『
戸
市
田
巴
口
hF
己
巾
回
開
ロ
ゴ
戸

N
当

2
R「
戸
市
出
=
口
問
・
円
四
2
・∞
E
ロ・

母
印
『
白
同
町
田
〈
ロ
ユ
即
岡
市
・
島
市
吋
河
内
E

Z

S
同日〈
O
『}白岡市

E
B
島
市
田
の
巾
凹
市
門
N
E
n
F
F
S
一
回
忌
=
包

B
E
a
t
-
宮
市
岡
市
印
即
日
同
国
門
巾
ロ
宮
白
丹
巾
ユ
丘
町
ロ

N
ロ
ヨ
∞
ロ
『
岡
市
『
l

-FnF
巾
ロ
の
市
田
市
同
N
U
E
n
F

回己・

ω・∞

F
M
l
F
M
H

こ
れ
ら
の
条
項
の
う
ち
、
第
三
草
案
九
三
条
に
関
し
て
は
、
従
物
と
主
物
の
所
有
者
が
同
一
で
あ
る
必
要
が
あ
る
の
か
が
審
議
さ
れ
た
(
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
∞
巾
『
F
n
V
丹
色
巾
『
〕
〔
口
・
穴
OB-
〈
-
H
N
・』ロ
E

H
∞
m
v
G
-
Z
「
-
K
H
A
S
P
5一
回
忌
ロ
岡
島
田
口

(
F
『的問

)
-
U
5
間
g
g
H
S
Zロ
沼
恒
丹
市
コ
丘
四
冊
目

N
E自

由
骨
肉
巾
『
巴
円
『
岡
市
ロ
の
巾
認
定

E
円
戸
田
島
ω
-
H
∞
∞
少
∞
活
色
町
に
よ
っ
た
)
。
ま
た
、
第
三
草
案
一
一

O
四
条
に
関
し
て
は
、
債
務
者
の
受
信
能
力
の
拡

大
と
債
権
者
の
権
利
保
護
を
目
指
し
て
、
搬
出
行
為
を
経
済
的
な
処
置
と
す
る
提
案
や
「
一
時
的
で
な
い
搬
出
L

を
要
件
と
す
る
提
案
が
審
議

号ι
日岡
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さ
れ
た
。
し
か
し
、
搬
出
さ
れ
た
従
物
が
信
用
の
基
礎
と
な
ら
な
い
こ
と
や
債
権
者
の
保
護
は
同
草
案
一
一
一
七
条
お
よ
び
一
一
一
八
条
の
規

定
(
現
行
切
の
切
で
は
そ
れ
ぞ
れ
一
一
三
四
条
お
よ
ぴ
一
一
一
一
一
五
条
に
該
当
す
る
)
で
十
分
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
右
の
提
案
の
う
ち
前
者
は

否
決
さ
れ
、
後
者
は
撤
回
さ
れ
た

(
P目
0
・∞

5
0切)。

(
必
)
こ
の
点
は
、
す
で
に
、
鎌
野
邦
樹
「
『
抵
当
権
と
従
物
』
論
」
早
法
六
四
巻
三
号
一

O
二
頁
(
平
一
冗
)
が
指
摘
し
て
い
る
。

(
剖
)
前
掲
注
(
日
)
の
記
述
を
参
照
の
こ
と
。

(
幻
)
し
か
し
、
従
物
所
有
者
を
土
地
所
有
者
に
限
定
す
る
条
項
に
規
定
の
変
遷
が
み
ら
れ
る
(
前
掲
注
(
日
)
参
照
)
。
こ
の
点
は
、
次
の
一
二
一

一
条
以
下
に
お
け
る
議
論
の
出
発
点
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
当
初
の
規
定
の
形
態
が
現
行
法
の
一
一
一
一
一
条
に
近
く
、
ま
た
、

部
分
草
案
理
由
書
が
、
こ
の
規
定
を
、
分
離
の
際
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
確
定
の
た
め
の
基
準
と
捉
え
た
説
明
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(
必
)
こ
の
他
に
、
国
民
の
法
感
情
に
合
致
し
て
い
る
の
か
、
つ
ま
り
、
ラ
ン
ト
法
と
一
致
し
て
い
る
の
か
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
た

と
え
ば
、
第
一
草
案
を
め
ぐ
る
批
判
な
い
し
第
二
委
員
会
に
お
け
る
議
論
に
お
い
て
現
れ
て
い
る
。

集合財産担保に隠する基礎的考察 (3) 

第
二
款

従
物
責
任

(N5号。『
gpgm)
に
関
す
る
学
説
と
裁
判
例
の
状
況

序

本
款
で
は
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
抵
当
権
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
か
、

(
l
)
 

の
要
件
が
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
た
め
、
学
説
と
裁
判
例
を
検
討
す
る
。
そ
の
際
、
ま
ず
、
抵
当
不
動
産
上
の

動
産
が
従
物
に
該
当
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
を
と
り
あ
げ
る
。
次
に
、
当
該
動
産
が
従
物
性
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
「
附
加
」
・

お
よ
び
、
切
の
∞

「
分
離
」
が
生
じ
た
場
合
に
当
該
動
産
に
主
物
の
抵
当
権
の
効
力
が
及
ぶ
か
否
か
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
る
。
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説

従
物
性

論

∞
の
∞
は
、
抵
当
不
動
産
上
の
動
産
の
う
ち
従
物
に
あ
た
る
物
に
抵
当
権
の
効
力
が
及
ぶ
こ
と
を
認
め
る

(
∞
の
∞
一
一
一
一

O
条
)
。
し
か
し
、

な
ぜ
、
動
産
た
る
従
物
に
不
動
産
担
保
権
で
あ
る
抵
当
権
の
効
力
が
及
ぶ
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
学
説
は
、
主
物
と
従
物
か
ら
な
る
経
済

(
2
)
 

的
な
統
一
体
を
抵
当
権
が
把
握
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
款
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
従
物
と
主
物
を

あ
く
ま
で
法
律
上
別
個
の
物
と
し
つ
つ
、
経
済
的
な
レ
ベ
ル
に
お
け
る
統
一
を
図
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
抵
当
権
者
と
土
地
所
有
者

(
3
)
 

の
相
互
の
利
益
を
図
っ
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
抵
当
権
者
は
、
よ
り
確
実
な
担
保
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
、

(
4
)
 

他
方
土
地
所
有
者
は
、
被
担
保
債
権
額
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

[1] 
C
F
の
同
D
E
C
コ・〈
-
N
N
H
N
・同市山∞。|同
ω
C
N九
日

ω
¥
∞A
V
〈

巾

『

帥

何

回

mw

∞∞
-
H
C叶
N

土
地
債
務
権
利
者
X
が
破
産
管
財
人
Y
に
よ
る
織
物
工
場
内
の
機
械
類
の
搬
出
を
禁
止
す
る
仮
処
分
を
求
め
た
。
本
件
で
は
、
建
物
が
織
物
工
場

以
外
の
用
途
で
も
用
い
ら
れ
て
い
た
た
め
、
工
場
の
属
具
た
る
機
械
が
建
物
の
従
物
と
認
め
ら
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
請
求
認
容
。
従
物

性
を
肯
定
す
る
理
由
と
し
て
、
。
F
の
が
挙
げ
た
の
は
、
生
産
場
所
た
る
建
物
へ
の
機
械
類
の
搬
入
に
よ
っ
て
、
建
物
と
設
備
の
総
体
が
機
能
的
な

生
産
場
所
を
構
成
し
、
設
備
の
経
済
的
価
値
が
設
備
の
個
別
の
価
値
の
合
計
を
越
え
て
高
め
ら
れ
る
点
、
お
よ
び
、
本
件
機
械
類
を
従
物
と
看
倣

さ
な
け
れ
ば
、
機
械
が
は
る
か
に
大
き
な
担
保
価
値
を
有
す
る
場
合
に
債
務
者
の
受
信
が
不
必
要
に
困
難
に
な
る
点
で
あ
る
。

右
判
決
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
従
物
た
る
動
産
に
主
物
の
抵
当
権
の
効
力
が
及
ぶ
根
拠
は
、
動
産
と
不
動
産
の
個
別
の
価
値
の
合
計

よ
り
も
、
両
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
機
能
的
な
集
合
体
の
価
値
の
方
が
大
き
い
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。

抵
当
不
動
産
上
の
動
産
が
従
物
で
あ
る
か
否
か
は
、
切
の
回
九
七
条
お
よ
び
九
八
条
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
学
説
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に
異
論
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
主
物
の
構
成
部
分
で
は
な
い
独
立
の
動
産
で
あ
っ
て
、
主
物
の
経
済
的
目
的
に
供
さ
れ
、

か
っ
、
主
物
と

の
間
で
右
目
的
に
合
致
し
た
空
間
的
関
係
を
有
す
る
場
合
に
、
当
該
動
産
は
従
物
と
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
右
目
的
が
一
時
的
な
も
の
で

あ
る
場
合
、

ま
た
は
、
取
引
観
念
に
よ
っ
て
従
物
性
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
従
物
性
は
否
定
さ
れ
る
。
次
に
、
こ
れ
ら
の
点
に
関
す

る
裁
判
例
を
み
る
。

[
2
]
 
O
F
C
(
u
o
-
自由『一

C
ユ
-
〈
-
H
0
・
ω
-
H
句。
ω

l
園
・
。
∞
-
-
O
Fの日両日司『・

A
T
N叶
{
)

土
地
所
有
者
の
印
刷
機
械
を
債
権
者
Y
が
差
し
押
さ
え
た
の
で
、
抵
当
権
者
X
は
、
差
押
に
対
し
て
異
議
の
訴
を
提
起
し
た
。
請
求
認
容
。
従
物

性
判
断
の
基
準
は
、
当
該
動
産
が
主
物
の
目
的
の
た
め
に
重
要
で
あ
る
か
否
か
で
は
な
く
、
動
産
が
主
物
の
経
済
的
目
的
に
供
す
べ
き
も
の
と
き

れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
主
物
の
目
的
に
現
に
役
立
ち
か
っ
役
立
つ
こ
と
が
相
応
し
い
の
か
ど
う
か
で
あ
る
と
し
た
。

[
3
]
 
m
A
U
C
『
け
〈
-
N
H
.
H
ψ
。
斗
|
園
¥
。
め
ぐ
・
」
者

H
m
w
O
ブ

H
N匂

集合財産担保に関する基礎的考察 (3) 

鉱
山
会
社
A
所
有
の
甲
地
は
、
鉱
山
と
と
も
に
Y
が
競
落
し
た
。
他
方
A
所
有
の
乙
地
は
、
鉱
山
と
は
別
に

B
が
競
落
し
た
。
Y
は
、
乙
地
上
の

機
械
工
場
お
よ
び
金
属
工
場
内
の
機
械
器
具
な
ど
を
鉱
山
の
従
物
と
し
て
占
有
し
た
。
A
の
破
産
管
財
人
X
は、

B
か
ら
権
利
を
譲
り
受
け
て
、

機
械
器
具
類
の
鉱
山
従
物
性
を
否
定
し
て
、
返
還
を
Y
に
求
め
た
o
O
F
の
請
求
一
部
認
容
・
一
部
棄
却
。
上
告
棄
却
。
争
点
は
、
①
主
物
の
利
用

可
能
性
が
消
滅
し
た
後
の
従
物
性
と
②
主
物
が
さ
ら
に
別
の
物
に
従
属
す
る
場
合
に
従
物
は
そ
の
別
の
物
の
従
物
と
な
る
の
か
で
あ
っ
た
。
問
。
は
、

①
に
つ
い
て
、
物
の
性
質
上
当
該
動
産
が
主
物
に
供
さ
れ
る
物
で
あ
り
、
か
っ
、
実
際
に
供
さ
れ
て
い
る
場
合
、
主
物
の
利
用
可
能
性
が
消
滅
し

て
も
従
物
性
は
消
滅
し
な
い
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
経
営
が
不
可
能
に
な
っ
た
鉱
山
に
供
さ
れ
て
い
た
動
産
の
従
物
性
は
失
わ
れ
な
い
。
②
に

つ
い
て
は
、
本
件
工
場
自
体
が
経
済
的
な
目
的
や
性
質
に
合
致
す
る
方
法
で
鉱
山
に
供
さ
れ
る
鉱
山
の
従
物
で
あ
っ
て
も
、
本
件
機
械
器
具
は
工

場
自
体
に
供
さ
れ
て
い
る
の
で
、
鉱
山
の
従
物
で
は
な
い
と
す
る
。

[
4
]
 
O
F
の

U
白
円
目
的

S
向
洋
己
『
門
〈

N
叶

H
H
-
H
句
。
∞
|
同

N
ω
-
O
Fの
河
印
同
】
『
-
N
0
・
ω
∞
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説

ガ
ス
会
社
の
債
権
者
で
あ
る

Y
は
、
大
型
金
庫
と
在
庫
の
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
を
差
し
押
さ
え
た
。
そ
こ
で
、
抵
当
権
者

X
が
差
押
物
の
解
放
を
求
め

た。

一
部
認
容
・
一
部
棄
却
。
争
点
は
、
従
物
性
で
あ
る
。
工
場
の
営
業
上
、
家
具
を
備
え
た
事
務
所
が
必
要
で
あ
る
。
大
型
金
庫
は
家
具
に
含

号b.
u岡

ま
れ
る
。
し
か
し
、
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
は
未
使
用
の
在
庫
品
で
あ
っ
て
、
従
物
で
は
な
い
。

{
5
]
 
O
F
C
冨
田
口

n
F冊
目

∞

命

的

門

主

〈

N
寸

-
H
C
-
H市

W
H
ω
l
H
-
N
ω
・'
O
Fの
何
回
唱
『

-
N山
Y

N
品
仏

債
務
者
A
の
農
場
に
あ
る
オ

1
ト
麦
を
Y
が
差
し
押
さ
え
た
。
抵
当
権
者
X
は
こ
れ
に
異
議
を
申
し
立
て
た
。
〉
の
申
立
棄
却
o

F
の
申
立
認
容
。

Y
再
抗
告
。
再
抗
告
棄
却
。
本
件
農
場
で
は
地
勢
上
馬
し
か
利
用
で
き
ず
、
オ
ー
ト
麦
が
農
場
で
使
う
馬
の
飼
育
と
翌
年
の
播
種
の
た
め
に
必
要

で
あ
り
、
従
物
に
あ
た
る
と
す
る
。

[6] 
F
の
の
D
円
昨
日
間
巾
ロ
∞
冊
目
円

E-
〈

H
m
W
H
O
-
H
m
w
N
ω
l
H
叶

ω

。印¥
N
P
一
戸
可
同
ω
ω
戸
ω
A竹
下
品

債
務
者
A
の
養
鶏
場
内
の
鶏
と
ア
ヒ
ル
に
対
し
て
な
さ
れ
た
差
押
へ
の
異
議
申
立
事
件
の
よ
う
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
鶏
等
の
従
物
性
を
肯
定
し

て
異
議
を
認
容
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
卵
と
若
鶏
の
生
産
を
目
的
と
し
、
経
営
の
範
囲
内
で
再
飼
育
か
売
買
か
が
決
定
さ
れ
る
な
ど
、
鶏
等
が
A

の
経
営
の
基
礎
を
構
成
し
同
時
に
土
地
の
経
済
的
目
的
に
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

[
7
]
 
切の
E

C『
け
〈
・
い

E
-
H
N
H
m
w斗
ω

|
ぐ‘

N
ω
‘
ぐ

AZ¥叶
N
-
切
の
国
N
G
N
‘品川
W

X
は
、
建
築
業
者
A
の
所
有
地
に
土
地
債
務
を
有
し
て
い
た
。
他
方
、
A
は
営
業
属
具
を
担
保
の
目
的
で
Y
に
所
有
権
譲
渡
し
た
。
Y
は
、
A
の

破
産
管
理
人
の
同
意
を
得
て
、
属
具
を
売
却
し
た
。

X
は
、
属
具
の
従
物
性
に
基
づ
き
、
属
具
売
却
代
金
の
支
払
い
を

Y
に
求
め
た

o
v
o
請
求

認
容
。
。
F
の
請
求
棄
却
。
上
告
棄
却
。
切
の
出
は
、
土
地
従
物
の
場
合
経
済
的
統
一
体
の
中
心
は
営
業
で
は
な
く
、
む
し
ろ
主
物
と
し
て
の
土
地

で
あ
り
、
営
業
属
具
が
土
地
従
物
と
な
る
の
は
、
土
地
が
経
営
の
継
続
の
た
め
に
供
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
た
ま
た
ま
家
屋
敷
に
営
業
の

中
心
が
あ
る
場
合
で
は
な
い
と
し
た

O
F
の
の
判
断
を
支
持
し
た
。
そ
の
際
、
土
地
の
経
済
的
目
的
の
判
断
に
つ
い
て
、
土
地
と
経
営
属
具
と
の

結
合
関
係
の
保
持
が
土
地
の
価
値
と
使
用
可
能
性
を
左
右
す
る
と
い
う
事
実
を
重
視
し
て
い
る
。
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[8] 
∞の国

C
2・〈
-
N
H
H
H
匂∞
N
i
s
-
N
印
出
回
ω
]
戸
¥
∞
「
切
の
国
N

∞印
-
N
ω
h
H
・月間】ご巾間一巾一『
Hmw
∞
ω
-
H
G
寸

Y

(破
産
管
財
人
と
思
わ
れ
る
)
が
運
送
会
社
の
自
動
車
を
売
却
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
土
地
債
務
権
利
者
X
が
Y
に
対
し
て
、
自
動
車
が
従

物
で
あ
る
と
し
て
、
従
物
売
却
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
し
た
。
円
、
の
請
求
一
部
認
容
。

O
F
の
請
求
全
部
認
容
。
回
の
国
は
、
自
動
車

の
従
物
性
を
否
定
し
て

X
の
誇
求
を
全
部
棄
却
し
た
。
営
業
の
主
物
性
は
、
企
業
の
経
済
的
重
点
お
よ
び
企
業
の
経
済
的
経
営
技
術
的
中
心
点
、

拠
点
並
一
ぴ
に
企
業
の
「
焦
点
」
の
所
在
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
し
た
。
本
件
で
は
、
動
産
た
る
自
動
車
と
経
営
敷
地
と
の
聞
の
関
係
に
つ
い
て
、
運

送
業
や
ク
レ
ー
ン
作
業
等
は
経
営
敷
地
外
で
行
な
わ
れ
て
お
り
、
他
方
経
営
敷
地
上
に
は
自
動
車
の
管
理
・
補
給
・
整
備
設
備
が
あ
り
、
そ
れ
ら

の
作
業
の
%
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
企
業
の
経
済
上
の
重
点
で
は
な
く
、
経
営
の
本
質
的
な
基
礎
は
自
動
車
す
べ
て
で
あ
り
、
経
営
技
術
的
な

中
心
は
広
い
領
域
に
お
け
る
自
動
車
の
使
用
で
あ
っ
て
、
経
営
敷
地
そ
れ
自
体
で
は
な
い
の
で
、
本
件
土
地
は
主
物
で
は
な
い
と
い
う
。

た
と
え
ば
、
右
の
裁
判
例

[
2
]
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
従
物
性
を
判
断
す
る
際
に
求
め
ら
れ
る
主
物
の
経
済
的
な
日
的
へ
の
供
用

集合財産担保に関する基礎的考察(3) 

性
は
、
主
物
の
目
的
に
と
っ
て
そ
の
機
械
が
重
要
で
あ
る
か
否
か
で
は
な
く
、

む
し
ろ
主
物
の
経
済
的
目
的
に
供
す
べ
き
物
で
あ
る
の
か
否

か
お
よ
び
現
実
に
役
立
ち
か
っ
役
立
つ
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
か
否
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
ま
た
裁
判
例

[
4
]

[
5
]
 
で
も
、
主
物

や

の
利
用
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
裁
判
例

[
3
]
で
は
、
主
物
の
利
用
可
能
性
の
消
滅
は
従
物
性
の
有

無
を
左
右
せ
ず
、
物
の
性
質
に
よ
っ
て
従
物
性
が
定
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
従
物
性
は
、

そ
の
物
の
性
質
に
よ
っ
て
、

す
な
わ
ち
客
観
的
に
定
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
裁
判
例

[
7
]
と

[
8
]
 
は
、
い
ず
れ
も
土
地
債
務
の
設
定
さ
れ
た
土
地
以
外

で
建
築
業
や
運
送
業
と
い
っ
た
経
営
が
行
な
わ
れ
て
い
る
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
形
態
の
経
営
の
場
合
、
当
該
土
地
が

(
5
)
 

経
営
の
中
心
で
な
い
限
り
、
営
業
属
具
と
呼
ば
れ
る
動
産
群
は
土
地
従
物
と
な
ら
な
い
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
で
は
土
地

の
主
物
性
が
問
わ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

学
説
に
お
い
て
も
右
の
裁
判
例
の
立
場
は
支
持
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
主
物
の
経
済
的
目
的
へ
の
供
用
性
に
つ
い
て
は
、
経
済
的
な
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説

(
7
)
 

し
か
し
間
接
的
で
あ
れ
、
主
物
へ
の
服
属
関
係
が
必
要
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
服
属
関
係
と
は
、
主

(
8
)
 

物
の
経
済
的
な
利
用
を
可
能
に
す
る
か
そ
れ
と
も
少
な
く
と
も
容
易
に
す
る
よ
う
な
関
係
を
指
す
。
し
か
し
、
当
該
動
産
が
い
く
ら
経
営
に

(
9
)
 

役
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
も
、
原
料
や
完
成
品
の
よ
う
な
物
は
、
従
物
で
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。

(
6
)
 

関
係
に
限
定
さ
れ
な
い
が
、

号ι
民団

[
9
]
 
。
戸
の
旧
公

m-cュ
・
〈
・
∞
・
品
・
]
戸
市
出
。
∞

I
H
・
N
m
-
O
F
の河印匂『

M
0
・
ω
∞

種
苗
栽
培
業
者
A
は
、
圏
内
の
種
苗
在
庫
を
担
保
の
た
め
に
X
に
所
有
権
譲
渡
し
た
。
そ
の
際
、
A
X
聞
の
約
定
で
、
以
後
X
の
た
め
に
右
在
庫

を
保
管
育
成
す
る
こ
と
と
し
た

(
詳
細
不
明
)
。
争
点
は
、
在
庫
の
従
物
性
で
あ
っ
た
。
裁
判
所
は
、
在
庫
が
、
長
期
間
、
栽
培
圏
内
に
存
在
し

て
も
売
却
予
定
の
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
従
物
性
を
認
め
ず
、
独
立
の
動
産
で
あ
る
と
し
た
。

[
叩
]

O
F
O

問。∞
g
n
r
C
2・〈
-
H
ω

九
日
同
市
W
H
O
-
回・

N
m
-
O
F
の河印司
H
J
N
N
-
H
N
品

ホ
テ
ル
敷
地
所
有
者
A
は
、

X
の
た
め
に
土
地
に
抵
当
権
を
設
定
し
、
さ
ら
に
土
地
上
の
ワ
イ
ン
在
庫
全
部
を
担
保
と
し
て
所
有
権
譲
渡
し
た
。

し
か
し
、
右
在
庫
を
A
の
債
権
者
Y
が
差
し
押
さ
え
た
。

X
は
、
在
庫
が
土
地
の
従
物
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
き
、
差
押
に
対
し
て
X
が
異
議
を
申

し
立
て
た
o

F
の
な
ら
び
に
O
F
の
は
異
議
を
棄
却
し
た
。
本
件
在
庫
は
、
土
地
の
経
済
的
目
的
で
あ
る
ホ
テ
ル
お
よ
び
レ
ス
ト
ラ
ン
経
営
に
供
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
商
事
経
営
の
た
め
の
商
品
や
工
場
の
た
め
の
原
料
と
同
じ
く
、
経
営
の
客
体
で
あ
る
と
す
る
。

[
日
]

河の

C
2・〈
-
H
N
ω
]戸市
W
H
印

1
1
ぐ

N
m

ぐ
品
∞
叶
¥HAH-

河の
N

∞
m
y
ω
N
A凶

工
芸
家
具
製
造
業
者
A
は
、
自
己
所
有
地
お
よ
び
使
用
賃
借
地
上
の
材
料
在
庫
を
担
保
の
た
め
に
Y
に
所
有
権
譲
渡
し
た
。
他
方
、

X
は
、
A
の

所
有
地
に
抵
当
権
を
有
し
て
い
た
。
A
が
破
産
し
た
の
で
、

X
は
、
Y
に
対
し
て
右
材
料
が
従
物
で
あ
っ
て
抵
当
権
の
効
力
が
及
ぶ
こ
と
の
確
認

と
在
庫
の
処
分
の
停
止
を
求
め
た
。
そ
の
後
X
が
A
の
土
地
を
競
落
し
た
の
で
、
請
求
内
容
は
材
料
に
つ
い
て
の

X
の
所
有
権
の
確
認
と
そ
の
持

ち
出
し
の
許
容
に
変
更
さ
れ
た
。
問
、
の
は
自
己
所
有
地
上
の
在
庫
に
つ
い
て

X
の
請
求
を
認
容
し
た
が
使
用
賃
借
地
上
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
棄
却

し
た
。

O
F
の
請
求
全
部
棄
却
。
上
告
棄
却
。
あ
る
物
が
他
の
物
に
補
助
物
と
し
て
従
属
す
る
こ
と
が
従
物
の
要
件
で
あ
る
「
主
物
に
供
せ
ら
れ
て
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い
る
」
の
内
容
で
あ
り
、
本
件
在
庫
は
、
そ
の
加
工
の
た
め
に
工
場
を
必
要
と
す
る
が
、
そ
の
逆
は
成
立
せ
ず
、
右
要
件
に
該
当
し
な
い
と
し
た
。

右
の
裁
判
例

[
9
]

は
、
在
庫
品
の
従
物
性
が
争
点
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば

[
9
]
事
件
で
は
、

や
[
叩
で
さ
ら
に
先
に
紹
介
し
た

[
4
]
 

在
庫
品
が
売
却
予
定
の
物
で
あ
り
、
経
営
の
結
果
で
あ
っ
て
、
主
物
と
一
時
的
な
関
係
を
有
す
る
に
す
ぎ
ず
、
従
属
性
を
有
し
て
い
な
い
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
し
、
[
叩
]
事
件
で
も
、
売
却
が
目
的
で
あ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
裁
判
例
[
日
]

料
は
工
場
の
設
備
な
し
に
加
工
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
他
の
物
に
補
助
物
と
し
て
従
属
し
て
な
い
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
加
工
原

次
に
、
主
物
と
の
空
間
的
関
係
に
関
し
て
、
問
。
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

[ロ]
河の
C

2
・〈・

ω
・
間
同
一
W
O
N
-
ぐ
・
(
リ
∞
・
ぐ
印
ω
¥

。N-
河の
N

印
戸

N
寸

N
一∞
m
E
ロ
〉
印
∞
-
∞
匂

工
場
敷
地
の
抵
当
権
者
X
は
、
工
場
経
営
会
社
の
破
産
管
財
人
Y
に
対
し
て
、
交
換
の
た
め
に
敷
地
内
に
搬
入
さ
れ
た
新
し
い
ボ
イ
ラ
ー
が
敷
地

集合財産担保に関する基礎的考察 (3) 

の
従
物
で
あ
る
と
の
確
認
を
求
め
た
。

一
、
二
審
は
、
X
の
請
求
を
認
容
し
た
。
上
告
棄
却
。
∞
。
∞
の
理
由
書
を
参
酌
す
れ
ば
、
空
間
的
関
係
の

要
件
は
、
そ
の
用
途
を
事
実
上
現
実
化
す
る
こ
と
で
足
り
、
有
体
的
な
結
合
、
す
な
わ
ち
指
定
さ
れ
た
場
所
で
の
作
動
を
要
し
な
い
。
実
際
上
の

考
慮
か
ら
し
て
も
、
有
体
的
な
結
合
を
要
件
と
す
れ
ば
、
取
引
観
念
と
の
聞
で
矛
盾
を
生
じ
て
し
ま
う
と
す
る
。

(
日
)

学
説
も
、
右
の
判
決
を
支
持
し
、
有
体
的
な
結
合
関
係
を
必
要
と
解
し
て
い
な
い
。
こ
の
結
果
、
従
物
は
、
必
ず
し
も
当
該
不
動
産
上
に

(
日
)

存
在
し
て
い
る
必
要
は
な
い
。

[

日

]

閉

山

(
U
C
ュ
・
〈
-
N
-
A
V
H
U
H
印
|
ぐ
・

N
ω

ぐ

H
m
w
¥
同日

-mの
N

∞
叶
・
品
ω

Y
は
自
己
所
有
地
で
発
送
電
事
業
を
行
な
っ
て
お
り
、

v
h
と
v
向
の
た
め
に
右
土
地
に
抵
当
権
を
設
定
し
て
い
た
。
も
は
、

v
H
に
送
電
網
を
譲
渡
し
、

同
時
に
も
に
対
し
て
発
電
所
を
二
年
の
期
限
で
用
益
賃
貸
し
た
。

xら
は
、
Y
ら
に
対
し
て
送
電
網
に
抵
当
権
の
効
力
が
及
ぶ
と
の
確
認
と
送
電

北法46(1・107)107

網
を
も
所
有
地
か
ら
分
離
し
な
い
と
い
う
不
作
為
を
求
め
た
。

一
、
二
審
は
、
請
求
を
認
容
し
た
。
上
告
棄
却
。
問
。
は
、
他
人
の
土
地
上
に
存



論

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
空
間
的
関
係
は
、

(ロ)

一
時
的
な
目
的
に
よ
る
関
係
で
は
足
り
ず
、
継
続
的
な
関
係
が
必
要
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

北法46(1・108)108

説

在
す
る
右
送
電
網
の
従
物
性
を
承
認
し
た
。
他
人
の
土
地
上
に
あ
っ
て
も
も
所
有
地
の
目
的
に
供
せ
ら
れ
て
お
り
、
他
人
の
土
地
上
に
お
い
て
も

所
有
地
と
の
聞
で
用
途
に
応
じ
た
関
係
に
あ
れ
ば
足
り
る
と
い
う
。

す
な
わ
ち
、
用
益
賃
貸
借
や
使
用
賃
貸
借
に
よ
っ
て
、
従
物
の
設
置
に
時
間
的
な
限
界
が
あ
る
場
合
に
は
、
継
続
的
な
関
係
と
は
認
め
ら
れ

t

、‘。

み
れ
3
i
ν[M] 

切
の
国
己
『
門
・
〈
・

N
m
w
A山
同
市
町
、
戸

1
-
A
.
N
ω

詔

N
印
印
¥
め

m
Y
回
国
同
市
W

、吋

Y
H
H
N
ω

X
は
、
ゴ
ム
製
品
製
造
機
械
に
つ
い
て
の
譲
渡
担
保
権
を
有
し
て
い
た
。

Y
は
、
機
械
の
所
在
す
る
土
地
を
競
落
し
、
機
械
に
つ
い
て
搬
出
禁
止

の
仮
処
分
を
か
け
た
。
X
は
、
本
来
、
よ
り
高
値
で
売
却
で
き
る
は
ず
の
機
械
が
安
価
で
し
か
売
却
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

Y
に

対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
。
本
件
工
場
は
土
地
使
用
賃
借
入
の
経
営
で
あ
っ
た
が
、

Y
の
競
落
後
に
破
産
し
た
。

O
F
の
請
求
認
容
。
上
告
棄

却
。
①
建
物
は
、
用
益
賃
借
入
の
工
場
経
営
の
た
め
に
建
築
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
は
他
の
用
途
で
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。
②
建
物
は
、

継
続
的
に
ゴ
ム
製
品
の
製
造
の
た
め
に
供
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
用
益
賃
貸
借
の
終
了
時
に
は
機
械
が
建
物
か
ら
分
離
さ
れ
る
べ

き
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
建
物
お
よ
び
本
件
機
械
が
一
時
的
に
用
益
賃
借
入
の
経
営
に
供
さ
れ
て
い
た
と
し
た
。

(
日
)

ま
た
、
取
引
観
念
上
、
当
該
動
産
の
従
物
性
が
否
定
さ
れ
な
い
こ
と
も
必
要
で
あ
る

(
前
出
・
裁
判
例
[
ロ
]
参
照
)
。

」
れ
ら
の
切
の
∞
九
七
条
お
よ
び
九
八
条
の
問
題
の
ほ
か
、

一
一
一
一

O
条
に
固
有
の
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
抵
当
権
の
効
力
が
従
物

に
及
ぶ
た
め
に
は
、
土
地
所
有
者
と
従
物
所
有
者
と
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る

(
一
一
二

O
条
後
段
但
書
)
。
こ
の
点
に
関
す
る
裁
判

例
に
は
、
次
の
も
の
が
あ
る
。



[
日
]

岡山の

C

2・〈

M
M
・
。

-Hmw。
。
|
謡

-Nω
・
謡
士
山
市
ν
¥
。
m
-
mの
N
a
p
ω
斗
同

X
は、

A
と
A
の
配
偶
者
B
に
対
す
る
債
権
の
担
保
と
し
て
A
所
有
の
ホ
テ
ル
敷
地
に
抵
当
権
の
設
定
を
受
け
た
。
そ
の
際
、

X
と
A
お
よ
び

B

は
、
す
べ
て
の
経
営
属
具
を
従
物
に
含
め
る
と
合
意
し
た
。
そ
の
後
、
債
権
者
Y
が
ホ
テ
ル
の
経
営
属
具
た
る
動
産
を
差
し
押
さ
え
た
。
そ
こ
で
、

X
は
、
Y
の
差
し
押
さ
え
た
動
産
の
う
ち
B
所
有
の
部
分
に
つ
い
て
、
抵
当
権
の
効
力
が
及
ん
で
い
る
と
し
て
、
異
議
を
申
し
立
て
た
。

F
の
請

求
認
容
。

O
F
の
請
求
棄
却
。
上
告
棄
却
。
第
三
者
の
所
有
す
る
従
物
に
抵
当
権
の
効
力
が
及
ば
な
い
旨
を
回
の
∞
は
明
定
し
て
い
る
。

X
と
B
と

の
合
意
に
よ
っ
て
も
、
抵
当
権
の
効
力
は
及
ば
な
い
。
ま
た
、
本
件
合
意
が
仮
に

B
か
ら

A
へ
の
所
有
権
移
転
の
趣
旨
を
含
む
の
で
あ
れ
ば
、
抵

当
権
の
効
力
が
及
ぶ
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
趣
旨
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
し
た
。

[
日
]

。
F
の
わ
巾
-
Z
C『
け
〈
・

N
印
・
]
ニ
・
]
戸
市
WC叶
|
回
・

N
∞
-
-
O
F
C河
∞
司
『
・
]
{
∞
・
]
{
小
品

従
物
の
所
有
権
移
転
後
に
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
抵
当
権
が
搬
出
さ
れ
て
い
な
い
従
物
に
及
ぶ
か
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
あ
る
。

集合財産担保に関する基礎的考察 (3) 

裁
判
所
は
、

一
一
二

O
条
後
段
但
書
の
文
言
か
ら
こ
れ
を
否
定
し
、
さ
ら
に
登
記
の
公
信
力
の
対
象
と
な
る
権
利
で
な
い
こ
と
を
理
由
に
八
九
二

条
に
よ
っ
て
も
従
物
に
つ
い
て
の
権
利
を
抵
当
権
者
が
取
得
し
え
な
い
と
判
示
し
た
。

〔
げ
]

。
戸
の
り
『
巾
帥
島
市
ロ
己
『
門
・
〈

-
N
]「

ω
・
]
戸
市
出
回
。
|
固

N
∞二

O
「
の
周
回
目
出
J
N
A山・

]{ωω

事
案
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

一
一
二

O
条
は
、
土
地
所
有
者
に
一
旦
は
帰
属
し
て
い
た
物
に
抵
当
権
登
記
の
時
点
で
抵
当
権
が
及
ぶ
と
い
う
趣

旨
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
抵
当
権
登
記
の
時
点
で
土
地
所
有
者
に
帰
属
す
る
物
お
よ
び
そ
の
後
に
追
加
取
得
す
る
物
に
抵
当
権
が
及
ぶ
趣
旨
で
あ

る
と
す
る
。

[
問
]

択
の
己
ユ
〈
・

H
品
・
何
回
山
W
H
A
H
-
H弓・

N
m
J
O
Fの
河
的
自
)
「
・

ω
0・
H
O
N

土
地
購
入
者
A
が
土
地
の
従
物
た
る
動
産
を
土
地
取
得
前
に

X
に
譲
渡
し
、
同
時
に

X
か
ら
使
用
賃
借
し
た
。

A
は
、
土
地
取
得
の
日
に
Y
の
た

め
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
。
そ
の
後
、

Y
は
、
土
地
を
競
落
し
た
。
X
は

Y
に
対
し
て
従
物
の
引
渡
を
請
求
し
た
。
請
求
棄
却
。
X
へ
の
譲
渡
の

北法46(1・109)109 



説

時
点
で
本
件
従
物
の
所
有
権
が
移
転
し
て
い
た
の
で
、
本
件
従
物
が
A
に
帰
属
し
て
い
た
の
は
抵
当
権
の
成
立
以
前
で
あ
っ
て
、
成
立
時
点
で
は

も
は
や
A
に
帰
属
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
後
も
所
有
権
を
取
得
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
従
物
に
は
抵
当
権
の
効
力
が
及
ば
な
い
と
し
た
。

論

{
日
]

。F
の

Z
D
E
Z『
悶

C
R
〈

斗

-
N
E
E
-
N
C
∞め

¥g-t弓
冨

5
2・
印
印
。

X
は
、
工
場
内
の
機
械
類
(
デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
な
ど
)
に
つ
い
て
の
譲
渡
担
保
権
を
有
し
て
い
た
。
土
地
債
務
権
利
者
Y
は
、
工
場
敷
地
の

強
制
競
売
を
申
し
立
て
た
。

X
は
、
機
械
類
へ
の
強
制
執
行
に
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て
た
。
本
件
譲
渡
担
保
は
土
地
債
務
の
登
記
以
前
に
行
な

わ
れ
て
い
る
o

F
の
申
立
認
容
。
控
訴
棄
却
。
本
件
譲
渡
担
保
は
、
有
効
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
一
一
一

O
条
後
段
但
書
に
よ
っ
て
本
件
機
械
類

に
は
土
地
債
務
の
効
力
は
及
ば
な
い
と
す
る
。

切
の
回
九
七
条
や
九
八
条
に
は
、
こ
の
よ
う
な
所
有
者
を
限
定
す
る
規
定
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
み
て
、
主
物
従
物
関
係

(
比
)

自
体
は
物
の
性
質
の
み
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
客
観
的
な
関
係
で
あ
る
が
、
抵
当
権
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
所
有
者
の
意
図
な
ど
の
主
観
的

(
日
)

な
関
係
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
れ
を
窺
わ
せ
る
よ
う
な
判
決
も
あ
る
。

[
却
]

。F
の
∞
「
回
ロ
ロ
間
門
町
当
町
田
何
回
開
明
円
}
戸
戸
〈
-
N
品

-
H
N
-
H
m
w
H
N
i
H
-
N∞

-
O
Fの
周
回
目
】
『

N
A
T
ω
∞
∞

A
所
有
の
土
地
に

X
の
た
め
に
低
当
権
が
設
定
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、

Y
が
そ
の
土
地
上
の
動
産
四

O
個
に
つ
い
て
差
押
を
行
な
っ
た
。
こ
の
差

押
に
対
し
て

X
は
、
動
産
の
一
部
が
土
地
の
従
物
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
異
議
を
申
し
立
て
た
。
問
、
。
申
立
棄
却
。
控
告
棄
却
。
本
件
動
産
の
設

置
は
偶
然
で
あ
り
、
土
地
と
の
客
観
的
継
続
的
な
関
係
は
存
在
せ
ず
、
本
件
動
産
は
土
地
上
の
建
物
所
有
者
お
よ
び

A
の
個
人
的
な
目
的
の
た
め

に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
従
物
性
を
否
定
し
た
。

[
幻
]

O
Fの

ω
仲
間
円
円
吉
己
『
寸
〈
・

N
A
H
-
m
-
H
m
v
H
∞
|
]
[
る

N
m
J

。F
の
何
回
目
}
『
・

A
0・
品
回

ω

農
場
内
の
子
馬
が
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
異
議
が
申
し
立
て
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
詳
細
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
裁
判
所
は
、
本

件
子
馬
が
差
押
時
に
経
営
の
た
め
に
供
さ
れ
て
い
れ
ば
従
物
で
あ
り
、
そ
の
基
準
は
供
用
者
の
意
思
で
あ
る
と
す
る
。
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い
ず
れ
も
動
産
と
土
地
と
の
聞
に
主
物
従
物
関
係
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
当
事
者
の
意
思
に
合
致

し
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
抵
当
権
の
効
力
が
及
ば
な
い
と
判
示
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
も
そ
も
主
物
従
物
関
係
を
欠
い
て

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
判
決
は
、

い
る
と
判
示
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

一一一一
O
条
後
段
但
書
は
、
当
事
者
意
思
を
推
定
し
た
規
定
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
学
説
も
ま
た
、
土
地
所
有
者
と
抵
当
権
者
の
合
意
に
よ
っ
て
従
物
を
抵
当
権
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
か
ら
除
外
し
て
も
、
そ

(
日
)

の
合
意
は
両
当
事
者
聞
の
債
権
的
な
効
力
を
有
す
る
も
の
に
と
ど
ま
り
、
物
権
的
な
効
力
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
し
て
い
る
。
ま
た

(
日

m
a
)

他
方
で
、
第
三
者
の
所
有
に
属
す
る
従
物
に
対
し
て
、
当
該
第
三
者
の
同
意
を
得
て
抵
当
権
の
効
力
を
及
ぽ
す
こ
と
も
、
否
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
み
て
、
こ
の
規
定
は
、
土
地
所
有
者
の
設
定
し
た
抵
当
権
に
よ
っ
て
第
三
者
の
所
有
に
属
す
る
従
物
を
拘
束
す
る
こ
と
を
回

避
し
た
規
定
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

集合財産担保に関する基礎的考察 (3) 

「
附
加
」
・
「
分
離
」

次
に
、
抵
当
不
動
産
へ
の
動
産
の
「
附
加
」

ゃ
、
そ
こ
か
ら
の
動
産
の
「
分
離
」
が
生
じ
た
場
合
を
と
り
あ
げ
る
。

「
附
加
」

回。∞一一一一
O
条
で
は
、
抵
当
権
の
設
定
と
従
物
の
設
置
な
い
し
従
物
所
有
権
の
取
得
と
の
前
後
関
係
は
、
問
わ
れ
て
い
な
い
。
「
附
加
」

(口)

の
場
合
に
も
抵
当
権
の
効
力
が
及
ぶ
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
破
産
管
財
人
が
所
有
権
留
保
動
産
を
取
得
し
た
ケ

1
ス
で
は
あ
る
が
、
次
の
判

北法46(1・111)111 

決
が
あ
る
。



説

[
詑
]

同州の

C
2・〈
-
N品
-
H
・
]
5
0
ω
|
ぐ・
(
U
∞

ぐ

ω
め

N
¥
。
N
-
m
の
N

印
ω
・
ω
印{)

B
は
、
印
刷
工
場
主
A
に
対
し
て
ガ
ス
発
動
機
や
印
刷
機
械
、
機
械
器
具
六

O
基
の
所
有
者
B
は
、
印
刷
工
場
主
A
に
こ
れ
ら
を
所
有
権
留
保
条

吾ι
肩岡

件
付
で
売
却
し
た
。
機
械
を
印
刷
工
場
に
設
置
し
た
後
、
A
は
破
産
し
た
。
破
産
管
財
人
X
は
、
機
械
器
具
類
の
残
代
金
を
支
払
い
、
機
械
に
つ

い
て
の

B
の
権
利
を
譲
り
受
け
た
。
こ
れ
と
は
別
に
印
刷
工
場
の
敷
地
に
つ
い
て
、
Y
が
抵
当
権
を
有
し
て
い
た
。
X
は
、
Y
に
対
し
て
、

別
除
権
を
有
し
な
い
こ
と
の
確
認
を
求
め
た
。

F
O
請
求
一
部
認
容
・
一
部
棄
却
。

O
Fの
請
求
全
部
棄
却
。
上
告
棄
却
。
所
有
者
が
異
な
る
た
め

に
抵
当
権
の
効
力
は
本
件
機
械
に
及
ば
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
X
と
B
と
の
契
約
に
よ
っ
て

A
が
本
件
機
械
の
所
有
者
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

抵
当
権
の
効
力
は
、
本
件
機
械
に
も
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

」
の
判
例
に
よ
れ
ば
、

一
一
一
一

O
条
後
段
但
書
に
い
う
従
物
所
有
権
を
判
断
す
る
に
際
し
て
は
、
抵
当
権
の
実
行
時
点
が
基
準
と
な
る
。

次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
土
地
所
有
者
が
動
産
を
所
有
権
留
保
条
件
付
で
購
入
し
た
も
の
の
、
抵
当
権
実
行
の
時
点
ま
で
に
代
金
を
完
済

(

日

)

(

川

口

)

で
き
な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
。
先
程
述
べ
た
判
例
の
立
場
に
従
う
な
ら
ば
、
こ
の
動
産
に
は
抵
当
権
の
効
力
は
及
ば
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

(
初
)

土
地
所
有
者
は
、
動
産
の
取
得
に
関
す
る
期
待
権
を
有
し
て
お
り
、
抵
当
権
は
、
こ
の
期
待
権
に
及
ぶ
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

場
合
、

う
な
解
釈
が
採
ら
れ
る
根
拠
は
、
第
一
に
、
所
有
権
と
期
待
権
と
の
同
質
性
で
あ
る
。
第
二
に
、
も
し
期
待
権
に
抵
当
権
の
効
力
が
及
ば
な

い
と
す
れ
ば
、
期
待
権
者
、
す
な
わ
ち
土
地
所
有
者
は
完
全
な
所
有
権
を
負
担
な
し
で
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
最
初

か
ら
所
有
権
を
取
得
し
た
場
合
と
の
均
衡
を
欠
く
結
果
と
な
る
。
第
三
に
、
期
待
権
が
土
地
所
有
者
に
と
っ
て
信
用
の
供
与
の
対
象
と
な
る

こ
と
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
期
待
権
が
土
地
担
保
権
の
効
力
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
こ
と
で
、
土
地
の
担
保
評
価
が
増
大
し
、

(
幻
)

こ
の
価
値
の
増
大
部
分
を
、
土
地
所
有
者
が
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

[
お
]

図
。
出
口
三
〈
-
H
O
品

-
H
ω
α
H
1
4国・

N
m

語
。
∞
¥
。
。
・
切
の
出
N
ω
印
・
∞
印

Y 
が
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ホ
テ
ル
所
有
者
A
は
、
Y
の
た
め
に
土
地
債
務
を
設
定
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
A
は
、
ホ
テ
ル
属
具
を
第
三
者
か
ら
所
有
権
留
保
付
で
購
入
し
て

お
り
、
こ
れ
に
つ
き
X
に
譲
渡
担
保
を
設
定
し
た
。

Y
の
貸
付
金
か
ら
属
具
の
残
代
金
が
支
払
わ
れ
た
。

Y
が
強
制
競
売
を
申
し
立
て
た
の
で
、

X
は
本
件
属
具
へ
の
強
制
執
行
に
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て
た
。

O
F
の
請
求
棄
却
。
本
件
譲
渡
担
保
に
よ
っ
て

A
の
期
待
権
が

X
に
移
転
し
、
残

代
金
の
支
払
い
に
よ
っ
て
、
X
は
、
直
接
、
所
有
権
を
取
得
し
た
が
、
期
待
権
に
は
抵
当
権
が
及
ん
で
い
た
と
い
う
。
上
告
棄
却
。
①
一
一
一
一

O

条
後
段
但
書
の
趣
旨
は
、
そ
の
物
が
効
力
の
及
ぶ
支
配
領
域
に
搬
入
さ
れ
た
時
点
で
所
有
者
で
あ
る
第
三
者
の
保
護
で
あ
る
。
②
抵
当
権
者
は
抵

当
物
の
所
有
者
か
ら
抵
当
権
設
定
後
に
従
物
を
取
得
し
た
第
三
者
よ
り
も
優
先
し
、
第
三
者
は
抵
当
権
付
の
所
有
権
を
取
得
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

③
期
待
権
と
所
有
権
は
本
質
的
に
等
し
い
か
ら
、
両
者
に
よ
っ
て
栢
違
が
生
じ
る
の
は
お
か
し
い
。
④
譲
渡
担
保
権
者
は
経
済
的
に
は
「
無
占
有

質
権
」
を
取
得
し
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
抵
当
権
の
負
担
の
な
い
所
有
権
を
取
得
す
る
の
は
、
回
。
∞
の
弁
済
受
領
権
の
順
位
に
関
す
る
先
行
優
先
原

則
に
反
す
る
。

集合財産担保に関する基礎的考察 (3) 

[
出
]

O
F
の
回
白
S
F巾
『

問

己

『

円

〈

同

叶

・

印

H
ゆ
め

ω
|
ω
己
山
田
¥
⑦

ω・
』

N

目。。
hH
・
印
一
円
∞
一
玄

O
H山

H
m
w
G
A
H
-
H

品。

土
地
所
有
者
A
は

B
か
ら
所
有
権
留
保
付
で
機
械
を
購
入
し
た
。
そ
の
後
A
は
所
有
者
土
地
債
務
を
設
定
し
、
そ
れ
を
C
に
譲
渡
し
た
。
C
は
強

制
管
理
と
強
制
競
売
を
申
し
立
て
、

Y
が
強
制
管
理
人
と
な
っ
た
。
A
の
破
産
後
、

Y
は
、
機
械
を
D
に
売
却
し
、
売
却
代
金
か
ら
B
に
機
械
の

残
代
金
を
支
払
っ
た
。
破
産
管
財
人
X
は
、
売
却
代
金
が
破
産
財
団
に
属
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
Y
に
対
し
て
代
金
の
返
還
を
請
求
し
た
。
請
求

棄
却
。
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
機
械
が
所
有
権
留
保
付
で
購
入
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
、
従
物
へ
の
土
地
債
務
の
効
力
を
否
定
し
た
。
次
に
、
所
有

権
留
保
に
基
づ
く
A
の
期
待
権
は
実
質
的
に
所
有
権
と
等
し
く
、
土
地
債
務
の
効
力
が
及
ぶ
と
す
る
。
し
か
し
、
B
な
い
し
B
の
同
意
を
得
た
Y

が
代
金
回
収
の
目
的
で
機
械
を
換
価
し
た
本
件
で
は
、
期
待
権
は
消
滅
し
、
そ
の
結
果
土
地
債
務
も
客
体
を
失
っ
た
と
す
る
。

で
は
、
土
地
所
有
者
が
期
待
権
を
第
三
者
に
譲
渡
し
た
場
合
に
抵
当
権
者
の
立
場
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
。
土
地
所
有
者
に
と
っ
て
、

北法46(1・113)113 



説

(幻

a
)

第
三
者
へ
の
期
待
権
の
譲
渡
は
、
新
た
な
与
信
手
段
と
な
り
う
る
た
め
、
非
常
に
大
き
な
意
味
を
有
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、

具
体
的
に
は
、

の
よ
う
に
期
待
権
が
担
保
目
的
で
譲
渡
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
期
待
機
に
対
し
て

た
と
え
ば
右
の
裁
判
例
[
幻
]

出

関岡

抵
当
権
の
効
力
が
及
ぶ
。
と
い
う
の
は
、
取
得
者
は
経
済
的
に
み
れ
ば
一
種
の
無
占
有
質
権
を
取
得
し
た
の
で
あ
り
、
取
得
者
に
抵
当
権
の

負
担
の
な
い
取
得
を
認
め
る
な
ら
ば
、
先
に
成
立
し
た
抵
当
権
に
優
先
す
る
こ
と
に
な
り
、
物
権
法
秩
序
に
反
す
る
結
果
と
な
る
か
ら
で
あ

(
忽
)

る。
[
お
]

切
の
出
口
ス
〈
-
H
0
・
H
。-
H
ω

∞
品
爵

N
ω
・
4
園

NKHh
悼¥∞
ω
・
∞
の
国
N
m
w
N
-
N
∞。

工
場
経
営
者
A
の
土
地
に
は
X
の
た
め
に
土
地
債
務
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
他
方
、
A
は
、

Y
か
ら
融
資
を
得
て
、
B
か
ら
ト
ラ
y

ク
三
台
を
購

入
し
た
。
そ
の
際
、

A
と
の
合
意
に
基
づ
き
ト
ラ
ッ
ク
の
所
有
権
を
Y
に
担
保
の
目
的
で
直
接
移
転
し
た
。
A
が
破
産
し
、
破
産
管
財
人

B
は、

は
、
Y
の
担
保
所
有
権
を
考
慮
し
て
、
ト
ラ
ッ
ク
を
Y
に
引
き
渡
し
、
Y
は
こ
れ
を
換
価
し
た
。
X
は
、
ト
ラ
ッ
ク
が
従
物
と
し
て
土
地
債
務
の

効
力
の
及
ぶ
範
囲
に
含
ま
れ
る
と
し
て
、

Y
に
対
し
て
売
却
代
金
の
支
払
い
を
求
め
た
o
F
C
請
求
認
容
。

O
F
C
請
求
棄
却
。
本
件
A
B
問
の
合

意
に
よ
り
A
の
期
待
権
が
放
棄
さ
れ
、
本
件
ト
ラ
ッ
ク
が
B
か
ら
Y
に
直
接
移
転
し
た
た
め
、
土
地
債
務
の
効
力
が
及
ば
な
い
と
い
う
。
上
告
棄

却。

A
の
期
待
権
放
棄
に
よ
っ
て
、

X
の
土
地
債
務
は
、
そ
の
客
体
を
失
っ
た
と
す
る
。
ま
た
期
待
権
の
放
棄
に
は
、
権
利
質
権
者
と
抵
当
権
者

の
保
護
の
均
衡
を
理
由
と
し
て
、

一
二
七
六
条
一
項
は
類
推
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
。

ま
た
、
右
の
裁
判
例
[
お
]

で
は
、
裁
判
所
は
、
留
保
売
主
と
第
三
者
の
契
約
お
よ
び
留
保
買
主
の
期
待
権
の
放
棄
に
よ
っ
て
、
直
接
右

第
三
者
が
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
期
待
権
に
対
す
る
土
地
担
保
権
の
効
力
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
裁
判
所
の
見
解
に
対
し
て
、
学
説
の
大
部
分
は
反
対
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
土
地
担
保
権
者
の
保
護
を
図
る
た
め
に
、
権
利

質
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
権
利
の
放
棄
に
つ
い
て
質
権
者
の
同
意
を
要
求
す
る
一
二
七
六
条
の
類
推
適
用
を
認
め
、
土
地
担
保
権
者
の
同
意

(
お
)

を
必
要
で
あ
る
と
解
し
よ
う
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
同
意
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
土
地
か
ら
「
搬
出
」
さ
れ
た
場
合
に
は
抵
当
権
の
効
力

北法46(1・114)114 



(
M
)
 

か
ら
免
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

2 

「
分
離
」

次
に
、
「
分
離
」
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
土
地
所
有
者
と
抵
当
権
者
、
第
三
取
得
者
の
三
者
の
利
益
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
抵
当
権
者
に
と
っ
て
、
従
物
に
抵
当
権
の
効
力
が
及
ぶ
こ
と
は
、
土
地
と
従
物
か
ら
な
る
経
済
的
な
統
一
体
の
換
価
に
よ
っ
て

(
お
)

高
額
の
代
金
を
可
能
と
す
る
点
で
、
利
益
と
な
る
。
他
方
、
土
地
所
有
者
は
、
従
物
へ
の
拘
束
が
な
け
れ
ば
、
従
物
の
交
換
な
ど
に
よ
っ
て

(
お
)

効
率
の
よ
い
企
業
経
営
が
可
能
と
な
る
な
ど
の
所
有
権
者
と
し
て
の
行
動
の
自
由
を
確
保
す
る
で
き
る
点
が
利
益
と
な
る
。
ま
た
、
動
産
取

(
幻
)

得
者
も
、
抵
当
権
の
負
担
の
な
い
所
有
権
の
取
得
が
可
能
と
な
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
行
動
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
利
害
の
調
整
の
た
め
に
、

集合財産担保に関する基礎的考察 (3) 

切
の
∞
は
、
従
物
へ
の
抵
当
権
の
効
力
に
次
の
二
つ
の
限
界
を
設
け
て
い
る
。

一
つ
は
、

一
二
二
条
に
よ
る
「
譲
渡
お
よ
び
搬
出
」
に
よ

る
方
法
で
あ
り
、

も
、
っ
一
つ
は
、

一
一
一
一
一
一
条
に
よ
る
「
通
常
の
経
営
の
範
囲
内
に
お
け
る
従
物
性
の
喪
失
」
に
よ
る
方
法
で
あ
る
。

v' 
ず

れ
の
場
合
で
も
、
抵
当
権
者
に
よ
る
差
押
以
前
に
こ
れ
ら
の
事
実
が
発
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
抵
当
権
の
効
力
が
従
物
に
及
ば
な
く
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
差
押
の
時
以
前
は
、
抵
当
権
者
の
利
益
よ
り
も
土
地
所
有
者
や
動
産
取
得
者
の
そ
れ
が
優
先
し
、
こ
の
時
点
以
後
は
、

(
お
)

抵
当
権
者
の
利
益
が
土
地
所
有
者
や
動
産
取
得
者
の
そ
れ
に
優
先
す
る
。

(
1
)
 

一
一
一
一
一
条
に
よ
る
抵
当
権
の
効
力
か
ら
の
離
脱

北法46(1・115)115 

ま
ず
「
譲
渡
」
と
は
、
所
有
権
移
転
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
担
保
権
の
設
定
や
用
益
権
の
設
定
な
ど
は
、
排
除
さ
れ



説

(m) 
る
。
ま
た
、
動
産
執
行
に
よ
っ
て
従
物
が
差
し
押
さ
え
ら
れ
で
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
こ
こ
で
い
う
譲
渡
に
は
あ
た
ら
ず
、
そ
の
後
、
競
売
な

(
鈎
)

り
任
意
売
却
が
行
な
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
破
産
管
財
人
に
よ
る
譲
渡
は
、
土
地
所
有
者
に
よ
る
譲
渡
と
解
さ

(
幻
)

れ
て
い
る

論

(
後
出
・
裁
判
例
[
お
]
参
照
)
。

(
位
)

ま
た
「
搬
出
」
に
関
し
て
は
、
継
続
的
な
土
地
か
ら
の
分
離
と
解
さ
れ
て
い
る

(
お
)

な
目
的
で
の
搬
出
は
、
こ
こ
で
い
う
「
搬
出
」
に
該
当
し
な
い
。

(
後
出
・
裁
判
例
[
犯
]
参
照
)
。
た
と
え
ば
、

時
的

で
は
、
占
有
改
定
は
、
「
搬
出
」
に
該
当
す
る
の
か
。
こ
の
点
に
関
す
る
裁
判
例
を
み
る
。

[
お
]

-
N
(
U
C
2・
〈
-
N品

H
0
・
H
ω

。ω|
ぐ
-
n
m
・
ぐ
印
ω
]
{
¥
C
N
-
m
の
N
印

m
y
hニ
印

レ
ス
ト
ラ
ン
経
営
者
A
は
、

Y
の
た
め
に
そ
の
土
地
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
。
そ
の
後
A
は
、

X
に
従
物
を
譲
渡
し
、
同
時
に
従
物
を
使
用
賃
借

し
た
。

Y
は
、
従
物
を
除
い
て
土
地
を
競
落
し
た
。
従
物
は

Y
が
占
有
し
て
い
る
。

X
は
、
従
物
所
有
権
の
確
認
と
引
渡
を

Y
に
求
め
(
①
請
求
)
、

他
方
Y
は
、
従
物
へ
の
強
制
執
行
の
忍
受
を
X
に
求
め
た
(
②
請
求
)
o
F
の
は
、
①
を
棄
却
し
、
②
を
認
容
し
た
。

C
F
の
は

X
の
控
訴
棄
却
。
上

告
棄
却
。
従
物
の
所
有
権
を
X
が
取
得
し
て
も
、
従
物
が
搬
出
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
所
有
権
取
得
に
よ
っ
て

Y
の
抵
当
権
の
効
力
が
排
除
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
と
判
示
し
た
。

[
幻
]

orの
〉
口
同
日

σ
5・開
C
え
〈
・
ω
「
印
・
岡
市
出
]
「
∞
|
]
[
・
N
m
-
O
Fの
問
団
℃
吋

ω
4
・
N
H
N

X
は
A
の
農
場
に
抵
当
権
を
有
し
て
い
た
。
A
は
、
二
頭
の
雌
牛
を
購
入
し
、
搬
入
し
た
が
、
Y
に
譲
渡
し
、
占
有
改
定
に
よ
る
引
渡
を
行
な
っ

た
。
A
の
破
産
管
財
人
は
、
農
場
経
営
を
放
棄
し
て
牛
を
競
売
し
た
。

X
は
、
抵
当
権
者
ま
た
は
農
場
競
落
人
と
し
て
、
競
売
代
金
の
支
払
い
を

Y
に
求
め
た
。
請
求
認
容
。
本
件
牛
は
、

A
へ
の
引
渡
と
所
有
権
移
転
に
よ
っ
て
農
場
の
従
物
と
な
っ
た
。
Y
へ
の
所
有
権
の
移
転
は
、
搬
出
を

欠
き
、
従
物
へ
の
抵
当
権
の
効
力
を
消
滅
さ
せ
な
か
っ
た
と
す
る
。
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[
招
]

∞
の
出
口
「
門
・
〈

N
H
・
ω
・
3
3
|語
-Nω
・
謡
印
N
¥吋
N-
切の
E
I
N
S
-
N
ミ
-
E当
呂
寸
ω
・
3
斗

工
場
経
営
者
A
は
所
有
地
に

B
の
た
め
に
土
地
債
務
を
設
定
す
る
一
方
で
、

C
に
機
械
器
具
、
や
事
務
設
備
、
社
員
食
堂
設
備
を
担
保
の
目
的
で
譲

渡
し
た
。
さ
ら
に

C
は
、
譲
渡
担
保
に
よ
っ
て
生
じ
る
権
利
を

X
に
譲
渡
し
た
。
そ
の
後
A
の
破
産
管
財
人

Y
は
、
機
械
器
具
な
ど
を
売
却
し
た
。

B
の
土
地
債
務
も
実
行
さ
れ
た
。
X
は
、
譲
渡
担
保
に
基
づ
き
機
械
器
具
類
の
売
却
代
金
の
支
払
い
を

Y
に
求
め
た
。

F
C
請
求
認
容
。

O
F
の
請

求
一
部
認
容
・
一
部
棄
却
。
X
の
上
告
棄
却
。
本
件
譲
渡
担
保
に
よ
っ
て
土
地
債
務
の
効
力
か
ら
の
離
脱
が
生
じ
た
か
否
か
に
関
し
て
、
土
地
か

ら
の
搬
出
が
な
い
以
上
、
本
件
機
械
器
具
類
に
は
譲
渡
担
保
と
土
地
債
務
が
併
存
す
る
両
者
の
順
位
関
係
に
関
し
て
は
、

X
が
土
地
債
務
の
効
力

の
及
ぶ
動
産
を
そ
の
負
担
付
で
取
得
し
た
の
で
、
譲
渡
担
保
よ
り
も
土
地
債
務
が
優
先
す
る
と
判
示
し
た
。

[
却
]

∞
の
出
口
ユ
-
〈
コ
-
m
w
E
叶匂
l
a
-
N
m・4
園

ω
ω
ω
¥
斗
my
三
者
同
む
叶
少

N
E
K
H一
』

N

E
叶
少
斗
。
。

Y
は、

A
所
有
の
パ
ン
菓
子
工
場
の
敷
地
に
土
地
債
務
の
設
定
を
受
け
た
。
他
方
で
、
A
は
、
工
場
内
の
自
動
梱
包
機
を
X
に
譲
渡
し
、
同
時
に

集合財産担保に関する基礎的考察 (3) 

右
機
械
を
使
用
賃
借
し
た
。
し
か
し
、
使
用
料
の
支
払
い
は
滞
っ
て
い
た
。
そ
の
後
Y
は
、
工
場
敷
地
に
つ
き
強
制
競
売
と
強
制
管
理
を
申
し
立

て
た
が
、
完
全
な
弁
済
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
際
、
機
械
に
つ
い
て
は
X
の
所
有
で
あ
る
と
し
て
強
制
競
売
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
た
。
Y

は
、
機
械
の
強
制
執
行
を
申
し
立
て
、
代
金
を
供
託
し
た
。
そ
こ
で
、
X
は
、
供
託
代
金
か
ら
の
未
払
使
用
料
の
支
払
い
を

Y
に
求
め
た
。

二
審
は

X
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
上
告
棄
却
。
占
有
改
定
は
搬
出
に
あ
た
ら
な
い
。
本
件
機
械
の
所
有
権
は
、

X
に
移
転
し
た
が
そ
れ
に
伴
な
う

搬
出
が
な
か
っ
た
。
ま
た
、
搬
出
の
な
い
譲
渡
で
は
従
物
性
は
失
わ
れ
な
い
。

こ
れ
ら
の
裁
判
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
譲
渡
担
保
に
よ
る
所
有
権
移
転
の
場
合
な
ど
の
占
有
改
定
は
、
「
搬
出
」
に
あ
た
ら
な
い

(
泊
)

と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
一
一
一
一

O
条
後
段
但
書
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
抵
当
権
の
効
力
が
及
ぶ
の
は
、
動
産
が
抵
当
不
動
産
上
に
な

(
お
)

お
存
在
す
る
こ
と
で
第
三
者
へ
の
公
示
が
果
た
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

、
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説

そ
こ
で
、
「
搬
出
」
に
代
わ
る
何
ら
か
の
識
別
手
段
を
尽
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
抵
当
権
の
効
力
か
ら
の
離
脱
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ

る
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
次
の
裁
判
例
な
ど
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
識
別
手
段
が
あ
っ
て
も
、
「
搬
出
」
の
事
実
が
な
け

ヨ記、
匝岡

れ
ば
、
抵
当
権
の
効
力
が
及
ぶ
と
解
さ
れ
て
い
る
。

[
却
]

同
州

(
U
C
P
〈・

ω
H
・
H
・

5
0印ー
l
d画・

N
ω
・
4
回
目
。

ω
¥
。
九
日
・
』
者

H
m
v
O
印・

HU1
印

X
は
、
A
か
ら
若
い
家
畜
二

O
頭
を
購
入
し
、
引
渡
を
受
け
た
。
家
畜
に
は
、

X
の
た
め
の
識
別
用
に
耳
に
標
識
を
つ
け
て
い
た
が
、
農
場
か
ら

未
搬
出
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

Y
は、

A
の
農
場
を
強
制
競
売
に
基
づ
き
競
落
し
た
。

X
は
、
家
畜
の
引
渡
を

Y
に
求
め
た
。

一
、
二
審
は
請
求
を

棄
却
し
た
。
上
告
棄
却
。
強
制
競
売
手
続
き
に
お
け
る
不
動
産
差
押
の
場
合
に
は
家
畜
の
譲
渡
に
も
か
か
わ
ら
ず
土
地
か
ら
の
搬
出
が
な
い
の
で
、

抵
当
権
の
効
力
が
及
ぶ
と
い
う
。
ま
た
、
譲
渡
に
よ
る
従
物
性
の
喪
失
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
土
地
か
ら
の
搬
出
ま
で
は
抵
当
権
の
効
力
が
及

ぶ
と
し
た
。

さ
れそ
ての
し、(ー

るき方
o で

「

搬
出
」

の
事
実
が
あ
っ
て
も
、
こ
れ
が
「
譲
渡
」
と
結
び
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
、
抵
当
権
の
効
力
は
従
物
に
及
ぶ
と
解

[
剖
]

m
C
C『
F
〈
-
H
H
W
H
m
v
c
c
|
ぐ
・

N
ω
・
ぐ

N
品
印
¥
。
∞
・
河
の
N
斗()・

ω
寸
∞

抵
当
権
者
A
が
強
制
競
売
を
申
し
立
て
、
登
記
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
土
地
所
有
者
B
の
同
意
を
得
て
、

Y
は
、
右
地
上
の
建
築
物
か
ら
扉
と

窓
枠
を
取
り
去
っ
た
。
競
売
期
日
に
、
抵
当
権
を

A
か
ら
譲
り
受
け
た
九
は
、
最
高
値
を
つ
け
、
そ
の
最
高
値
に
基
づ
く
権
利
を

L
に
譲
渡
し
た
。

そ
の
後
X
ら
は
扉
等
の
引
渡
を
求
め
て
仮
処
分
を
申
し
立
て
、
担
保
を
提
供
し
た
。
仮
処
分
に
基
づ
き
扉
等
は

L
に
引
き
渡
さ
れ
た
が
、

Y
は
X

ら
へ
の
担
保
の
返
還
に
同
意
し
な
か
っ
た
。
X
ら
は
、

Y
が
担
保
の
返
還
に
同
意
す
る
よ
う
訴
え
た
o

F
の
請
求
認
容
、

O
F
の
請
求
棄
却
。
河
の
は
、

X
の
上
告
を
容
れ
請
求
を
認
容
し
た
。
A
の
抵
当
権
は
従
物
ま
た
は
構
成
部
分
に
及
び
、

Y
に
よ
る
取
り
去
り
が
有
効
な
譲
渡
に
基
づ
か
な
い
た
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め
、
本
件
動
産
へ
の
抵
当
権
の
効
力
は
消
滅
し
な
か
っ
た
と
す
る
。

[
詑
]

閉山
(
u
d
z
-
〈

-
N
ω
-
H
O
H
ω
H
O
l
ぐ
E
N
ω
・
ぐ
同
一
凶
¥
H
0
・
』
者
戸
市
W
H
f
品
。

事
案
は
不
明
で
あ
る
が
、
争
点
は
、
仮
処
分
に
よ
る
従
物
の
分
離
搬
出
が
一
一
一
一
一
条
一
項
に
い
う
搬
出
に
あ
た
る
か
で
あ
っ
た
。
問
。
は
、
こ

れ
を
否
定
し
た
。

一
一
一
一
一
条
は
、
従
物
に
つ
い
て
土
地
所
有
者
の
譲
渡
に
よ
る
処
分
の
途
を
妨
げ
ず
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
継
続
的
に
土
地
か

ら
結
合
を
解
か
れ
る
た
め
に
従
物
が
持
ち
出
さ
れ
た
場
合
に
抵
当
権
の
効
力
を
免
れ
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
の
で
、
「
譲
渡
お
よ
び
搬
出
」
が
結

び
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

[
お
]

閉山
(
U
C『
門

戸

HAH-ω
・]戸川山
ω
k
H
1
4
ぐ・

N
ω
・
ぐ

ω
印

N
¥
ω
ω
噂
河
の
N
H
K
F
少
同
日
N

A
は
、
Y
に
農
場
内
の
小
麦
一

0
0
ト
ン
を
売
却
し
た
。
Y
は
、
小
麦
の
引
渡
を
A
の
破
産
管
財
人
B
に
求
め
た
が
、
農
場
の
抵
当
権
者
X
の
反

対
で
拒
絶
さ
れ
た
の
で
、
Y
は
、
仮
処
分
を
得
て
一
三
子
七
五
ト
ン
の
小
麦
の
引
渡
を
受
け
た
。
翌
日

X
は、

B
を
強
制
管
理
人
と
す
る
強
制
管

集合財産担保に関する基礎的考察 (3)

理
の
決
定
を
受
け
た
。

B
は、

Y
に
引
き
渡
さ
れ
た
小
麦
の
売
却
し
、
代
金
を
供
託
し
た
。
そ
の
後
、
X
は
強
制
管
理
の
廃
止
と
強
制
競
売
を
申

し
立
て
、
農
場
を
競
落
し
た
が
、
完
全
な
弁
済
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
X
は
、
供
託
金
の
還
付
に
関
す
る

Y
の
同
意
を
求
め
て
訴
を
提

起
し
た
。

一
、
二
審
は
請
求
棄
却
。
上
告
棄
却
。
争
点
は
、
仮
処
分
に
よ
る
小
麦
の
引
渡
が
一

二
二
条
に
い
う
搬
出
で
あ
た
る
の
か
で
あ
っ
た
。

搬
出
に
あ
た
る
た
め
に
は
、
①
譲
渡
と
の
結
び
つ
き
、
お
よ
び
、
②
不
動
産
と
の
空
間
的
関
係
の
継
続
的
な
解
消
が
必
要
で
あ
る
。
本
件
の
場
合
、

①
に
つ
い
て
、
Y
の
得
た
仮
処
分
が
破
産
管
財
人
に
契
約
に
基
づ
く
引
渡
が
拒
絶
さ
れ
た
こ
と
を
機
縁
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
②
に
つ
い

て
、
Y
の
意
図
お
よ
び
仮
処
分
の
内
容
が
継
続
的
な
解
消
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
仮
処
分
は
、
搬
出
に
該
当
す
る
と
し
た
。

一
一
一
一
一
条
一
項
は
、
債
権
者
の
利
益
の
た
め
に
土
地
が
差
し
押
さ
え
ら
れ
る
以
前
に
売
却
お
よ
び
搬
出
が
行
な
わ
れ
る

(
幻
)

こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
。
こ
の
要
件
を
み
た
さ
な
い
場
合
の
う
ち
、
譲
渡
が
搬
出
よ
り
先
に
行
な
わ
れ
た

さ
ら
に
ま
た
、

(
譲
渡
|
差
押

l
搬
出
ま
た
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説

一
二
二
条
二
項
後
段
に
よ
っ
て
、
従
物
取
得
者
が
搬
出
の
時
点
で
差
押
に
つ
い
て
善
意
で
あ
れ
ば
、

(
お
)

抵
当
権
の
負
担
の
な
い
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
搬
出
が
譲
渡
に
先
行
す
る
場
合
(
搬
出
|
差
押

l
譲
渡

(鈎
)

(

ω

)

一
二
二
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
な
い
。

ま
た
は
差
押
|
搬
出
|
譲
渡
)

に
は
、
従
物
取
得
者
は
、

北法46(1・120)120

は

差

押

譲

渡

|

搬

出

)

と
き
は
、

論

(
2
)
 

一
一
二
一
一
条
に
よ
る
抵
当
権
の
効
力
か
ら
の
離
脱

差
押
以
前
に
通
常
の
経
営
の
範
囲
内
で
従
物
性
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
抵
当
権
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
か
ら
の
離
脱
を
認
め
た
一
一
一
一

ど
の
よ
う
な
行
為
が
通
常
の
経
営
の
範
囲
内
で
あ

(
H
M
)
 

る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
ま
ず
、
従
物
性
を
失
っ
た
状
態
と
は
、
目
的
に
合
致
し
た
機
能
を
継
続
的
に
失
っ
て
い
る
状
態
を
意
味
す
る
。
た

(
位
)

と
え
ば
、
工
場
内
の
機
械
が
朽
廃
し
た
と
き
に
そ
れ
を
交
換
す
る
場
合
や
、
土
地
の
使
用
方
法
が
変
更
さ
れ
た
た
め
に
従
物
性
が
失
わ
れ
る

(
必
)

場
合
で
あ
る
。

二
条
二
項
の
場
合
、

そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
行
為
が
従
物
性
を
失
わ
せ
る
の
か
、

ま
た
、

裁
判
例
に
は
、

一
時
的
な
目
的
で
の
搬
出
の
場
合
に
従
物
性
を
失
わ
な
い
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

[
斜
]

問
。
∞
巾
日
円
『
一
〈

N
ω
]
F
N
H山
W
O
N
-
H
弓・門
u
m
-
O
Fの
問
的
問
)
『
-
G
-
N
H
ω

ピ
1
ル
醸
造
所
の
運
搬
車
が
修
理
の
た
め
に

Y
に
引
き
渡
さ
れ
、
修
理
後
Y
は
、
報
酬
債
権
に
基
い
て
右
運
搬
車
を
占
有
し
た
ま
ま
差
し
押
さ
え

た
。
醸
造
所
敷
地
の
抵
当
権
者
X
は
、

Y
に
対
し
て
運
搬
車
の
解
放
を
求
め
た
o

F
の
請
求
認
容
。
再
抗
告
棄
却
。
本
件
で
の
運
搬
車
の
搬
出
は

修
理
目
的
と
い
う
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
従
物
性
の
喪
失
に
帰
着
せ
ず
、
抵
当
権
の
効
力
を
免
れ
な
い
と
す
る
。

(
川
明
)

な
お
、
譲
渡
に
よ
っ
て
通
常
の
経
営
の
範
囲
内
の
従
物
性
の
喪
失
は
、
生
じ
な
い
。
さ
ら
に
、
質
権
設
定
や
譲
渡
担
保
に
よ
る
従
物
性
の

(
必
)

喪
失
も
否
定
さ
れ
て
い
る
。



つ
ま
り
、

一
方
で
は
搬
出
に
よ
っ
て
抵
当
不
動
産
と
の
問
の
空
間
的
関
係
が
失
わ

一
一
一
一
一
一
条
が
想
定
し
て
い
る
従
物
性
の
喪
失
と
は
、

れ
る
場
合
で
あ
り
、
他
方
で
空
間
的
関
係
を
有
し
な
が
ら
も
経
済
的
目
的
へ
の
供
用
性
が
失
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
物
従
物

関
係
の
事
実
状
態
の
変
動
こ
そ
が
、
従
物
性
を
喪
失
さ
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

次
に
、
通
常
の
経
営
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
、
工
場
な
ど
の
企
業
経
営
が
破
綻
し
た
状
態
で
行
な
わ
れ
る
工
場
の
操
業
停
止
が
右

範
囲
に
含
ま
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

[
お
]
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破
産
管
財
人
Y
は
、
製
材
場
の
閉
鎖
と
い
う
債
権
者
集
会
の
決
議
を
受
け
て
、
馬
五
頭
を
競
売
し
、
製
材
場
内
の
多
数
の
物
を
任
意
売
却
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
代
金
は
破
産
財
団
へ
支
払
わ
れ
た
。
そ
の
後
土
地
の
強
制
競
売
が
行
な
わ
れ
た
が
、
抵
当
権
者
X
は
完
全
な
弁
済
を
受
け
ら
れ
な
か

集合財産担保に関する基礎的考察 (3) 

っ
た
の
で
、

Y
に
対
し
て
動
産
売
却
代
金
の
返
還
を
求
め
た
。

一
、
二
審
は
請
求
認
容
。
上
告
棄
却
。
争
点
は
、
債
権
者
集
会
の
決
議
に
よ
る
経

営
の
停
止
が
従
物
性
の
喪
失
に
帰
着
す
る
か
で
あ
る
。
本
件
は
、
土
地
の
経
済
的
利
用
の
目
的
で
の
処
分
で
は
な
く
、
む
し
ろ
経
済
的
な
利
用
の

完
全
な
放
棄
が
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
決
議
は
一
一
一
一
一
一
条
の
意
味
で
の
通
常
の
経
営
の
範
囲
内
の
処
置
で
は
な
い
と
し
た
。
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A
所
有
の
建
物
内
の
機
械
を
Y
が
差
し
押
さ
え
た
と
こ
ろ
、
抵
当
権
者
X
が
異
議
を
申
し
立
て
た
。
し
か
し
異
議
が
却
下
さ
れ
た
の
で
、
X
は
不

服
申
立
を
行
な
っ
た
。
裁
判
所
は
、
不
服
申
立
を
認
容
し
た
よ
う
で
あ
る
。
機
械
が
従
物
性
を
有
し
て
い
な
い
と
の

Y
の
主
張
を
退
け
、
経
営
停

止
に
よ
る
従
物
性
の
喪
失
と
い
う
Y
の
主
張
に
対
し
て
は
、
経
営
の
範
囲
内
に
お
け
る
従
物
性
の
喪
失
は
土
地
の
経
済
的
な
利
用
を
や
め
た
場
合

に
は
該
当
せ
ず
、
工
場
経
営
の
停
止
は
ま
さ
に
「
非
経
済
的
」
で
あ
ヮ
て
、
こ
の
場
合
に
こ
そ
従
物
に
抵
当
権
の
効
力
が
及
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
し

た。
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A
の
土
地
の
抵
当
権
者
兼
土
地
債
務
権
利
者
X
は
、
さ
ら
に
機
械
類
に
つ
い
て
譲
渡
担
保
権
の
設
定
を
受
け
た
。
そ
の
後
A
の
破
産
管
財
人
Y
は
、

論

工
場
の
操
業
を
停
止
し
、
機
械
類
を
売
却
し
た
。

X
は、

Y
に
機
械
類
の
代
金
支
払
い
を
求
め
た
。

一
、
二
審
は
請
求
認
容
。
上
告
棄
却
。
ま
ず

一
二
一
一
条
お
よ
び
一
一
一
一
二
条
の
趣
旨
は
、
担
保
目
的
物
の
価
値
を
保
全
す
る
と
い
う
担
保
権
者
の
利
益
を
保
護
し
つ
つ
動
産
取
引
に
際
し
て

土
地
所
有
者
を
不
当
に
制
限
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
債
権
者
の
役
に
立
つ
よ
う
な
土
地
の
適
切
な
使
用
や
効
果
的
な
経
営

を
所
有
者
が
妨
げ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
、
「
通
常
の
経
営
」
は
客
観
的
な
経
営
が
継
続
し
て
い
る
場
合
に
問
題
と
な
る
も
の
で
あ
り
、

本
件
の
よ
う
に
完
全
に
経
営
を
停
止
し
た
場
合
、
主
物
の
経
済
的
目
的
も
こ
れ
に
伴
う
従
来
の
方
法
で
の
土
地
所
有
者
の
下
で
の
経
営
も
停
止
す

る
か
ら
、
こ
れ
に
該
当
し
な
い
と
す
る
。

[
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ロ
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円
安
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国
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同
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A
の
破
産
手
続
の
一
環
と
し
て
係
争
物
の
保
管
が
命
じ
ら
れ
た
後
、
A
は
廃
業
し
た
。

Y
は
、
動
産
(
設
備
資
産
)
を
差
し
押
さ
え
た
。
そ
の
後

強
制
管
理
人

X
は
、
Y
の
差
押
に
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て
た
。
〉
の
申
立
却
下
。
即
時
抗
告
認
容
。
経
済
的
な
経
営
の
廃
止
は
通
常
の
経
営
と

認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
A
の
廃
業
に
よ
っ
て
本
件
動
産
は
、
従
物
件
を
喪
失
し
な
い
と
す
る
。

こ
れ
ら
の
裁
判
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
通
常
の
経
営
の
範
囲
」
に
お
け
る
「
通
常
」
と
は
、
経
営
が
継
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
経
営
が
破
綻
し
た
場
合
に
行
な
わ
れ
る
工
場
の
操
業
停
止
は
、
通
常
の
経
営
の
範
囲
に
含
ま
れ
な
い
と
解

(
M
W
)
 

さ
れ
て
い
る
。

注
(
1
)
ド
イ
ツ
法
を
研
究
対
象
と
し
た
先
行
業
績
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
我
妻
栄
「
抵
当
権
と
従
物
の
関
係
に
つ
い
て
」
『
法
学
協
会
五

O
周
年
記

念
論
文
集
第
二
部
』
四
六
一
頁
以
下
(
昭
八
)
[
同
『
民
法
研
究
町
担
保
物
権
』
二
七
頁
以
下
(
有
斐
閣
、
昭
四
二
)
所
収
]
や
鎌
野
邦
樹
「
『
抵
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1120-1131 Anm. 2， S. 926 [Heinz Schuster[; Staudinger.Schrubl， a.a.O.， (Anm. 3)， ~1120 Rdn. 2， S. 549; Planck's Kommen. 

tar zum Burgerlichen Gesetzbuch， Bd. 3， 2. Halfte， 5. Aufl.， 1938， S. 1036; WolfflRaiser， a.a.O.， (Anm. 3)， S. 547. RG Urt. v 

3. 10. 1929-V. ZS. V258/28， RGZ 125， 362 

(~同) Planck， a.a.O.， (Anm. 16)， S. 1044; WolfflRaiser， a.a.O.， (Anm. 3)， S. 551 Anm. 18. 

(口) IJ C .I[]~'R' ~i己回 C~~習若手尽..>J+<哨lJ-v1l!車保守(l0 ~ミ込田平.J ti' r釜足J C ~-4D !1単語当n縫!C 主~-R為降~~i己陶令系単矧鍵C1尽干ミ

C~園北J 脅しトQ+< 哨lJ ωぜトユ{]~..>J ~ポ Pν エt-Q O ~..lJ"イ当'ぽ榔・ j~~:出(...;) 命名越除11鑓「喜三星雲肖るまざま字..>J採さ同製」出僅

11干ミ網 (同日い 1¥!IIl;) 1110同¥!IIl; (~11~)' 饗EZ11Eそく 「認さ冊鑓..>J~認容 (.......) J 特選1111o¥l@ (J11=g]a¥t'・ 4冊。・ 111-¥J川l眠) 1 111 

0同町(盟同4く)ゃAJC紙拭極点J総監CIJ ..>J。指~'紘...J-v ti' ぷf僻 L」 4ヰエ ν信子 s:::-草ぎ小トド{J!;!\-， 崎心。

(虫)医健鍵思惑4民主とt:h窓似品l畿;ベJν ..，;J'穏引n~埋もI\( lと怖や!1判事司1主~網込と側、~~日号~...J-í..!~憲司口!1 ~'揺さm~単 C 設-R ti' IJ 

e 掻制!1肖~ IJ.心!1指令。o Vgl. BGB.RGRK.Schuster， a.a.O.， (Anm 16)， ~ 1120 Anm. 13， S. 932; Soergel/Siebert.Konzen， 

a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 1120 Rdn. 7， S. 1331; Planck， a.a.O.， (Anm. 16)， S. 1044f. 

(~) -i..!..>J吋'l!'RG Urt. v. 24. 1. 1903 (訴事手窓[~]) 命 RGUrt. v. 4. 4. 1933-W. ZS. W 21133， RGZ 140，223.!γ 刊震度

4零時事込 jさ~鍵&IH~\-'l盤←<...J-í..!~ぎま宇立。ェ νBGB 1 1110~ !1吋 s:::- 単さm鑓 e 主要Rみ再認:t!~ヲェ IJ ..>J ~~1111IT ...J ν エ心。 Vgl.

Staudinger.Scherubl， a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 1120 Rdn. 41， S. 556f.; Planck， a.a.O.， (Anm. 16)， S. 1044; Harry Westermann， 

Sachenrecht， 5. Aufl.， 1966， S. 490. 

(日)BaurlSturner， a.a.O.， (Anm. 3)， S. 413; Eickmann/Pinger， a.a.O.， (Anm. 3)， S. 221; Bullow， a.a.O.， (Anm. 3)， S. 27; Karl 

Heinz Schwab， Sachenrecht， 21. Aufl.， 1987， S. 250 u. 146f.; Westermann， a.a.O.， (Anm. 19)， S. 490; Munchener.Eickmann， 

a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 1120 Rdn. 38， S. 1468; Soergel/Siebert.Konzen， a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 1120 Rdn. 7， S. 1331; Soergel/Siebert 

Muhl， a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 929 Rdn. 71， S. 417f.; Staudinger・Scherubl， a.a.O.， (Anm. 3) ， ~ 1120 Rdn. 42， S. 557; Reichsge. 

richtsraten/Bundesrichtern (hrsg.)， Kommentar zum Burgerlichen Gesetzbuch， 12. Aufl.， Lfg. 43.， 1981， ~ 1120 Rdn. 18， S. 

52 [Friedrich MatternJ ; Klinkhammer/Rancke， a.a.O.， (Anm. 3)， S. 669f.; Ulrich von Lubtow， Das Grundpfandrecht am 

Vorbehaltseigentum.BGHZ 35， 85， JuS 1963， 171ff.; Ludwig Raiser， Dingliche Anwartschaften， 1961， S. 97ft.; Helmut Kol. 

lhosser， Der Kampf ums Zubehor， JA 1984， 196， 198ft.; Walter Holtz， Erstreckt sich die Hypothek auch auf Zubehorstucke 
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des Grundstucks， die noch nicht in das Eigentum des Grundstuckseigentumers gelangt sind?， JW 1933， 2572 

(民)Bullow， a.a.O.， (Anm. 3)， S. 27 

(お司)Bullow， a.a.O.， (Anm. 3)， S. 27. 

(自)Munchener.Eickmann， a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 1120 Rdn. 38， S. 1468f.; Staudinger.Scherubl， a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 1120 Rdn. 42， 

S. 557; Westermann， a.a.O.， (Anm. 19)， S. 490; Klinkhammer!Rancke， a.a.O.， (Anm. 3)， S. 669f.; BaurlSturner， a.a.O.， (Anm 

3)， S. 413; Bullow， a.a.O.， (Anm. 3)， S. 27 [闘司!.1 0 ニ ν ti~'~ ν エぷエ]. 

(~) Kollhosser， a.a.O.， (Anm. 20)， S. 201; SoergeIlSiebert.Konzen， a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 1120 Rdn. 7， S. 133lf.; Klaus Tiedtke， 

Die Aufhebung des belasteten Anwartschaftsrechts ohne Zustimmung des Pfandglaubigers， NJW 1988， 28; ders， Die Auf. 

hebung des belasteten Anwartschaftsrechts ohne Zustimmung des Pfandglaubigers， NJW 1985， 1305; Bullow， a.a.O.， (Anm. 

3)， S. 27f. BaurlSturner， a.a.O.， (Anm. 3)， S. 414. 

制{!'Karsten Scholz， Das Anwartschaftsrecht in der Hypothekenverbandshaftung， MDR 1990， 679. ti' 草語荊若草榊与己E制

J ν 、l'g:表匙革製 8~話機i::t 1 1110~8額!と斑需要割以区+魚崎-'J♀小関但会♂， l11 J，l.1(~8 緊報瀬度以出t;:....l ν エト司。

IJ~ !.1 4定 Jν， Jan Wilhelm， Das Anwartschaftsrecht des Vorbehaltskaufers im Hypotheken. und Grundschuldverband， 

NJW 1987， 1785.や SoergellSiebert.Muhl， a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 929 Rdn. 72， S. 418.笠， BGH 8軍長(~議案iE[民]) "¥l<JiT(紫

J ν:二時。
(認)SoergeIlSiebert.Konzen， a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 1120 Rdn. 7， S. 133lf.; Munchener.Eickmann， a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 1120 Rdn. 

39， S. 1469; Eickmann/Pinger， a.a.O.， (Anm. 3)， S. 221f. [リ￡士~I' ~安君主総 8 誕様、l<J 1 1 111 ~!.1:;小鰭i健三崎{!...Q-'J....l' .，1) 

P当化工、 11111機8煩庄工」吋。 νPEE盟、みl盤長J斗小叫が...Q]. 

(自)Staudinger.Scherubl， a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 1121 Rdn. 1， S. 560; Plander， a.a.O.， (Anm. 4)， S‘345ff.; Munchener.Eickmann， 

a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 1121 Rdn. 4， S. 1472; Schwab， a.a.O.， (Anm. 20)， S. 250. 

(お)Staudi昭 er.Scherubl，a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 1121 Rdn. 1， S. 560; Munchener.Eickmann， a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 1120 Rdn. 2 u. 4， 

S. 1463 u. ~ 1121 Rdn. 3， S. 1472; Soergel/Siebert.Konzen， a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 1122 Rdn. 1， S. 1337; Plander， a.a.O.， (Anm. 

4)， S. 345f. 
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.，;J (¥ ..lJ.，;J'刊認定健司事士主，. ~ぎま宇品J~旧Qν憧緩や!絡事柄) ;延長~，.~事恭J+<~ .'.l:liさ~\れJ~ジ令~ 'J..lJ込早ノ柏崎。 'JG判足早.J!:!"単語

当11健制..lJ定例目ゐ 11採4眠時。

(お)Staudinger-Scherubl， a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 1121 Rdn. 1. S. 560; Munchener-Eickmann， a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 1121 Rd日目 5，S. 

1472; Plander， a.a.O.， (Anm. 4)， S. 345f. 

(自)Phi1ipp Heck， Grundris des Sachenrechts， 1930， S. 369f.; Schwab， a.a.O.， (Anm. 20)， S目 251;Munchener-Eickmann， a.a.O.， 

(Anm. 3)， ~ 1120 Rdn. 4， S. 1463; Staudinger・Scherubl，a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 1121 Rdn目1.S. 560 

(自)Staudinger-Scherubl， a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 1121 Rdn. 4ff.， S. 561; SoergellSiebert-Konzen， a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 1121 Rdn. 5， 

S. 1134f.; WolfflRaiser， a.a.O.， (Anm. 3)， S. 551 u目 S.549 Anm. 15; Westermann， a.a.O.， (Anm. 19)， S. 491; Eickmannl 

Pi時 er，a.a.O.， (Anm. 3)， S. 223f.; Planck， a_a.O.， (Anm. 16)， S. 1047; Munchener-Eickmann， a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 1121 Rdn 

13， S. 1473; BGB-RGRK-Mattern， a.a.O.， (Anm. 20)， ~ 1121 Rdn. 6ff.， S. 54. 

'J~ .'.l~支Jν ， Kohler， a.a.O.， (Anm. 9)， S. 379. ti' 容量豊~*，1世{p.，I~<r官公 ν エr.(l。

(毘)Staudinger-Scherubl， a.a.O， (Anm. 3)， ~ 1121 Rdn. 7， S. 561; BGB-RGRK-Mattern， a.a.O.， (Anm. 20)， ~ 1121 Rdn. 10， S. 

54; WolfflRaiser， a.a.O.， (Anm. 3)， S. 551 u. S. 549 Anm. 14; Munchener-Eickmann， a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 1121 Rdn. 14， S. 

1473. 

(~) Staudinger-Scherubl， a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 1121 Rdn. 8， S. 561; BGB-RGRK-Mattern， a.a.O.， (Anm. 20)， ~ 1121 Rdn. 12， S. 

54f.; Planck， a_a.O.， (Anm. 16)， S. 1048; Munchener-Eickmann， a目a.O.，(Anm. 3)， ~ 1121 Rdn. 15， S. 1473; SoergellSiebert-

Konzen， a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 1121 Rdn. 5， S. 1334f.; Eickmann/Pinger， a.a.O.， (Anm. 3)， S. 223. 

(~) Staudinger-Scherubl， a.a.O_， (Anm. 3)， ~ 1121 Rdn. 12， S. 562; BGB-RGRK-Mattern， a.a.O.， (Anm. 20)， ~ 1121 Rdn. 13ff.， 

S. 55; Planck， a.a.O. (Anm. 16)， S. 1048f.; Munchener-Eickmann， a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 1121 Rdn. 20， S. 1474; Soergel/Siebert-

Konzen， a_a_O.， (Anm. 3)， ~ 1121 Rdn. 6， S. 1335; Eickmann/Pinger， a.a.O.， (Anm. 3)， S. 223; WolfflRaiser， a.a.O.， (Anm.3)， 

S. 551 u. S. 549. 

(沼)Staudinger-Scherubl， a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 1121 Rdn. 12， S. 562; Planck， a.a.O.， (Anm_ 16)， S. 1048f.; Bullow， a.a.O.， (Anm. 

3)， S. 26. 
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(c;t;) SoergeIlSiebert-Konzen， a_a.G.， (Anm. 3)， ~ 1121 Rdn. 5 u. 7， S. 1335; Baur/Sturner， a.a.O.， (Anm. 3)， S. 414; Munchener 

Eickmann， a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 1121 Rdn. 19， S. 1474; Staudinger-Scherubl， a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 1121 Rdn. 12， S. 562. 

(沼)WolfflRaiser， a_a.O.， (Anm. 3)， S_ 550; Staudinger-Scheri刷、 a_a、0_，(Anm. 3)， ~ 1121 Rdn_ 20， S. 564 

(1S5) Staudinger-Scherubl， a.a.O.， (Anm. 3)， S 1121 Rdn. 16， S. 563; BGB-RGRK、Schuster，a.a.O.， (Anm. 16)， S 1121 Anm. 7， S 

935; Soergel/Siebert・Konzen，a.a.O.， (Anm. 3)， S 1121 Rdn. 7， S. 1335; Munchener-Eickmann， a.a.O.， (Anm. 3)， S 1121 Rdn. 

21. S. 1474; WolfflRaiser， a.a.O.， (Anm. 3)， S. 551 u. S. 549 Anm. 14; Eickmann!Pinger， a.a.O.， (Anm. 3)， S. 223; Planck， 

a.a.O.， (Anm. 16)， S. 1049 

(~) 制乾~~ffi:!j報室灘~吋 b 言語召為~杓ヰ二時会 ~s;::." 権誕.lJ霊長ヨ:r~~{企 t2F EE盟.lJ~貫生"'~エ (Schwab， a.a.O.， (Anm. 20)， S. 

252; WolfflRaiser， a.a.O.， (Anm. 3)， S. 549; Munchener-Eickmann， a.a.O.， (Anm. 3)， S 1121 Rdn. 28， S. 1475; Staudinger-

Scherubl， a.a.O.， (Anm. 3)， S 1121 Rdn. 16f.， S. 563; SoergellSiebert-Konzen， a.a.O.， (Anm. 3)， S 1121 Rdn目2，S.1334.)。時J

小-rl'(l.lJ'紙製.lJ霊長ヨヨムJ~ 話g60 哨Dild 陳-rl'(l.lJ-l~ IJ.lJ.lJ ~論~~J日記号hEE盟.lJ"ポl'(l O IJ ~屯il」ゃエ νti r!階建~~誕球人J -lν」

言語ヨヨ杓~l'(l IJ .lJ~刊 ~ti '$1 旧制 ~~ポエ 41i盤ポJ~ν エl'(l (Wolff!Raiser， a目a.O.，(Anm. 3)， S. 549 Anm. 14; Staudinger-Scherubl， 

a.a.O.， (Anm. 3)， ~ 1121 Rdn. 16， S. 563; Munchener・Eickmann，a.a.O.， (Anm. 3)， S 1121 Rdn. 28， S. 1475.)。

(詔)Planck， a.a.O.， (Anm. 16)， S. 1049f.; Wolff!Raiser， a.a.O.， (Anm. 3) ， S. 549; Munchener-Eickmann， a.a.O.， (Anm. 3)， S 

1121 Rdn. 29ff吋 S.1475f.; Soergel/Siebert-Konzen， a.a.O.， (Anm. 3)， S 1121 Rdn. 3， S. 1334; Staudinger-Scherubl， a.a.O目，

(Anm. 3)， ~ 1121 Rdn. 18， S. 563; Plander， a.a.O.， (Anm. 4)， S. 347ff. 

1削乾 ~.Hjg -r l'(l柳t1m-!築時掛ムJ~当時暖認さま'制~:1吋l'(l~余撚~~1尽干ミ:1~-rl'(l j附制込 ~m程よJ-対l'(l i己化工、早ノ母子♀。 Vgl.

Soergerl/Siebert-Konzen， a.a.O.， (Anm. 3)， S 1121 Rdn. 3， S. 1334; Munchener-Eickmann， a.a.O.， (Anm. 3)， S 1121 Rdn. 3D， 

S. 1475; Plander， a.a.O.， (Anm. 4)， S. 349f. 

例記， IJ ~榔恒三やエ νti' 細l噴水干ノ ~(\νti .a，:型化工、ヤ:; .lJ ~芸れJ~ν 二時。 Vgl. BGB-RGRK-Schuster， a.a.O.， (Anm. 16)， S 

1121 Anm. 17， S. 938; Planck， a.a.O.， (Anm. 16)， S. 1050; BGB-RGRK-Mattern， a.a.O.， (Anm. 20)， S 1121 Rdn. 4， S. 53 

IJ ~:1~実Jν ， Schwab， a.a.O.， (Anm. 20)， S. 252. 当'維製一料品鷺一言語坦~耳障.Q.[l:1 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥鰍¥\腎Q摺醍ヤ竪W-i十~l'(l。

制乾 機製一華経司~ ~.qD :1笠， j州乾:1 0 二 ν~醤~判中e網目側先j 陳主とは， BGB 1111 同様~吋 6111 J1(県民'長川 11~ !j..... 千♀
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説

善
意
取
得
を
認
め
て
い
る
。

(
却
)
こ
の
場
合
の
従
物
取
得
者
の
保
護
の
方
法
は
、
次
の
三
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
一
は
、
搬
出

l
差
押
!
譲
渡
の
場
合
に
、
ま
ず
一
一
一
一

二
条
二
項
を
適
用
し
、
差
押
以
前
に
通
常
の
経
営
の
範
囲
内
に
お
け
る
従
物
性
の
喪
失
が
生
じ
た
と
き
は
、
従
物
取
得
者
を
保
護
し
よ
う
と
す

る
が
、
従
物
性
の
喪
失
が
生
じ
て
い
な
い
と
き
は
、
一
般
の
善
意
取
得
の
規
定
(
∞
の
∞
一
一
一
一
五
条
お
よ
び
一
一
一
一
六
条
、
九
三
二
条
)
に
よ
る
。

し
か
し
、
差
押
|
搬
出

l
譲
渡
の
場
合
に
は
、
一
二
三
条
二
項
の
適
用
を
検
討
す
る
こ
と
な
く
、
一
般
の
善
意
取
得
の
規
定
に
よ
っ
て
従

物
取
得
者
の
保
護
を
図
る
も
の
で
あ
る
(
玄
E
円
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宮
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-
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第
二
は
、
搬
出
差
押
|
譲
渡
お
よ
び
差
押
|
搬
出
|
譲
渡
の
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
一
二
一
一
一
条
二
項
に
よ
る
保
護
を
検
討

し
た
後
、
一
般
の
善
意
取
得
の
規
定
に
よ
る
保
護
を
図
る
も
の
で
あ
る
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第
三
は
、
搬
出
|
差
押
譲
渡
お
よ
び
差
押

i
搬
出
譲
渡
の
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
一
一
一
一
一
一
条
を
適
用
す
る
こ
と
な
く
、

一
般
の
善
意
取
得
の
規
定
に
よ
る
保
護
を
図
る
も
の
で
あ
る
(
宅
三
民

¥
E
5吋
-
E・o
・
2
ロ
自
己
-
∞
・
印
巴
己
目

ω
忠
也
[
根
拠
条
文
は
、
動
産

の
善
意
取
得
に
関
す
る
九
三
二
条
で
は
な
く
、
第
三
者
の
権
利
の
目
的
物
に
つ
い
て
の
善
意
取
得
に
関
す
る
九
三
六
条
で
あ
る
]
)
。

(
刊
)
こ
の
他
に
、
動
産
取
得
者
が
差
押
の
事
実
は
知
っ
て
い
た
が
、
し
か
し
取
得
動
産
が
抵
当
権
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
に
属
さ
な
い
こ
と
に
つ
き

善
意
で
あ
る
か
ま
た
は
右
善
意
に
つ
い
て
重
大
な
過
失
の
な
い
場
合
、
こ
の
取
得
者
の
善
意
が
保
護
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
、
ぜ
弓
o-
同『¥河巳印巾『・白・国
EO--(
〉ロヨ・

ω)-m-
印品川氏-一沼田口円
F
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・
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-
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g
-
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H
O
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2
・白血
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-
(
〉ロ
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・
s
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ω
・
ω
印()・は、

善
意
取
得
が
可
能
で
あ
る
と
す
る

0
2
2号
『
は
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説

の
物
を
複
数
の
物
と
し
て
取
り
扱
い
な
が
ら
、
経
済
的
な
面
で
の
主
物
へ
の
従
物
の
従
属
を
根
拠
に
法
的
な
運
命
の
一
致
を
は
か
ろ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
従
物
概
念
に
よ
る
包
括
化
は
、
集
合
物
概
念
の
よ
う
な
法
的
な
包
括
化
で
は
な
く
、
経
済
的
な
も
の
で
あ

告o.
白岡

る
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
経
済
的
な
包
括
化
と
は
い
う
も
の
の
、
抵
当
権
に
関
し
て
は
土
地
所
有
者
の
所
有
に
属
す
る
従
物
に
そ
の
対
象

(
1
)
 

そ
の
意
味
で
は
動
産
と
し
て
の
法
的
な
独
立
性
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
従
物
概
念
に
よ
る
包
括
化

が
限
定
さ
れ
て
お
り
、

こ+。、

』

l

一
個
の
全
体
物
に
対
し
て
一
個
の
法
律
行
為
を
行
な
う
集
合
物
概
念
と
比
べ
て
、
主
物
と
従
物
と
を
一
体
と
し
て
取
り
扱
う
際
に
、

一
一
一
一

O
条
や
二
二
四
条
の
よ
う
な
個
別
の
規
定
や
さ
も
な
く
ば
個
別
の
法
律
行
為
を
必
要
と
す
る
な
ど
煩
雑
な
面
も
あ
る
。
し
か
し
同
時

に
、
従
物
の
所
有
権
と
主
物
の
所
有
権
が
矛
盾
な
く
併
存
し
う
る
と
い
う
利
点
が
存
在
す
る
。
こ
の
こ
と
が
、

三
二
条
や
一
一
一
一
一
一
条
に
お
い
て
も
重
視
さ
れ
た
土
地
所
有
者
の
経
営
活
動
の
自
由
の
確
保
と
い
う
要
請
に
応
え
る
方
法
で
あ
っ
た
と
考

一
一
一
一

O
条
だ
け
で
な
く

え
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
従
物
の
主
物
へ
の
経
済
的
な
供
用
性
が
あ
る
限
り
、
主
物
に
対
す
る
抵
当
権
の
設
定
の
時
点
と
従
物
の
主
物
へ
の
従

属
の
時
点
と
の
先
後
関
係
は
、
問
題
と
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
目
的
物
の
附
加
の
局
面
で
は
、
当
該
動
産
が
従
物
で
あ
る
か
否
か
が
抵
当

権
の
効
力
が
及
ぶ
か
否
か
の
判
断
基
準
と
な
る
。

第
二
点
は
、
目
的
物
の
分
離
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
動
産
を
中
心
と
す
る
集
合
財
産
担
保
の
場
合
と
同
様
に
、
債
務
者
に

と
っ
て
そ
の
従
物
の
処
分
が
経
済
的
に
必
要
で
あ
り
、
抵
当
権
者
に
と
っ
て
は
そ
の
従
物
を
も
含
め
て
評
価
し
て
把
握
し
た
抵
当
目
的
物
の

維
持
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
つ
の
要
請
を
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
抵
当
権
の
場
合
、
こ
の
調
整
は
、
土
地
所
有
者
の
従
物
に
抵
当

権
の
効
力
が
及
ぶ
こ
と
を
規
定
す
る
と
同
時
に
、
抵
当
不
動
産
の
所
有
者
が
そ
の
不
動
産
上
で
の
経
営
の
必
要
か
ら
従
物
を
売
却
し
て
搬
出

し
た
り
、
交
換
し
た
り
、

さ
ら
に
は
そ
の
使
用
を
停
止
す
る
場
合
に
当
該
従
物
へ
の
抵
当
権
の
効
力
を
否
定
す
る
形
で
、
行
な
わ
れ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
抵
当
権
実
行
以
前
に
従
物
で
あ
る
動
産
を
譲
漉
し
、

か
っ
、
搬
出
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

(
一
二
二
条
)
。
こ
の
規
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定
は
、
譲
渡
に
よ
っ
て
そ
の
従
物
た
る
動
産
の
所
有
権
が
抵
当
不
動
産
の
所
有
者
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
抵

当
権
の
効
力
が
従
物
に
及
ぶ
た
め
に
従
物
と
抵
当
不
動
産
の
所
有
者
が
一
致
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
さ
ら
に
、
従
物

た
る
動
産
が
搬
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
動
産
が
不
動
産
上
で
利
用
さ
れ
る
可
能
性
が
消
滅
す
る
。
し
か
も
、
従
物
の
取
得
者
と
の
関
係

で
は
、
搬
出
ま
で
動
産
と
不
動
産
と
の
従
属
関
係
が
外
見
的
に
は
継
続
し
て
お
り
、
抵
当
権
の
登
記
と
相
侠
っ
て
、
抵
当
権
の
効
力
が
及
ん

(2) 

で
い
る
こ
と
が
外
部
に
対
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
譲
渡
お
よ
び
搬
出
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
通
常
の
経
営
の
範
囲
内
に
お
い
て
従
物
性
が
失
わ
れ
た
場
合
に
は
当

該
従
物
は
、
抵
当
権
の
効
力
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る

(
一
二
一
二
条
)
。
こ
こ
で
通
常
の
経
営
の
範
囲
と
は
、
抵
当
不
動
産
上
で
行
な
わ

れ
て
い
る
経
営
に
役
立
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
と
え
ば
、

も
は
や
利
用
で
き
な
く
な
っ
た
機
械
を
工
場
か
ら
搬
出
し
て
新
た
な
機
械
に
替

え
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
い
う
通
常
の
経
営
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
。
こ
れ
は
、
実
際
に
経
営
で
き
る
状
態
を
基
準
と
し
て
そ
の
不
動
産
を
把
握

集合財産担保に関する基礎的考察(3)

し
て
い
る
抵
当
権
者
が
不
測
の
損
害
を
被
ら
な
い
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
分
離
さ
れ
た
動
産
が
抵
当
不

動
産
の
経
営
目
的
の
た
め
に
実
際
に
利
用
で
き
る
か
否
か
が
、
抵
当
権
の
効
力
が
及
ぶ
か
否
か
の
判
断
基
準
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ

れ
る
。し

た
が
っ
て
、
譲
渡
お
よ
び
搬
出
ま
た
は
従
物
性
の
喪
失
に
よ
っ
て
従
物
で
あ
っ
た
動
産
が
従
属
性
を
失
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
不
動

産
上
で
の
利
用
可
能
性
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
抵
当
権
の
効
力
は
、
動
産
に
対
し
て
及
ば
な
く
な
る
と
い
え
よ
う
。

第
三
に
、
「
分
離
」
の
場
合
の
従
物
の
第
三
取
得
者
の
保
護
の
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
取
得
者
が
抵
当
権
者
と
の
関
係
に
お
い
て

ど
の
よ
う
に
保
護
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
保
護
の
た
め
の
基
準
は
、
抵
当
権
者
に
よ
る
不
動
産
差
押
に
関
す
る
第
三
取
得
者

の
善
意
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
差
押
に
関
す
る
第
三
取
得
者
の
認
識
の
有
無
は
、
具
体
的
に
は
、
土
地
所
有
者
の
従
物
に
関
す
る
処
分
権

限
の
有
無
に
か
か
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
第
三
取
得
者
は
、
従
物
の
議
渡
な
い
し
搬
出
が
抵
当
権
者
に
よ
る
不
動
産
差
押
に
遅
れ
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説

て
い
た
と
し
て
も
、
差
押
に
関
し
て
善
意
で
あ
れ
ば
、
従
物
に
関
し
て
抵
当
権
の
負
担
の
な
い
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

最
後
に
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
従
物
に
対
す
る
抵
当
権
の
効
力
に
関
し
て
、
抵
当
権
者
の
利
益
だ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
と
相
反
す
る
土

論

地
所
有
者
や
従
物
の
第
三
取
得
者
の
利
益
を
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
立
法
趣
旨
お
よ
び
右
で
述
べ
た
一
二
つ
の
点
か

ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
抵
当
権
者
の
関
心
が
、
債
務
者
に
対
す
る
自
己
の
債
権
を
確
実
に
担
保
で
き
る
よ
う
に
、
不
動
産
単
体

だ
け
で
な
く
、
従
物
な
ど
に
も
抵
当
権
の
効
力
を
及
ぽ
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
土
地
所
有
者
の
そ
れ
は
、

自
己
の
土
地
経
営
の
継
続
の
た
め
に
農
業
属
具
具
や
工
場
の
機
械
器
具
の
交
換
な
い
し
譲
渡
を
必
要
に
応
じ
て
自
由
に
行
な
い
う
る
か
と
い

う
点
に
あ
る
。
ま
た
、
従
物
の
第
三
取
得
者
の
そ
れ
は
、
従
物
に
関
し
て
抵
当
権
の
負
担
の
な
い
所
有
権
を
取
得
で
き
る
か
と
い
う
点
に
あ

る
。
∞
の
∞
は
、
こ
れ
ら
の
利
害
の
調
整
を
抵
当
権
者
に
よ
る
不
動
産
差
押
の
時
点
で
区
別
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

抵
当
権
の
実
行
ま
で
は
、
抵
当
権
者
の
利
益
は
潜
在
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
て
、
土
地
所
有
権
者
お
よ
び
第
三
取
得
者
の
利
益
は

現
実
的
な
も
の
で
あ
り
、
後
者
の
方
が
前
者
よ
り
も
優
先
的
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
抵
当
権
の
実
行
着
手
後
は
、
潜
在
的
で

あ
っ
た
抵
当
権
者
の
利
益
が
現
実
化
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
土
地
所
有
者
お
よ
び
第
三
取
得
者
の
利
益
よ
り
も
抵
当
権
者
の
そ
れ
が
優
先
的

な
取
り
扱
い
を
受
け
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
∞
の
切
の
こ
の
よ
う
な
利
害
調
整
に
も
限
界
は
、
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
土
地
所
有
者
が
従
物
を
動
産
担
保
権
の
対
象
と
し

て
第
三
の
債
権
者
に
提
供
す
る
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

よ
く
利
用
さ
れ
て
い
る
動
産
譲
波
担
保
の
場
合
、
従
物
に
対
す
る
抵
当
権
の
効

力
は
、
譲
渡
担
保
に
対
し
て
優
先
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
動
産
譲
渡
担
保
と
し
て
債
権
者
に
提
供
す
る
こ
と
も
従
物
の
価
値
の
有
効

な
利
用
方
法
の
一
つ
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
ま
た
、
動
産
が
不
動
産
に
搬
入
さ
れ
た
時
か
ら
所
有
権
留
保
付
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
従
物
に

対
し
て
は
抵
当
権
の
効
力
は
及
ば
な
い
。
逆
に
、
こ
の
場
合
に
は
、
抵
当
権
者
に
す
れ
ば
、
実
際
に
土
地
経
営
に
役
立
っ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
従
物
が
所
有
権
留
保
付
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
抵
当
権
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
所
有
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権
取
得
に
関
す
る
期
待
権
に
対
し
て
抵
当
権
の
効
力
が
及
ぶ
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
抵
当
権
者
の
不
利
益
は
若
干
解
消
さ
れ
て
い
る
。

注
(
1
)
富
田
口
円
『
巾
口
町
円
択
。
呂
田
巾
ロ

g『
N
己
呂
切
昌
司
問
巾
『

]wzgの
巾
印
Z
N
F
E
n
F
-
∞
門
戸
品
・

ω
旧
民
}
戸
市
口
『
巾
n
F
H
-
N

〉
己
巴
-
-
H
m
w
∞
。
・
聞

H
H
N
。
-
出
品
ロ

N
∞・

ω

H

品
。

2
・

[
E
2
2
巴
n
r
B
S
ロ
]
は
、
自
己
占
有
者
の
所
有
す
る
従
物
に
抵
当
権
の
効
力
が
及
ば
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、

土
地
所
有
者
の
所
有
に
属
す
る
従
物
で
は
な
い
と
い
う
点
で
一
致
し
て
い
る
。

(
2
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
節
第
二
款
注
(
お
)
に
お
い
て
引
用
の
文
献
参
照
の
こ
と
。

第
三
節

括

集合財産担保に関する基礎的考察 (3) 

序
ド
イ
ツ
に
お
け
る
集
合
財
産
担
保
制
度
に
つ
い
て
、
二
つ
の
問
題
を
考
察
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
包
括
化
の
根
拠
で
あ

り
、
第
二
に
、
附
加
お
よ
び
分
離
の
場
面
に
お
け
る
担
保
権
の
効
力
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
第
三
章
に
お
け
る
考
察
を
ま
と
め
る
こ

以
上
、

と
に
し
た
い
。

包
括
化
の
根
拠

ド
イ
ツ
に
お
け
る
集
合
財
産
担
保
の
特
徴
の
第
一
は
、

わ
が
国
と
異
な
っ
て
、
「
集
合
物
」
概
念
を
あ
く
ま
で
排
除
し
よ
う
と
す
る
傾
向
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て
、
集
合
物
概
念
の
採
用
を
否
定
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
を
め
ぐ
る

北法46(1・136)136

説

が
強
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
実
定
法
上
「
集
合
物
」
概
念
を
採
用
し
た
と
思
わ
れ
て
い
た
用
益
賃
貸
借
信
用
法
の
解
釈
に
あ
た
っ

論

議
論
に
し
て
も
、
あ
く
ま
で
二
重
帰
属
を
認
め
る
よ
う
な
「
集
合
物
」
概
念
を
排
除
し
て
そ
の
法
律
構
成
を
行
な
お
う
と
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
「
集
合
物
」
概
念
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
第
二
章
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
切
の
切
の
制
定
に
際
し
て
、

台
市
兵
巾
ら
の
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
集
合
物
」
概
念
を
切
の
切
が
物
概
念
と
し
て
採
用
し
な
か
っ
た
こ
と
に
そ
の
根
拠
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。ιυ

っ
ト
」

d
u
、
た
と
え
ド
イ
ツ
に
お
い
て
集
合
物
概
念
が
採
用
さ
れ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
ほ
ど
有
用
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な

概
念
が
考
え
ら
れ
た
り
、
実
際
に
用
い
ら
れ
た
。
し
か
し
、

い
か
と
思
わ
れ
る
節
が
あ
る
。
確
か
に
、
用
益
賃
貸
借
信
用
法
や
商
品
倉
庫
に
つ
い
て
の
登
録
質
権
制
度
の
提
案
な
ど
に
お
い
て
、
「
集
合
物
」

そ
れ
は
、
非
常
に
限
定
さ
れ
た
範
囲
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

と
い
う
の
は
、
「
集
合
物
L

概
念
を
、

ま
る
で
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
に
お
け
る
「
集
合
名
称
L

と
同
様
に
、
複
数
の
動
産
を
一
度
に
、

よ

り
厳
密
に
は
一
個
の
法
律
行
為
に
よ
っ
て
担
保
化
す
る
た
め
に
用
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

た
と
え
ば
、
集
合

物
を
構
成
す
る
個
々
の
動
産
の
譲
渡
を
本
質
的
に
目
的
と
し
て
い
な
い
形
態
の
集
合
物
が
質
入
さ
れ
る
場
合
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
も
窺
え

る
。
こ
の
場
合
に
は
、
個
別
動
産
の
変
動
を
考
え
な
く
と
も
よ
い
の
で
あ
る
か
ら
、
本
来
的
に
は
、
個
別
動
産
の
数
だ
け
の
質
権
設
定
契
約

を
行
な
っ
て
も
何
ら
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
ま
で
「
集
合
物
」
に
よ
る
質
権
設
定
を
認
め
る
こ
と
は
結
局
実
際
上
の

煩
雑
さ
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
登
録
質
権
制
度
の
提
案
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
形
態
の
集
合
物
、
す
な
わ
ち
、

(
1
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本
来
的
に
内
容
の
変
動
し
な
い
集
合
物
の
質
入
が
構
想
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
「
集
合
物
」
概
念
は
、
い
わ
ば
担
保
権
の
設
定
段
階
に

お
け
る
概
念
に
止
ま
り
、

た
と
え
ば
登
録
質
権
が
直
接
個
物
を
把
握
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

そ
の
範
囲
を
超
え
た
部
分

に
は
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
「
集
合
物
」
概
念
の
果
し
て
い
る
役
割
が
目
的
物
を
包
括
的
に
捉
え
る
こ
と
の
み
で
あ
る



と
す
れ
ば
、
包
括
的
に
捉
え
た
後
に
生
じ
る
問
題
は
、
「
集
合
物
L

概
念
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

他
方
で
、
複
数
の
物
を
包
括
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
右
で
述
べ
た
「
集
合
物
」
概
念
だ
け
で
は
な
く
、
従
物
概
念
が
用
い
ら

れ
る
。
た
と
え
ば
、
不
動
産
に
設
定
さ
れ
た
抵
当
権
が
そ
の
抵
当
不
動
産
上
の
動
産
に
そ
の
効
力
を
及
ぼ
す
場
合
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
れ
に

類
似
し
た
概
念
と
し
て

「
属
具
(
-
ロ
〈

g
g『
)
」
概
念
が
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、
用
益
賃
貸
借
信
用
法
に
よ
る
質
権
、
す
な
わ
ち
農
業
経
営
の

た
め
に
用
い
ら
れ
る
用
益
賃
借
人
の
所
有
す
る
「
属
具
」
で
あ
る
動
産
群
を
質
権
の
客
体
と
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
従
物
概

念
や
属
具
概
念
は
、
包
括
的
な
把
握
と
い
う
点
で
「
集
合
物
」
概
念
と
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
従
物
概
念
や
属
具
概
念
と

「
集
合
物
」

概
念
と
は
、
次
の
点
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
後
者
が
複
数
の
物
を
法
的
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
一
つ
の
物
と
し
て
取
り
扱
お

う
と
す
る
概
念
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
前
者
の
二
つ
の
概
念
は
い
ず
れ
も
、
あ
く
ま
で
法
的
に
は
複
数
の
物
と
し
て
取
り
扱
い
な
が
ら
、
経

済
的
な
面
で
の
主
物
な
い
し
農
業
経
営
へ
の
従
属
性
を
根
拠
に
そ
の
法
的
な
運
命
の
一
致
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

集合財産担保に関する基礎的考察 (3) 

従
物
概
念
や
属
具
概
念
に
よ
っ
て
、
複
数
の
物
が
包
括
的
に
取
り
扱
わ
れ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
法
的
に
一
個
の
物
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し

な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
の
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
集
合
名
称
」
に
よ
る
目
的
物
の
包
括
化
も
、
従
物
概

念
や
属
具
概
念
に
よ
る
包
括
化
と
類
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
法
形
式
面
で
の
相
違
の
ほ
か
に
、
実
質
的

な
面
で
の
相
違
が
存
在
す
る
。

つ
ま
り
、
集
合
物
概
念
は
、
独
立
し
た
対
等
の
動
産
な
い
し
不
動
産
の
集
合
体
を
一
個
の
物
と
把
握
す
る
概

念
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
従
物
概
念
や
属
具
概
念
は
、
主
物
へ
の
従
属
性
を
基
礎
と
し
て
全
体
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
概
念
で
あ
っ
て
、

従
物
と
主
物
と
は
互
い
に
独
立
し
て
い
て
も
対
等
な
関
係
に
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
集
合
物
と
し
て
問
題
と
な
る
の
は
、
在
庫
商
品
で
あ

る
と
か
原
材
料
の
備
蓄
な
ど
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
従
物
ま
た
は
属
具
と
し
て
問
題
と
な
る
の
は
、
農
業
属
具
や
機
械
器
具
な
ど
で
あ
る
。

で
は
、
集
合
物
概
念
を
用
い
な
い
で
、
複
数
の
物
を
包
括
的
に
取
り
扱
う
こ
と
の
根
拠
は
、

ど
の
よ
う
な
点
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
工
場
や
農
場
の
機
械
な
ど
の
抵
当
不
動
産
上
の
動
産
で
あ
れ
ば
、
右
で
述
べ
た
よ
う
に
、
主
物
で
あ
る
抵
当
不
動
産
へ
の
従
物
の
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説

従
属
性
、
す
な
わ
ち
、
後
者
の
前
者
へ
の
経
済
的
な
供
用
性
が
根
拠
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
経
済
的
な
供
用
性
が
存
す
る
限

り
、
抵
当
権
の
設
定
の
時
点
と
従
物
の
従
属
の
時
点
と
の
先
後
関
係
は
、
問
題
に
な
ら
な
い
。
ま
た
、
農
業
経
営
を
行
な
っ
て
い
る
用
益
賃

論

借
入
が
経
営
上
必
要
な
信
用
を
獲
得
す
る
た
め
に
そ
の
所
有
す
る
農
業
属
具
を
担
保
と
し
て
提
供
す
る
場
合
に
は
、
や
は
り
右
で
述
べ
た
よ

う
に
、
用
益
賃
貸
借
信
用
法
に
従
っ
て
、
右
農
業
属
具
で
あ
る
動
産
群
に
用
益
賃
貸
借
質
権
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
農

業
属
具
で
あ
る
動
産
群
は
包
括
的
に
担
保
の
目
的
と
さ
れ
て
い
る
が
、
通
常
の
抵
当
権
の
場
合
と
は
異
な
り
、
農
地
へ
の
従
属
性
に
よ
っ
て

根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
農
業
属
具
は
、
用
益
賃
借
入
の
行
な
う
農
場
経
営
そ
れ
自
体
へ
の
従
属
性
に

よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
相
違
は
、
用
益
賃
貸
借
質
権
が
不
動
産
を
所
有
し
て
い
な
い
用
益
賃
借
入
の
た
め
の
担
保
手
段
で
あ

る
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
を
除
け
ば
、
抵
当
権
の
場
合
と
用
益
賃
貸
借
質
権
と
は
そ
れ
ほ
ど
異
な
っ
て
は
い
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、

い
ず
れ
の
担
保
で
あ
っ
て
も
、
個
々
の
動
産
が
有
し
て
い
る
従
属
性
を
根
拠
に
そ
れ
ぞ
れ
が
担
保
目
的
物
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

包
括
的
な
担
保
化
が
果
た
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
譲
渡
担
保
の
場
合
、
在
庫
商
品
は
法
的
に
は
あ
く
ま
で
複
数
の
動
産
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
譲
渡
担
保
の
客
体
と
し
て

包
括
的
に
取
り
扱
う
た
め
に
は
、

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
根
拠
を
必
要
と
す
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
場
合
に
は
、
債
務
者
の
信
用
の
獲
得
に
際
し

て
、
在
庫
商
品
を
個
別
に
取
り
扱
う
よ
り
も
包
括
的
に
取
り
扱
っ
た
方
が
与
信
額
を
そ
の
商
品
の
価
額
に
比
例
し
て
大
き
く
で
き
る
こ
と
や
、

担
保
と
し
て
取
り
扱
う
上
で
そ
の
手
続
き
が
煩
雑
に
な
ら
ず
に
済
む
こ
と
な
ど
の
実
際
上
の
便
宜
と
い
う
点
に
、

(
2
)
 

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
根
拠
が
求
め
ら
れ
る

具
体
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
の
場
合
、
複
数
の
動
産
を
「
集
合
名
称
」
を
用
い
て
あ
ら
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
譲

渡
担
保
の
客
体
は
、
右
「
集
合
名
称
」
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
動
産
群
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
い
う
「
集
合
名
称
」
と
は
、

ら
の
動
産
に
つ
い
て
取
引
上
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
名
称
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
集
合
名
称
」
に
よ
る
包
括
化
の
場
合
、
譲
渡
担
保
契
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い
わ
ば
「
自
動
的
」
に

約
後
に
新
た
に
加
わ
っ
た
商
品
に
つ
い
て
は
、
集
合
物
概
念
や
従
物
概
念
、
属
具
概
念
に
よ
る
場
合
と
異
な
っ
て
、

そ
の
効
力
が
及
ぶ
よ
う
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
に
は
、
別
個
の
法
律
構
成
を
必
要
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
予
め
の

占
有
改
定
に
基
づ
く
予
め
の
所
有
権
移
転
と
い
う
法
律
構
成
が
用
い
ら
れ
た
。

他
方
、
限
定
的
な
意
味
で
の
「
集
合
物
」
概
念
を
用
い
た
登
録
質
権
制
度
の
場
合
も
、
実
際
上
の
便
宜
に
そ
の
根
拠
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
、
そ
の
内
容
は
、
譲
渡
担
保
の
場
合
の
そ
れ
の
他
に
、
法
的
に
包
括
的
に
取
り
扱
う
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
点
が
加
わ
っ
て
い

る

目
的
物
の
分
離

集合財産担保に関する基礎的考察 (3) 

こ
の
よ
う
に
「
集
合
物
」
概
念
を
用
い
な
い
で
行
な
わ
れ
た
複
数
の
物
の
包
括
的
な
担
保
化
の
後
に
生
じ
る
問
題
、
す
な
わ
ち
担
保
権
の

設
定
契
約
や
譲
渡
担
保
契
約
の
後
に
目
的
物
の
変
動
が
生
じ
た
場
合
に
、

そ
れ
ら
担
保
権
や
譲
渡
担
保
の
効
力
が
そ
の
変
動
に
ど
の
よ
う
に

対
応
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る
際
に
も
、

ぃ
。
つ
ま
り
、
目
的
物
を
包
括
的
に
把
握
し
た
と
し
て
も
、 ド

イ
ツ
で
は
、

そ
の
前
提
と
な
る
物
概
念
の
点
で
「
集
合
物
」
概
念
を
用
い
て
い
な

そ
れ
が
直
ち
に
目
的
物
の
「
一
物
化
」
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
法
的
に

は
あ
く
ま
で
個
々
の
物
の
レ
ベ
ル
で
問
題
の
処
理
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

目
的
物
の
変
動
の
う
ち
、

い
わ
ゆ
る
「
分
離
」

そ
の
物
の
処
分
が
債
務
者
に
と
っ
て
経
済
的
に
必
要
で
あ
る
こ
と
、

お
よ
び
、

そ
の
物
に
つ
い
て
担
保
権
な
い
し
担
保
所
有
権
を

面
で
は
、

有
す
る
債
権
者
の
保
護
と
い
う
二
つ
の
要
請
を
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

ド
イ
ツ
法
の
基
本
的
な
態
度
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
態
度
は
、
た
と
え
ば
抵
当
権
の
場
合
、
∞
の
回
一
一
一
一
一
条
や
一
一
一
一
一
一
条
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。
右
条
項
は
、
抵
当
不
動
産

の
所
有
者
に
と
っ
て
抵
当
不
動
産
の
経
営
上
必
要
な
従
物
の
譲
渡
お
よ
び
搬
出
な
い
し
交
換
ま
た
は
使
用
停
止
な
ど
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ら
従

の
場
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論

し
か
し
、
具
体
的
な
要
件
の
点
で
は
若
干
の
相
違
が
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
抵
当
権
の
場
合
に
は
、

ま
ず
、
抵
当
権
の
実
行
以
前
に
従
物

北法46(1・140)140

説

物
で
あ
っ
た
動
産
が
抵
当
権
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
用
益
賃
貸
借
信
用
法
の
五
条
二
項
も
同

様
の
要
請
に
基
づ
く
。

で
あ
る
動
産
を
譲
渡
し
、

か
っ
、
搬
出
す
る
こ
と
が
要
件
と
な
っ
て
い
る

(
一
二
二
条
)
。
ま
た
、
通
常
の
経
営
の
範
囲
内
に
お
い
て
従

物
性
が
失
わ
れ
た
場
合
も
抵
当
権
の
効
力
を
免
れ
る

(
一
一
一
一
一
一
条
)
。

い
ず
れ
の
場
合
も
、
当
該
動
産
が
抵
当
不
動
産
を
実
際
に
経
営
の

た
め
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
、
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
外
観
を
備
え
て
い
る
か
否
か
が
、
抵
当
権
の
効
力
の
範
囲
内
に
あ
る

か
否
か
の
判
断
基
準
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
通
常
の
経
営
の
範
囲
と
い
う
要
件
も
ま
た
、
利
用
可
能
性
を
消
滅
さ

せ
る
行
為
が
抵
当
不
動
産
を
利
用
し
た
経
営
に
と
っ
て
意
味
が
あ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

他
方
、
用
益
賃
貸
借
質
権
の
場
合
、
第
一
に
、
通
常
の
経
営
の
範
囲
内
で
処
分
さ
れ
た
属
具
-
た
る
動
産
が
用
益
賃
貸
借
質
権
者
に
よ
る
裁

判
上
の
権
利
主
張
ま
で
に
農
場
か
ら
搬
出
さ
れ
た
時
に
、
右
動
産
に
対
す
る
質
権
は
消
滅
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
抵
当
権
の
場
合
の
よ
う
に
、

「
譲
渡
お
よ
び
搬
出
」

の
み
が
担
保
権
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
か
ら
の
離
脱
の
た
め
の
要
件
で
は
な
く
、
譲
渡
以
外
の
処
分
で
あ
っ
て
も
離
脱

が
生
じ
う
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
に
、
同
時
に
、
抵
当
権
と
異
な
り
、
通
常
の
経
営
の
範
囲
と
い
う
要
件
が
「
処
分
お
よ
び
搬
出
」

の
場
合

に
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
抵
当
権
の
場
合
の
通
常
の
経
営
の
範
囲
内
に
お
け
る
従
物
性
の
喪
失
と
い
う
要
件
に
該
当
す
る
離
脱
要

件
は
存
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、

む
し
ろ
用
援
賃
貸
借
質
権
の
場
合
の
通
常
の
経
営
の
範
囲
内
に
お
け
る
処
分
お
よ
び
搬
出
と
い
う
要
件
に

よ
っ
て
右
離
脱
要
件
が
代
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
抵
当
権
の
場
合
に
一
二
二
条
と
一
一
一
一
一
一
条
に
規

定
さ
れ
て
い
た
抵
当
権
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
か
ら
の
離
脱
に
関
す
る
要
件
が
、
用
益
賃
貸
借
信
用
法
で
は
、
通
常
の
経
営
の
範
囲
内
に
お
け

る
「
処
分
お
よ
び
搬
出
」
と
い
う
要
件
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
い
え
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

一
見
異
な
っ
て
見
え
た
抵
当
権
と
用
益
賃
貸

借
質
権
の
そ
れ
ぞ
れ
の
離
脱
要
件
は
、
搬
出
な
い
し
従
物
性
の
喪
失
に
よ
っ
て
動
産
の
従
属
性
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
点
で
共
通
し



て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
や
登
録
質
権
に
お
け
る
問
題
の
解
決
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
後
者
の
登
録
質
権
の
提
案
に
お

い
て
は
、
切
の
切
の
原
則
を
破
る
形
で
、
「
集
合
物
」
概
念
の
導
入
が
意
図
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
集
合
物
」
概
念
の
導
入
に
よ
っ

て
「
自
動
的
」
に
問
題
の
解
決
が
は
か
ら
れ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
商
品
倉
庫
の
登
録
質
権
の
提
案
に

お
い
て
は
、
質
権
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
か
ら
の
離
脱
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
提
案
ご
と
に
異
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

Z
Z
B
Eロ
草
案
で
は
通
常
の
経
営
過
程
に
お
い
て
個
々
の
物
と
し
て
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

間
企
ロ
回
答
草
案
で
は
単
に
集
合
物
か
ら
分
離
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
質
権
の
効
力
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。
他
方
、
前

者
の
譲
渡
担
保
の
場
合
に
は
、
「
集
合
物
」
概
念
で
は
な
く
、
「
集
合
名
称
」
を
用
い
て
商
品
倉
庫
を
担
保
の
目
的
で
包
括
的
に
所
有
権
譲
渡

す
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
目
的
物
の
変
動
に
つ
い
て
は
、

そ
の
商
品
の
売
却
に
関
す
る
債
務
者
の
処
分
権
限
を
基
礎
と

集合財産担保に関する基礎的考察 (3) 

し
て
い
る
。
非
占
有
担
保
権
で
あ
る
抵
当
権
や
用
益
賃
貸
借
質
権
、

さ
ら
に
商
品
倉
庫
の
登
録
質
権
な
ど
の
場
合
に
そ
れ
ら
の
担
保
権
設
定

者
が
、

そ
の
従
物
や
属
具
、
商
品
で
あ
る
動
産
の
処
分
権
限
を
有
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
所
有
権
を
担
保
目
的
で
移
転
す
る
と
い
う
構
成

を
と
る
譲
渡
担
保
で
は
、
当
事
者
間
に
お
け
る
処
分
権
限
の
付
与
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
の
場
合
、

先
に
挙
げ
た
抵
当
権
や
用
益
賃
貸
借
質
権
と
は
異
な
っ
て
、
本
質
的
に
、

そ
の
担
保
目
的
物
で
あ
る
商
品
を
売
却
し
、

そ
の
代
金
を
も
っ
て

か
っ
、
営
業
利
益
を
挙
げ
る
こ
と
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
そ
の
権
限
の
行
使
が
、
通
常
の
経
営
の

範
囲
内
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
、
譲
渡
担
保
に
よ
る
把
握
か
ら
当
該
商
品
が
免
れ
る
こ
と
に
な
る

次
の
商
品
を
補
充
し
、

わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
譲
渡
担
保
の
場
合
に
も
、

そ
の
物
の
処
分
を
め
ぐ
る
債
務
者
の
経
済
的
必
要
性
と
担
保
権
な
い
し

担
保
所
有
権
を
有
す
る
債
権
者
の
保
護
と
い
う
こ
つ
の
要
請
の
調
整
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
抵
当
権
や
用
益
賃
貸
借

質
権
の
場
合
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
し
、

ま
た
、
商
品
倉
庫
に
つ
い
て
の
登
録
質
権
の
提
案
に
お
い
て
も
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
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説

具
体
的
な
.
安
件
の
点
で
は
、
抵
当
権
や
用
益
賃
貸
借
質
権
の
場
合
、
若
干
の
相
違
は
あ
る
が
、
本
質
的
に
こ
れ
ら
の
集
合
財
産
担
保
が
経

北法46(1・142)142

営
に
お
け
る
動
産
群
の
実
際
の
利
用
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
利
用
可
能
性
の
停
止
な
い
し
消
滅
を
も
た
ら
す
搬
出
と
い
う
事
実

言命

が
担
保
権
の
効
力
が
及
ば
な
く
な
る
た
め
の
要
件
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
や
登
録
質
権
の
場
合
に
は
、
利
用

可
能
性
の
停
止
な
い
し
消
滅
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
担
保
方
法
の
本
質
上
、
「
分
離
」
を
も
た
ら
す

処
分
、

と
り
わ
け
具
体
的
に
は
売
却
な
ら
び
に
そ
の
代
金
に
よ
る
新
た
な
商
品
の
補
充
お
よ
び
営
業
利
益
の
計
上
は
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
処
分
さ
れ
る
こ
と
が
本
質
的
で
あ
る
点
か
ら
も
、
担
保
的
拘
束
か
ら
の
離
脱
の
要
件
も
ま
た
、
処
分
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
で
、
抵
当
権
や
用
益
賃
貸
借
質
権
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

以
上
、
直
接
の
当
事
者
で
あ
る
債
権
者
と
債
務
者
の
聞
で
の
特
徴
を
み
て
き
た
。
以
下
で
は
、
「
分
離
」

の
場
面
に
お
け
る
直
接
当
事
者

以
外
の
第
三
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、
債
権
者
と
第
三
取
得
者
と
の
問
で
第
三
取
得
者
に
よ
る
善
意
取
得

の
可
能
性
が
問
題
と
な
る
。
抵
当
権
の
場
合
に
は
、
∞
の
回
一
一
一
一
一
条
に
よ
れ
ば
、
土
地
の
差
押
の
後
に
譲
渡
か
搬
出
の
い
ず
れ
か
が
な

さ
れ
た
と
き
に
は
、

そ
の
差
押
に
つ
い
て
の
第
三
取
得
者
の
善
意
・
悪
意
を
基
準
と
し
て
、
抵
当
権
の
効
力
の
消
滅
か
存
続
か
が
決
定
さ
れ

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
用
益
賃
貸
借
質
権
の
場
合
に
は
、
基
本
的
に
第
三
取
得
者
の
善
意
取
得
を
認
め
な
い
と
い
う
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
質
権
設
定
契
約
の
届
出
が
な
さ
れ
て
い
る
限
り
、
質
権
の
有
無
に
つ
い
て
の
善
意
の
主
張
を
第
三
取
得
者
に
認
め
て
い
な
い
か

ら
で
あ
る

(
法
五
条
一
項
)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
商
品
倉
庫
の
登
録
質
権
や
譲
渡
担
保
で
は
、
抵
当
権
や
用
益
賃
貸
借
質
権
よ
り
も
第
三
取

得
者
の
善
意
取
得
が
認
め
ら
れ
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
2
5
5
草
案
で
は
、
∞
の
∞
の
原
則
を
変
更
す
る
よ
う
な
規
定
を
有
し

て
い
な
い
し
、

ま
た
、

Z
F白
血
ロ
ロ
草
案
で
は
、
「
期
待
さ
れ
る
べ
き
照
会
」
を
行
な
わ
な
い
場
合
に
質
権
の
優
先
を
規
定
し
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
譲
渡
担
保
の
場
合
に
は
、
債
務
者
の
有
す
る
処
分
権
限
の
有
無
に
つ
い
て
の
善
意
に
よ
っ
て
第
三
取
得
者
の
保

護
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
第
三
取
得
者
の
保
護
の
点
で
こ
れ
ら
の
集
合
財
産
担
保
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か



と
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
用
益
賃
貸
借
質
権
が
そ
の
効
力
の
点
で
も
っ
と
も
強
力
で
あ
り
、
抵
当
権
が
そ
れ
に
続
き
、
商
品
倉
庫
の
登
録

質
権
や
譲
渡
担
保
の
順
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
う
ち
、
抵
当
権
と
用
益
賃
貸
借
質
権
と
の
間
の
効
力
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
次

の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
両
者
の
主
と
し
て
把
握
し
て
い
る
物
の
有
す
る
性
質
の
相
違
に
よ

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
用
益
賃
貸
借
質
権
が
主
と
し
て
把
握
し
て
い
る
の
は
、
複
数
の
農
業
属
具
で
あ
り
、

れ
以
外
に
農
地
を
把
握
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
抵
当
権
の
場
合
に
は
、
従
物
は
あ
く
ま
で
主
物
に
対
す
る
関
係
で
の
従

属
性
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
物
で
あ
り
、
抵
当
権
が
主
と
し
て
把
握
し
て
い
る
の
は
抵
当
不
動
産
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
農
業
属
具
に
つ
い
て
の
善
意
取
得
を
認
め
る
か
否
か
は
、
抵
当
権
の
場
合
に
は
抵
当
不
動
産
の
善
意
取
得
を
認
め
る
の
か
と
パ

ラ
レ
ル
に
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
用
益
賃
貸
借
質
権
に
お
い
て
、
本
来
動
産
で
あ
る
農
業
属
具
が
目
的
物
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
抵
当
権
に
お
け
る
不
動
産
と
同
様
に
担
保
権
者
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
、

い
わ
ば
取
引
の
安
全
よ
り
も
質
権
者
の
保
護
を
優
先
し
て

い
る
の
は
、
本
来
的
に
こ
の
担
保
権
が
動
産
の
処
分
で
は
な
く
、

そ
の
実
際
の
利
用
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ

集合財産担保に関する基礎的考察 (3) 

る
な
ら
ば
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
抵
当
権
と
用
益
賃
貸
借
質
権
と
の
聞
の
効
力
の
相
違
は
、
商
品
倉
庫
の
登
録
質
権
や
譲
渡
担
保
と
の
間

の
相
違
ほ
ど
重
視
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

つ
ま
り
、
第
三
取
得
者
の
善
意
取
得
の
可
能
性
に
つ
い
て
重
視
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、

抵
当
権
や
用
益
賃
貸
借
質
権
と
商
品
倉
庫
の
登
録
質
権
や
そ
の
譲
渡
担
保
と
の
聞
の
効
力
の
相
違
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
相
違
は
、
右

で
述
べ
た
よ
う
に
、
処
分
す
る
こ
と
が
必
然
的
な
担
保
手
段
で
あ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
そ
の
実
際
の
利
用
に
着
目
し
た
担
保
手
段
で
あ
る
の

か
と
い
う
相
違
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
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説

ま
と
め

百命

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
ド
イ
ツ
法
上
の
集
合
財
産
担
保
制
度
に
つ
い
て
は
、
次
の
三
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第

一
に
、
繰
り
返
し
て
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

ド
イ
ツ
法
は
「
集
合
物
」
概
念
を
極
力
避
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ド
イ
ツ
法
は
、

こ
の
結
果
を
受
け
て
、
集
合
財
産
担
保
手
段
を
求
め
る
実
際
の
要
請
に
対
し
て
は
、
「
集
合
物
」
概
念
に
代
わ
る
手
段
を
用
い
る
こ
と
で
応

え
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
が
、
従
物
概
念
や
属
具
概
念
で
あ
り
、

ま
た
「
集
合
名
称
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
第
二
に
、
分
離
の
局
面
に
お
け
る
効
力
の
相
違
か
ら
集
合
財
産
担
保
の
二
つ
の
形
態
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

一
方
は
、

抵
当
権
や
用
益
賃
貸
借
質
権
の
よ
う
な
担
保
提
供
者
が
行
な
っ
て
い
る
経
営
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
が
必
要
な
従
物
や
属
具
を
包
括
的
に

担
保
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
形
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

そ
の
有
す
る
性
質
の
点
か
ら
、
利
用
を
目
的
と
す
る
集
合
財
産
担
保

な
い
し
利
用
型
集
合
財
産
担
保
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
他
方
は
、
商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
や
登
録
質
権
の
よ
う
に
、

そ
の
目
的
物
た
る

動
産
が
処
分
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
担
保
提
供
者
の
経
営
に
役
立
つ
こ
と
に
な
る
よ
う
な
動
産
を
包
括
的
に
担
保
と
し
て
把
握
し

て
い
る
形
態
で
あ
る
。
こ
れ
も
、

そ
の
性
質
の
点
か
ら
、
処
分
を
目
的
と
す
る
集
合
財
産
担
保
な
い
し
処
分
型
集
合
財
産
担
保
と
呼
ぶ
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
形
態
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
分
離
の
局
面
に
お
け
る
そ
の
効
力
の
相
違
に
結
び
付
い
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
前
者
に
お
い
て
は
、
分
離
し
た
動
産
に
関
す
る
担
保
権
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
か
ら
の
離
脱
要
件
と
し
て
、
そ
の
利
用
可
能
性
の

停
止
な
い
し
消
滅
を
も
た
ら
す
搬
出
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
で
は
、
動
産
の
処
分
権
限
の
付
与
と
そ
の
行
使
に
よ
る
処
分

が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
右
で
述
べ
た
よ
う
に
、
動
産
が
処
分
さ
れ
た
場
合
の
第
三
取
得
者
の
保
護
の
要
件
の
点
で
も
異
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
処
分
を
目
的
と
す
る
集
合
財
産
担
保
の
場
合
に
は
、
本
質
的
に
、

そ
の
目
的
物
の
処
分
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

た
め
取
引
の
安
全
を
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
利
用
を
目
的
と
す
る
集
合
財
産
担
保
の
場
合
に
は
、
動
産
取
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引
そ
の
も
の
よ
り
も
そ
の
動
産
を
実
際
に
利
用
し
て
経
営
に
役
立
て
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、

営
体
の
維
持
の
方
を
重
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
た
め
動
産
取
引
の
安
全
よ
り
も
経

最
後
に
、
附
加
の
場
面
に
つ
い
て
で
あ
る
。
分
離
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
先
程
述
べ
た
よ
う
に
、
担
保
権
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
か
ら
の
離

脱
要
件
と
そ
の
制
度
の
本
質
と
が
結
び
付
い
て
い
た
。
し
か
し
、
附
加
の
場
面
で
は
、
む
し
ろ
ど
の
よ
う
な
概
念
に
よ
る
の
か
が
よ
り
重
視

さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
従
物
概
念
や
属
具
概
念
の
場
合
に
は
、
ほ
ぽ
自
動
的
に
決
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

商
品
倉
庫
の
譲
渡
担
保
の
場
合
に
は
、
そ
の
法
的
な
根
拠
は
、
物
概
念
の
点
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
別
個
の
法
律
構
成
、
す

な
わ
ち
予
め
の
占
有
改
定
に
基
づ
く
予
め
の
所
有
権
移
転
と
い
う
法
律
構
成
を
必
要
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
よ
う
な
法
律

構
成
を
必
要
と
し
た
こ
と
自
体
は
、

そ
の
集
合
財
産
担
保
制
度
に
求
め
ら
れ
て
い
た
役
割
に
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

t

、。
争
匂
し

集合財産担保に関する基礎的考察 (3) 

注
(
1
)
た
と
え
ば
、

Z
F自
自
ロ
草
案
は
、
譲
渡
を
目
的
と
す
る
集
合
物
と
並
ん
で
、

て
の
規
定
を
有
し
て
い
る
。

(2)
こ
の
背
景
に
は
、
取
引
の
段
階
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
取
引
単
位
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
缶

ジ
ュ
ー
ス
を
例
に
と
っ
て
み
る
と
、
流
通
過
程
の
末
端
で
あ
る
小
売
庖
と
そ
の
取
引
相
手
方
で
あ
る
消
費
者
と
の
問
の
取
引
で
は
、
缶
ジ
ュ
ー

ス
は
通
常
「
一
本
、
二
本
」
と
い
う
レ
ベ
ル
で
取
り
扱
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
前
の
段
階
で
は
、
た
と
え
ば
、
卸
問
屋
と
小
売
庖
の
関

で
は
、
「
箱
」
が
取
引
単
位
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
取
引
の
段
階
に
応
じ
て
一
つ
の
取
引
単
位
と
し
て
把
握
さ
れ
る
物
が
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
取
引
単
位
で
あ
っ
て
、
法
的
な
物
概
念
の
変
更
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
、

た
と
え
ば
わ
が
国
に
お
い
て
集
合
物
を
め
ぐ
る
議
論
で
通
常
よ
く
問
題
と
な
る
「
価
値
の

+
3
は
、
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
(
た
と
え
ば
、

私
法
学
会
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
集
合
動
産
譲
渡
担
保
を
め
ぐ
っ
て
」
判
タ
八

O
五
号
一
四
、
一
五
頁
(
平
一
二
)
に
お
け
る
議
論
な
ど
を
参
照
の

こ
と
)
。
も
ち
ろ
ん
、
取
引
単
位
が
変
わ
る
こ
と
を
理
由
に
法
的
な
物
概
念
の
変
動
を
認
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う

譲
渡
を
目
的
と
し
な
い
集
合
物
が
質
入
れ
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
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説論

な
場
合
に
は
、
取
引
の
相
手
方
に
よ
っ
て
基
礎
と
な
る
物
概
念
が
異
な
る
こ
と
に
な
り
、
混
乱
を
招
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

附
記

「
集
合
財
産
担
保
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
(
二
ご
四
五
巻
五
号
に
次
の
よ
う
な
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
訂
正
致
し
ま
す
。

七
九
三
(
九
九
)
頁
二
二
行
目

(
誤
)
「
し
、
債
権
者
は
、
債
務
者
に
」
↓
(
正
)
「
し
、
債
務
者
に
」

(
誤
)
「
使
用
貸
借
な
ど
の
権
限
」
↓
(
正
)
「
使
用
貸
借
な
ど
の
権
原
」

(
誤
)
「
占
有
権
限
」
↓
(
正
)
「
占
有
権
原
」

八
O
四
(
一
一

O
)
頁
注

(
4
)
二
行
自

(誤)「
ω
R
Z
E
Z
S
Z
Z
E間
口
口
問
」
↓
(
正
)
「
的
見
}
】
巾
吋
ロ
ロ
阿
国
民
σ巾「円
E
間口口問」

八
O
四
(
一
一

O
)
頁
注

(
4
)

一
一
行
目

(誤
)
4
2
F」
↓
(
正
)
「
F
n
F円」

八
三

O
(
二
二
六
)
頁
九
行
目

(
誤
)
「
客
体
す
る
こ
と
が
」
↓
(
正
)
「
客
体
と
す
る
こ
と
が
」

八
三
一
四
(
一
四

O
)
頁
注

(
8
)
八
行
目

(
誤
)
「
旨
の
合
意
の
合
意
と
」
↓
(
正
)
「
旨
の
合
意
と
」

八
三
四
二
四

O
)
頁
注

(
8
)

一
七
行
目

(
誤
)
「
質
権
設
定
後
の
取
得
し
た
」

↓
(
正
)
「
質
権
設
定
後
に
取
得
し
た
」

八
四
五
(
一
五
一
)
頁
注
(
却
)
コ
一
行
目

(
誤
)
「
目
的
と
」
↓
(
正
)
「
目
的
を
」

ま
た
、
脱
稿
後
、
占
部
洋
之
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
抵
当
不
動
産
従
物
の
処
分
(
こ

(
平
六
)
お
よ
び
同
巻
(
四
・
五
号
一
九
五
頁
)
七
四
一
頁
(
平
七
)
に
接
し
た
。

(
一
了
完
)
」
民
商
一
一
一
巻
(
三
号
五
九
頁
)

四
二
七
頁
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